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午前９時 00分開会 

○議長（草田 吉丸君）  皆様、御起立をお願いします。 

 津和野町民憲章の唱和を行います。 

〔津和野町民憲章唱和〕 

○議長（草田 吉丸君）  御着席ください。 

 それでは、皆さん改めておはようございます。大変、朝夕寒さが厳しくなっていまい

りました。先日でございますが、津和野町の鷺舞を含む、全国各地域の風流踊りがユネ

スコ無形文化遺産に登録をされました。大変よろこばしいことでありました。長年伝承

に携わってこられた保存会の皆様の御苦労が実を結んだ結果であろうと思います。今後、

観光客の増加や地域に活力を与えるきっかけになることを期待をしているところでご

ざいます。 

 本日、令和４年第９回津和野野議会定例会が招集されましたところ、皆様方にはおそ

ろいでお出かけをいただきましてありがとうございます。 

 田中海太郎議員より欠席の届けが出ております。 

 ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達しておりますので、第９回定

例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 



────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、４番、米澤宕文議員、５番、

横山元志議員を指名します。 

 それでは、先日、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期及び議事日程等について

協議しておりますので、その結果について委員長の報告を求めます。三浦英治議員。 

○議会運営委員会委員長（三浦 英治君）  議会運営委員会を令和４年１２月５日に開

催し、今定例会の議会運営について協議しました。 

 今定例会の会期は、本日１２月９日から１２月１５日までの７日間としたいと思いま

す。 

 会期中の日程については、お手元にお配りしている日程表にて御確認ください。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から１２月１

５日までの７日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  御異議なしと認めます。したがって、会期は、本日から１２

月１５までの７日間と決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（草田 吉丸君）  日程第３、諸般の報告をします。 

 ９月定例会招集日以降における議会行事及び各報告事項につきましては、お手元に配

付のとおりであります。 

 １１月２５日の議員派遣につきましては、緊急を要したため、津和野町議会会議規則

第１２８条の規定により、議長において決定しましたので報告します。 

 益田地区広域市町村圏事務組合、鹿足郡事務組合、鹿足郡不燃物処理組合及び鹿足郡

養護老人ホーム組合の各議会報告に関する書類のほか、議会が採択した請願処理の報告、

令和４年９月以降の例月出納検査結果報告及び令和４年度財政援助団体等監査報告に

つきましては、お手元に配付のとおりであります。 

なお、関係書類については事務局に保管してありますので、必要の向きは御覧くださ

い。 



 また、本日までに受理した請願につきましては、お手元にお配りした請願文書表のと

おり、所管の常任委員会に付託しましたので報告をします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１１７号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第４、議案第１１７号令和３年災第２０８７号町道北斗

台線道路災害復旧工事請負変更契約の締結についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さん、おはようございます。 

 本日は、１２月定例議会の招集をお願いいたしましたところ、御出席を賜りましてあ

りがとうございます。 

 今定例会に提案いたします案件は、契約案件１件、条例案件８件、一般会計をはじめ、

各会計補正予算案件７件の合計１６案件でございます。 

 いずれも重要な案件でございますので、慎重審議を賜りそれぞれ可決賜りますようお

願い申し上げます。 

 議案第１１７号でございますが、令和３年災第２０８７号町道北斗台線道路災害復旧

工事請負変更契約の締結について、議案の議決を求めるものでございます。詳細につき

ましては、担当課長から説明を申し上げます。 

○議長（草田 吉丸君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  それでは、議案第１１７号令和３年災第２０８７号町道

北斗台線道路災害復旧工事請負変更契約の締結につきまして、御説明いたします。 

 工事名につきましては、令和３年災第２０８７号町道北斗台線道路災害復旧工事でご

ざいます。 

 契約の方法は、随意契約です。 

 契約の工期は、変更前完成期日、令和４年１２月３１日、変更後完成期日、令和５年

３月３１日でございます。 

 契約の相手方、住所、島根県鹿足郡津和野町瀧元５８番地１、氏名、株式会社日成建

設、代表取締役、坂崎和義。 

 裏面に資料といたしまして、工事請負変更仮契約書の写しを添付しておりますので、

御確認ください。 

 続きまして、当初契約及び変更の概要につきまして御説明いたします。 

 参考資料の１を御覧ください。 

 この請負契約は、令和４年５月３１日に仮契約を締結いたしまして、６月１５日に議

会の議決をいただいておるものでございます。変更内容につきましては、完成期日を令

和４年１２月３１日から、令和５年３月３１日とする工期の延長となります。 

 変更理由につきましては、当初契約の時点で御説明させていただきましたとおり、中

国電力、ＮＴＴ等３社のケーブル及び電柱の使用物件移転後に工事を着手する予定でお



りましたが、これら３社と工事施工業者間における工程調整の協議、また実際の移転工

事につきまして不測の日数を要したことにより、工期延長をさせていただくものであり

ます。 

 参考資料２といたしまして図面を添付しておりますが、これは当初契約時にお示しい

たしました図面と同じ内容であります。 

 なお、本件は、津和野町議会の議会に付すべき契約及び財産の取得及び処分に関する

条例第２条において規定されております予定価格５,０００万円以上の工事に該当する

案件であることから、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１１８号 

日程第６．議案第１１９号 

日程第７．議案第１２０号 

日程第８．議案第１２１号 

日程第９．議案第１２２号 

日程第１０．議案第１２３号 

日程第１１．議案第１２４号 

日程第１２．議案第１２５号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第５、議案第１１８号地方公務員法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてより、日程第１２、議案

第１２５号津和野町放課後児童クラブ設置及び管理運営に関する条例の一部改正に

ついてまで、以上８案件につきましては、会議規則第３７条の規定により一括議題と

します。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１１８号でございますが、地方公務員法の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議会

の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し

上げます。 

 議案第１１９号でございますが、職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、

議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申

し上げます。 

 議案第１２０号でございますが、津和野町こども家庭センター設置条例の制定につい

て、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明

を申し上げます。 



 議案第１２１号でございますが、津和野町特別職の職員の諸給与条例の一部改正につ

いて、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説

明を申し上げます。 

 議案第１２２号でございますが、津和野町職員の給与に関する条例の一部改正につい

て、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明

を申し上げます。 

 議案第１２３号でございますが、津和野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部改正について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきまし

ては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第１２４号でございますが、津和野町定住促進条例の一部改正について、議会の

議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げ

ます。 

 議案第１２５号津和野町放課後児童クラブ設置及び管理運営に関する条例の一部改

正について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長か

ら御説明を申し上げます。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  それでは、議案第１１８号を御説明申し上げます。 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についてでございます。 

 国家公務員法等の一部改正に伴う地方公務員法等の改正により、職員の定年年齢の引

上げ並びに管理、監督職、勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の創設、その

他所要の規定を改正するため、提案させていただくものでございます。 

 この度の定年年齢の引上げに伴います地方公務員法の改正により、１１の地方条例に

つき関連しておりますので、それぞれ必要事項につき改正及び廃止等を行っております。 

 それでは、改正点につきまして、主なものを御説明申し上げますので、新旧対照表の

２ページをお開きください。 

 津和野町職員の定年等に関する条例の改正でございます。 

 １枚めくっていただきまして、第３条では定年の年齢を現行６０歳から６５歳に改正

しております。 

 関連しまして、少し飛びますけれども、８ページを御覧ください。 

 附則第２項に記載されていますが、定年に関する経過措置として、先ほど定年の年齢

を６５歳に改正すると御説明申し上げましたが、この規定の適用は、国家公務員の定年

が段階的に引上げられることに伴い、地方公務員も同様に定年を段階的に引上げていく

必要があることから、下段の表のとおり、現行の６０歳から６５歳まで、２年に１歳ず

つ段階的に引上げることになります。 

 戻っていただきまして、４ページをお開きください。 



 第３章の管理監督職勤務上限年齢制についてでございます。 

 この制度も、国家公務員に順じる制度でございまして、いわゆる役職定年制でござい

ます。 

 １枚めくっていただきまして、５ページの中ほど、第７条では、管理監督職務の上限

年齢を６０歳としています。したがいまして、今後は管理監督職であります課長、教育

次長、会計管理者、事務局長等の職員は、６０歳を迎えると、原則としてその翌年度に

は管理監督職以外の職に降任等をすることになります。 

 続きまして、７ページをお開きください。 

 第４章の定年前再任用短時間勤務制についてでございます。 

 この制度も国家公務員に順じる制度でございますが、第１２条では、年齢６０歳以降、

定年に達する前に常勤職員を退職した職員が定年に達するまでの間、短時間勤務の職と

して再任用することができることとしております。この改正で、来年度から新たに定年

前再任用短時間勤務制度が新設されることとなりますので、津和野町職員の再任用に関

する条例は廃止となります。 

 続きまして、新旧対照表の１３ページをお開きください。 

 今回の定年延長に伴います津和野町職員の給与に関する条例の改正についてでござ

います。 

 すみません、少し飛びますけれども、１８ページをお開きください。 

 ページの一番下の附則第７項では、当分の間、職員の給与月額は、役職定年後の６０

歳に達した日から最初の４月１日以降の当該職員に適用される給与月額に応じた額の

１００分の７０に乗じた額と定めております。 

 併せまして、１枚めくっていただきまして、１９ページをお開きください。 

 附則９項では、先ほど附則第７項の規定により、受ける給与月額に１００分の７０を

乗じた額が、移動日の前日に当該職員が受けていた給与月額に１００分の７０を乗じた

額に達しないこととなる職員につきましては、当分の間、その差額に相当する額を給料

として支給することとしております。 

 なお、この条例は令和５年４月１日から施行するものとし、附則第１２条の規定につ

きましては、交付の日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、１１９号を御説明申し上げます。 

 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定についてでございます。 

 この条例は、職員の定年引上げ等を踏まえ、高齢層職員の多様な働き方のニーズに対

応するための方策の一つとしまして、地方公務員法第２６条の３の規定に基づき、高齢

者部分休業の制度を導入することに伴い、必要な事項を定めるため、この条例を制定す

るものでございます。 



 第２条では、休業の承認の範囲を通常の勤務時間の２分の１を超えない範囲とするこ

とを定め、承認を申請することができる年齢を５５歳からとしております。 

 第３条では、給与について定められており、勤務しない時間については、給与額を減

額して支給することとしております。 

 なお、この条例は、令和５年４月１日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第１２０号津和野町こども家庭セン

ター設置条例の制定について御説明いたします。 

 本案は、児童福祉法の改正により、市町村においてこれまで設置してあった児童福祉

に係る子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの設立の意義や機能は

維持した上で、組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援

を行う機能を有する機関、いわゆるこども家庭センターの設置に努めることとされたた

め、新たに条例を定めるものであり、また、併せてこれまで定められていた町子育て世

代包括支援センターの設置条例を廃止するものであります。 

 議案を御覧ください。 

 第１条、目的及び設置として、町内全ての子どもや妊産婦、子育て世帯を対象に児童

福祉と母子保健の一体的支援を行うことを目的とし、津和野町こども家庭センターを設

置するとして。 

 第２条、名称及び事務所として、名称を津和野町こども家庭センター来る未とし、事

務所を健康福祉課内に置くこと。 

 第３条、事業として、１、こども家庭支援全般に関すること、２、支援の必要性のあ

る児童や妊産婦、子育て世帯への支援に関すること、３、保健指導、健康審査に関する

こと、４、要保護児童対策地域協議会調整機関の業務に関すること、５、担い手の確保

等地域資源の開拓に関すること、６、その他町長が必要と認めること。 

 第４条としまして、職員としてセンターにセンター長、統括支援員、こども家庭支援

員、保健師等を置くこと。 

 第５条、委任として、この条例に定めない必要な事項は、町長が別に定めることが記

載されています。 

 附則としまして、一つ、この条例は令和５年４月１日から施行すること。 

 二つ目としまして、津和野町子育て世代包括支援センター設置条例（平成３０年津和

野町条例第３２号）は廃止するとしています。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  それでは、議案第１２１号を御説明申し上げます。 

 津和野町特別職の職員の初給与条例の一部改正についてでございます。 



 これは、国の特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律に準拠して、

特別職であります町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合の改正を行うものでご

ざいます。 

 裏面の新旧対照表を御覧ください。 

 上段の令和４年１２月１日適用分としまして、令和４年１２月支給月の支給割合を１

００分の１６２.５から１００分の１６７.５へ改正するものでございます。 

 併せて、下段の令和５年４月１日施行分としまして、６月支給月及び１２月支給月の

支給割合をそれぞれ１００分の１６７.５から１００分の１６５に改正するものでござ

います。 

 なお、この条例は交付の日から施行し、第２条の規定は令和５年４月１日に、第１条

の規定は令和４年１２月１日からそれぞれ適用するものでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第１２２号を御説明申し上げます。 

 津和野町職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。 

 今回の一部改正につきましては、主には人事院勧告を受けまして、職員等に対して支

給いたします給料及び諸手当につきまして、所要の改正を行うものでございます。 

 給与表の改正につきましては、このたびの人事院勧告を踏まえた一般職の職員の給与

に関する法律等の一部を改正する法律に準拠して改正するものでございます。 

 なお、若年層を重点に平均して０.２３％の引上げとなります。 

 施行期日は、令和４年４月１日に遡って適用するものでございます。 

 新旧対照表の上側の１ページを御覧ください。 

 第１条関係の令和４年４月１日適用分としまして、勤勉手当については支給割合が改

正されております。 

 第２４条第１号の再任用職員以外の職員について、６月支給の割合は現行とおりでご

ざいますが、１２月期支給の割合を１００分の９５から１００分の１０５に改正され、

年間で０.１月分引上げるものでございます。このことにより、期末手当と合わせまし

て、現行の４.３月が４.４月となるものでございます。 

 また、第２号の再任用職員については、１２月期の割合を１００分の４５から１００

分の５０に改正されるものでございます。 

 新旧対照表、下段の次ページを御覧ください。 

 第２条関係の令和５年度以降としまして、第１０条では、このたびの人事院勧告に伴

う改正に併せまして、管理職手当の支給率の変更を行っております。現行の１００分の

８から１００分の１２に改正するものでございます。 

 第２４条では、勤勉手当の支給割合が改正されております。 



 第１号の再任用職員以外の職員については、６月期支給及び１２月支給の割合をそれ

ぞれ１００分の１００に、第２号の再任用職員については、６月期支給及び１２月支給

の割合をそれぞれ１００分の４７.５へ改正するものでございます。 

 この条例の第１条は、交付の日から施行し、令和４年４月１日から施行するものとし、

第２条は、令和５年４月１日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第１２３号を御説明申し上げます。 

 津和野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてで

ございます。 

 今回の一部改正につきましては、人事院勧告を受けまして、会計年度任用職員等に対

して支給いたします給与につきましての所要の改正を行うものでございます。 

 給与法の改正につきましては、このたびの人事院勧告を踏まえた一般職の職員の給与

に関する法律等の一部を改正する法律に準じて改正するものでございます。 

 この条例は交付の日から施行するものとし、令和４年４月１日から適用するものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  続きまして、議案第１２４号について御説

明いたします。 

 津和野町定住促進条例の一部を改正するものでございます。 

 議案をめくっていただきまして、新旧対照表を御覧ください。 

 改正内容としましては、定住促進策の中で、町内在住者への子育て支援及び津和野町

外への転出抑制策の一環として、第３条中に入学祝金を加えるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和５年７月１日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第１２５号津和野町放課後児童クラ

ブ設置及び管理運営に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 本案は、町内５か所の放課後児童クラブについて、これまで保護者からの要望が多く

あった開所時間の延長を行うため、本条例の改正が必要になったものであります。 

 １ページめくっていただき、新旧対照表を御覧ください。 

 第５条第１号において、通常時の平日解消時間をこれまでは「午後６時」までであっ

たものを「午後６時３０分」までとし、第２号において、土曜日長期休暇、学校の臨時

休業日の解消時間をこれまで「午前８時から午後６時まで」であったものを、「午前７

時３０分から午後６時３０分まで」とし、朝３０分、夕方３０分延長すること。 



 併せまして、第１０条におきまして、誤字訂正により「前条」を「第８条」に改める

ものであります。 

 附則としまして、この条例は令和５年４月１日から施行するものであります。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１２６号 

日程第１４．議案第１２７号 

日程第１５．議案第１２８号 

日程第１６．議案第１２９号 

日程第１７．議案第１３０号 

日程第１８．議案第１３１号 

日程第１９．議案第１３２号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１３、議案第１２６号令和４年度津和野町一般会計補

正予算（第７号）より、日程第１９、議案第１３２号令和４年度津和野町水道事業会

計補正予算（第３号）まで、以上７案件につきましては、会議規則第３７条の規定に

より一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１２６号令和４年度津和野町一般会計補正

予算（第７号）についてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億６２８

万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を９５億４,８５０万５,０００円とする

ものでございます。詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１２７号令和４年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

てでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ８万９,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を１１億２,２２７万６,０００円とするものでございます。詳細につきま

しては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１２８号令和４年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてで

ございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ９２３万８,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１４億９７５万１,０００円とするものでございます。詳細につきまし

ては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１２９号令和４年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いてでございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５２万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を３億２,７１１万２,０００円とするものでございます。詳細につき

ましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１３０号令和４年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３万７,０００円を減額し、歳入歳出



予算の総額を３億７,１０６万６,０００円とするものでございます。詳細につきまして

は、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第１３１号令和４年度津和野町病院事業会計補正予算（第１号）についてでござ

いますが、収益的収入を１,２４１万５,０００円追加し、収益的収入予算総額７億９,

５４３万８,０００円、収益的支出を４１万４,０００円減額し、収益的支出予算総額７

億８,２６０万９,０００円にするものでございます。詳細につきましては、担当課長か

ら御説明を申し上げます。 

 議案第１３２号令和４年度津和野町水道事業会計補正予算（第３号）についてでござ

います。収益的収入を１,４４１万３,０００円追加し、収益的収入予算総額３億９,７

７７万２,０００円、収益的支出を６７１万８,０００円追加し、収益的支出予算総額３

億４,２９８万２,０００円にするものでございます。詳細につきましては、担当課長か

ら御説明を申し上げます。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  それでは、議案第１２６号を御説明申し上げます。 

 まず、一時借入金の補正についてでございます。 

 資金不足見込みから一時借入金の最高額に２億３,０００万円を追加し、最高額を１

１億７,０００万円から１４億円にするものでございます。 

 続いて、５ページをお開きください。 

 第２表、地方債、追加及び変更についてでございます。 

 総額で４,３８０万円の増額補正をしております。詳細につきましては、事項別明細

書の中で御説明申し上げます。 

 それでは、歳出の主なものから御説明申し上げますので、２４ページをお開きくださ

い。 

 また、お手元に補正予算の概要資料を御用意しておりますので、併せて御参照いただ

いたらというふうに思います。 

 全体を通しまして、人件費関連費目につきましては、特別職及び一般職並びに会計年

度任用職員の給与条例等の改正や年度中に変更が生じた諸手当によるものなどを計上

しております。 

 歳出の主なものとしまして、総務費では財産管理費の委託料として、地方財政状況調

査表の新規調査票に対応するためのシステム改修業務委託料１０２万３,０００円を計

上しております。 

 １枚めくっていただきまして、企画費のふるさとづくり寄附事業の需要費として、ふ

るさと納税の増額に伴う返礼品等の消耗品費４１９万６,０００円、役務費の手数料と

して、ふるさと納税に伴うポータルサイト手数料１６５万円を増額しております。 



 １枚めくっていただきまして、住民協働推進事業費の負担金補助及び交付金として、

老朽空き家等除却件数の増加に伴う老朽空き家除却支援事業補助金６００万円を増額

しております。 

 １枚めくっていただきまして、道の駅管理費の委託料として、負担金補助及び交付金

からの組替え分として１５４万３,０００円を計上しております。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生推進事業費の健康福祉課分の負担金補助及

び交付金として、養護老人ホーム内で予定していました電気温水器等の工事が中止にな

ったことに伴い、養護老人ホーム負担金４２８万８,０００円減額しております。また、

商工観光課分の役務費として、航空機シートモニターの広告料１６５万円を新たに計上

しております。 

 続きまして、３８ページを御覧ください。 

 民生費では、社会福祉総務費の負担金補助及び交付金としまして、津和野町デイサー

ビスセンター浴室整備に伴う補助金２４７万５,０００円、また、津和野町福祉センタ

ー下水道接続及び雨どい整備工事に伴う補助金５０２万円をそれぞれ新たに計上して

おります。 

 １枚めくっていただきまして、老人福祉費の負担金補助及び交付金としまして、介護

サービス事業所の廃止に伴い、養護老人ホーム負担金８０２万９,０００円増額してお

ります。 

 １枚めくっていただきまして、児童福祉総務費の委託料として、給付等の管理の効率

化に伴うシステム委託料２２８万円を新たに計上、負担金補助及び交付金として、日原

保育園等の施設型給付費の増額に伴い、施設型給付費等負担金２,２７８万８,０００円

増額しております。 

 １枚めくっていただきまして、出産・子育て応援交付金事業の負担金補助及び交付金

としまして、今年度新たに妊娠、出産等の経済的支援に伴い、特別給付金４２０万円新

たに計上しております。 

 続きまして、５０ページをお開きください。 

 医療対策費の積立金として、地域医療推進基金への積立金として１,０００万円増額

しております。 

 財源としましては、過疎債を充当することとしております。 

 続きまして、５８ページをお開きください。 

 農林水産業費では、農地費の負担金補助及び交付金として、中山・長福地区及び堤田

地区の区画整理に伴う県営農業競争力基盤整備事業負担金６８２万５,０００円増額、

同じく、中山・長福地区及び堤田地区の暗渠排水事業に伴う県営農地耕作条件改善事業

負担金３１５万円を減額しております。 

 財源としまして、過疎債を２５０万円減額、辺地債を４６０万円増額、併せて地方債

２１０万円を充当することとしております。 



 中山間地域等直接支払制度事業費の負担金補助及び交付金としまして、額の確定に伴

い１１８万１,０００円増額しております。 

 続きまして、６４ページをお開きください。 

 林業振興費の負担金補助及び交付金としまして、今年度実績が見込めないことから、

津和野型森林作業道開設事業補助金１５０万円減額しております。 

 続きまして、７４ページをお開きください。 

 土木費では、土木総務費の委託料として、町道砥石線及び町道福谷線の登記事務委託

料として１４３万円計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、地籍調査事業費の委託料として、相撲ケ原Ⅷほか７地

区の測量業務委託料２１４万８,０００円増額、また、実施地区の変更に伴い一筆地調

査委託料３６５万６,０００円減額しております。 

 １枚めくっていただきまして、道路維持費の委託料として、町内の町道等維持修繕及

び舗装修繕に伴う道路維持業務委託料８４４万５,０００円増額、また、鷺舞モニュメ

ント広場施設の修繕の委託料としまして１９８万円新たに計上、工事請負費としまして、

町道木曽野向線舗装工事費９１０万７,０００円を新たに計上しております。 

 財源としましては、合併特例債８６０万円充当することとしております。 

 道路長寿命化対策事業費の委託料として、点検業務の実績見込みに伴い、道路橋梁点

検業務委託料５５２万１,０００円減額、また、新たに対策が必要となった橋梁の設計

業務としまして、長寿命化対策設計業務委託料７５４万５,０００円増額、工事請負費

としまして、長寿命化対策工事費の実績見込みとして２０２万４,０００円減額をして

おります。 

 １枚めくっていただきまして、河川環境整備費の工事請負費として嘉年坂川河川修繕

事業及び町管理河川であります西迫川の河床掘削工事等９７２万２,０００円計上して

おります。 

 財源としましては、緊急自然災害防止事業債５００万円、緊急浚渫推進事業債５００

万円を充当することとしております。 

 続きまして、８６ページをお開きください。 

 消防費では、非常備消防費の報酬費として、消防団員６名分の退職報酬金２４４万９,

０００円を増額しております。広域市町村圏事務組合消防費の負担金補助及び交付金で

は、構成市町村負担金の増額補正に伴い１１６万３,０００円増額しております。 

 続きまして、９０ページをお開きください。 

 教育費では、教育諸費の委託料として、学校給食センター建設工事に伴う設計監理業

務委託料１３０万６,０００円計上しております。 

 財源として、過疎債１３０万円充当することとしております。 



 工事請負費として、木部小学校の資材倉庫の立替費用２４０万円新たに計上、備品購

入費として町内４校に新たに特別支援学級が新設整備されることに伴う備品購入費４

５０万１,０００円新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、小学校費学校管理費の事務局学校管理費の修繕料とし

まして、津和野小学校遊具の修繕ほか、１３２万８,０００円を増額しております。 

 続きまして、１０４ページをお開きください。 

 安野光雅美術館の消耗品費として、グッズの売上増に伴う美術館商品購入費等として

２９４万５,０００円増額、備品購入費としまして、先般入札しましたプラネタリウム

機器購入に伴う入札差金として１９８万円減額しております。 

 財源としましては、過疎債の充当２００万円減額しております。 

 続きまして、１１６ページをお開きください。 

 災害復旧費では、農林水産施設災害復旧費の過年林道災害復旧費の工事請負費として、

林道耕田内美線及び笹山山入線の災害復旧工事費の増に伴う３２４万３,０００円増額

しています。 

 財源としましては、災害復旧債３０万円を充当することとしております。 

 １枚めくっていただきまして、公共土木施設災害復旧費の現年公共土木施設災害復旧

費として、町道椛井谷線災害復旧工事費４４２万円を新たに計上しております。 

 財源として、公共土木災害復旧債２３０万円を充当することとしております。 

 過年公共土木災害復旧費の工事請負費として町道野中線を含め５路線６か所分の災

害復旧工事費１,０８８万１,０００円を新たに計上しております。 

 財源としましては、公共土木災害復旧債１,０９０万円を充当することとしておりま

す。 

 それでは、歳入を御説明申し上げますので、１０ページにお戻りください。 

 地方交付税では、普通交付税１億４００万円を計上しております。 

 分担金及び負担金では、農林水産業費分担金として、中山・長福区及び堤田地区の区

画整理に伴い、県営農業競争力基盤整備事業分担金２９２万５,０００円を増額、新た

に中山・長福区及び堤田地区の暗渠排水事業に伴い、県営農地耕作条件改善事業分担金

１３５万円を減額しております。 

 使用料及び手数料では、使用料の教育使用料としまして、実績見込みに伴い森鴎外記

念館使用料１１６万２,０００円、また、安野光雅美術館使用料１３２万８,０００円をそ

れぞれ増額しております。 

 １枚めくっていただきまして、国庫支出金では国庫負担金の民生費国庫負担金としま

して、日原保育園等の施設型給付費等負担金の増額に伴い、子どものための教育・保育

給付費負担金１,４９８万９,０００円を増額しております。 

 災害復旧費国庫負担金として、現年公共土木施設災害復旧費負担金２９４万８,００

０円を増額しております。 



 国庫補助金の総務費国庫補助金としまして、老朽空き家除却支援事業補助金の増額に

伴い、空き家対策総合支援事業費補助金３００万円増額しております。 

 民生費国庫補助金として、今年度から国事業として新たに妊娠・出産等の経済的支援

策に伴い、出産・子育て応援交付金国庫補助金としまして、２９４万３,０００円新た

に計上しております。 

 県の支出金では、県負担金の民生費県負担金としまして、１枚めくっていただきまし

て、日原保育園等の施設型給付費等負担金の増額に伴い、子どものための教育・保育給

付費負担金１１６万円を増額しております。 

 同じ県負担金の総務費県補助金としまして、社会保障・税番号制度システム整備費の

県補助金の交付の減額に伴い２０９万６,０００円の減額、老朽空き家支援事業費補助

金の増額に伴い、島根県老朽空き家支援事業費補助金１５０万円を増額しております。 

 災害復旧費補助金としまして、林道災害復旧工事費の増額に伴い、災害復旧費補助金

２８６万９,０００円を増額しております。 

 財産収入では、財産売払収入の物品売払収入としまして、実績見込みに伴い安野光雅

美術館ミュージアムグッズ売払収入５９５万１,０００円を増額しております。 

 １枚めくっていただきまして、寄付金の総務費寄付金としまして、ふるさと納税の実

績見込みに伴い５００万円を増額しております。 

 繰入金では、基金繰入金のふるさと津和野基金繰入金としまして、ふるさと津和野寄

付事業費の返礼品調達等の増額に伴い、６１５万円計上しております。 

 町債では、衛生債の過疎対策事業債では、医師確保対策事業等に伴い過疎地域自立促

進特別事業として１,０００万円増額しております。 

 農林業債の返地対策事業債としまして、中山・長福地区の区画整理及び暗渠排水事業

の増額に伴い、農林漁業経営近代化施設整備事業４６０万円を増額、過疎対策事業債と

しまして堤田地区の区画整理及び暗渠排水事業の減額に伴い、農林漁業経営近代化施設

整備事業２５０万円を減額しております。 

 土木債の一般単独事業債としまして、町道木曽野向線舗装工事に伴い合併特例８６０

万円を新たに計上しております。 

 １枚めくっていただきまして、緊急自然災害防止事業債としまして、嘉年坂川河川修

繕に伴い５００万円を新たに計上、また緊急浚渫推進事業債としまして、西迫川河床掘

削工事に伴い５００万円を新たに計上しております。 

 災害復旧債の公共土木災害復旧債としまして、現年公共土木施設補助災害及び単独災

害、また過年公共土木施設単独災害復旧事業費の増額に伴い１,３２０万円増額してお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 



○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第１２７号令和４年度津和野町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）について御説明いたします。 

 歳出より説明いたしますので、１０ページを御覧ください。 

 総務費の一般管理費給料１万３,０００円増、職員手当等７万２,０００円増、共済費

２０万４,０００円減は、職員の給与条例の改正によるものであります。 

 ２ページめくっていただきまして、１４ページ。 

 保健事業費の特定健康診査等事業費１,０００円増は、特定健診時のタクシー借上料

の見込み増によるものであります。 

 続いて、歳入を御説明いたしますので、８ページを御覧ください。 

 県支出金の保健給付費等交付金６万８,０００円減は、保険者努力支援分の確定によ

るものです。 

 その下、一般会計繰入金の職員人件費１１万９,０００円減は、歳出の一般管理費で

説明した職員の給与条例の改正によるもの。財政安定化支援事業繰入金２４万１,００

０円増、地方単独医療カット分１４万３,０００円減は、ともに確定によるものであり

ます。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  それでは、議案第１２８号を御説明いたします。 

 令和４年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 １０ページの歳出を御覧ください。 

 総務管理費の一般管理費給料職員手当等共済費の合計１２万８,０００円の減額。 

 １ページめくっていただきまして、介護認定審査会費の認定調査費、給料職員手当等

共済費の合計５６万６,０００円の増額につきましては、それぞれ職員の給与条例等の

改正によるものでございます。 

 負担金補助及び交付金５万７,０００円の減額は、益田地区広域市町村圏事務局への

負担金変更に伴うものでございます。 

 １４ページを御覧ください。 

 介護サービス等諸費の居宅介護サービス給付費でございます。 

 負担金補助及び交付金３,０００万円の増額につきましては、サービス給付費に係る

実績見込みによるものでございます。 

 １６ページを御覧ください。 

 包括的支援事業・任意事業費の包括的・継続的ケアマネージメント事業費でございま

す。 

 給料・職員手当等共済費の合計１６万８,０００円の増額は、職員の給与条例等の改

正によるものでございます。 

 任意事業費の報酬費につきましては、講師謝金として３万円を増額しております。 



 負担金補助及び交付金につきましては、成年後見制度利用支援事業助成金として１４

１万６,０００円を増額しております。 

 戻りまして、８ページの歳入を御覧ください。 

 国庫負担金の介護給付費負担金１３万８,０００円の増額及び県負担金の介護給付費

負担金３３５万５,０００円の増額は、それぞれ交付決定によるものでございます。 

 他会計繰入金の一般会計繰入金５７４万５,０００円の増額は、歳出で説明いたしま

した事業費の増額等によるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、次に、議案第１２９号令和４年度津和野

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので、１０ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療広域連合納付金５２万６,０００円増は保険基盤安定負担金の確定に

よるものであります。 

 続いて、歳入を説明いたしますので、８ページを御覧ください。 

 保険基盤安定繰入金５２万６,０００円増は確定によるものであります。 

 以上であります。 

○議長（草田 吉丸君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  それでは、議案第３０号を御説明いたします。 

 令和４年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第３号）でございます。 

 １０ページの歳出を御覧ください。 

 営業費の業務費でございます。給料、職員手当、共済費につきましては、職員の給与

条例の改正等に伴うもので、それぞれ８万７,０００円を減額しております。 

 役務費につきましては、通信運搬費を５万円増額しております。 

 戻りまして、８ページの歳入を御覧ください。 

 分担金及び負担金の下水道事業負担金の受益者負担金でございます。津和野地区４件、

日原地区３件の加入により、１１５万円の増額をしております。 

 一般会計繰入金でございますが、先ほど歳出で御説明いたしました業務費の減額と歳

入の負担金の雑入の増額により、合計１６９万４,０００円減額しております。 

 諸収入の雑入でございますが、令和３年度の消費税還付金確定により、５０万７,０

００円増額しております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  それでは、議案第１３１号を御説明いたします。 

 令和４年度津和野町病院事業会計補正予算（第１号）でございます。 

 １４ページの下段、収益的収入及び支出の支出を御覧ください。 



 病院事業費用、医療費用の給与費でございます。給料、職員手当、賞与引当金、繰入

額、法定福利費、退職組合負担金、合計４１万２,０００円の減額は、職員の給与条例

の改正等によるものでございます。 

 医療外費用の支払利息につきましては、企業債支払利息の確定に伴い８,０００円を

増額しております。 

 特別損失の過年度損益修正損につきましては、６月支給分の期末勤勉手当や支給額の

確定に伴い１万円を減額しております。 

 上段の収入を御覧ください。 

 収益的収入でございます。病院事業収益医療外収益の負担金交付金につきましては、

先ほど支出で御説明いたしました病院事業費用の減額に伴い４１万４,０００円を減額

しております。 

 特別利益の過年度損益修正益につきましては、令和４年２月、３月分の診療報酬等の

実績額が未収金計上額を上回った額及び令和３年度分補助金の追加交付の確定により、

合計で１,２８２万９,０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（野田 裕一君）  議案第１３２号を御説明いたします。 

 令和４年度津和野町水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

 ２ページ、企業債第４条を御覧ください。 

 上水道事業債でございます。１２０万円の増額をしております。詳しくは、後ほど資

本的収入及び支出で御説明いたします。 

 １４ページの収益的収入及び支出を御覧ください。 

 下段、収益的支出でございます。営業費用の原水及び浄水費でございます。 

 人件費でございますが、給料、手当、賞与等引当金繰入額、法定福利費につきまして

は、職員の給与条例の改正等に伴うもので、合計３万７,０００円を減額しております。 

 光熱水費でございますが、物価高騰により、水道施設電気代９８万６,０００円を増

額しております。 

 委託料につきましては、戸谷水源池立木伐採委託料として７万２,０００円を増額し

ております。 

 修繕費につきまして、瀬戸浄水場紫外線処理装置修繕等２１２万３,０００円を増額

しております。 

 続きまして、配水及び給水費でございます。人件費でございますが、給料、手当、賞

与等引当金繰入額、法定福利費につきましては、職員の給与条例の改正等に伴うもので、

合計２９万８,０００円を増額しております。 

 備消品費につきましては、２０万円増額しております。 



 光熱水費につきましては、物価高騰により水道施設電気代３５万円を増額しておりま

す。 

 通信運搬費につきましては、施設電話代１万６,０００円を増額しております。 

 次ページを御覧ください。 

 修繕費につきましては、枕瀬地区、渓村、瀧元、池村地区の漏水修繕等として、合計

１２８万２,０００円を増額しております。 

 工事請負費につきまして、県道須川谷日原線送水管支障移転補償費、町道日原青原線

２号道路災害復旧に係る排水管支障移転工事により合計１０５万６,０００円を増額し

ております。 

 続きまして、総係費でございます。人件費でございますが、手当、賞与等引当金繰入

額、法定福利費、退職手当組合負担金につきましては、職員の給料条例の改正等に伴う

もので、合計２２万円増額しております。 

 報酬、旅費につきましては、水道審議会の会議２回分、合計１４万３,０００円増額

しております。 

 特別損失の過年度損益修正損でございますが、過年度分漏水還付金として９,０００円増

額しております。 

 １４ページに戻りまして、上段、収益的収入でございます。営業収益のその他営業収

益の分担金につきましては、新築アパート建築により８件分２６万４,０００円を増額

しております。 

 営業外収益のその他営業外収益の他会計補助金でございます。 

 一般会計補助金につきましては、先ほど支出で御説明いたしました営業費用の増額に

伴い、５３６万３,０００円を増額しております。 

 雑収益のその他雑収益につきましては、先ほど支出で御説明いたしました支障移転工

事に伴い、１０９万１,０００円を増額しております。 

 消費税及び地方消費税還付金につきましては、令和３年度の消費税還付金確定により

７６９万５,０００円を増額しております。 

 １８ページの資本的収入及び支出を御覧ください。 

 資本的支出でございます。建設改良費の水道施設整備費でございます。委託料でござ

いますが、事業費組替えにより４８７万円を計上しております。 

 工事請負費につきましては、事業費組替えと工事完了清算により３６３万８,０００円を

減額しております。 

 資本的収入でございます。企業債につきましては、後田高岡通配水管改良工事分とし

て１２０万円を増額しております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 なお、本日までに受理した要請書等は既に配付のとおりであります。 



────────────・────・──────────── 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これにて散会とします。 

午前 10時 05分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（草田 吉丸君）  おはようございます。引き続いてお出かけをいただきまして

ありがとうございます。 

 ただいまから２日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 



────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、６番、沖田守議員、７番、御

手洗剛議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２、一般質問。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 発言順序１、２番、大江梨議員。 

○議員（２番 大江  梨君）  おはようございます。２番、大江です。通告に従いま

して質問をさせていただきます。 

 １点目、高齢者が入居する特定施設についてということで質問をさせていただきます。 

 高齢者の暮らしをサポートするサービスですとか環境を提供する介護施設、老人ホー

ムというのは様々なタイプがありまして、私も今回質問するに当たっていろいろ調べる

と本当にいろんな種類があってなかなか理解が自分の中で整理も含めて追いつかない

なというくらいいろんなタイプがあるんですけれども、今回ちょっと特定施設というも

のを取り上げて質問をさせていただきます。 

 特定施設というものには、有料の老人ホームですとかケアハウス、サービスつき高齢

者住宅などが該当するんですけれども、要介護１の方、介護度の低い方から入所するこ

とができるというのが特徴だと思います。ですけれども、この津和野町には特定施設に

該当する施設がないですので、もし施設に入りたいと、介護を受けたいということを望

んだ場合は要介護３以上でないと入れる施設がないという状況です。 

 そういう状況ですので、令和４年度において津和野町外の特定施設に入居されている

方というのが月平均で３１名おられるというふうに聞きまして、その数というのは年々

増加をしているというふうに聞きました。 

 施設のない津和野町では、こういった介護度の低い方が在宅で暮らせるように、施設

はないけれども地域包括ケアシステムというのをこう充実させることで少し支援が必

要になった方も地域の中で暮らしていけるようにということを一生懸命取り組んでお

られると思います。実際に、私の周りにもちょっと支援が必要な方なんかが一人暮らし

されているおうちというのはたくさんありますし、そういった方は行政の方のきめ細か

い対応だったりとか地域の方のつながりとか支援の中で在宅で生活できるという方も

たくさんおられると思うんですけれども、ただこう入居者の方が年々増加しているとい

う状況を見ると、施設に入りたいというニーズがこう一定数やっぱりあるというのが明

らかなのかなというふうに感じました。 



 やっぱりその施設に入るというのは、御本人の方の意向だけでは多分ないと思うんで

すね。御本人の方は在宅で生活したいという方が多いのかもしれないので、御家族の方、

周りの方の意向というのが強い場合も多いと思うんですけれども、御家族の方の意向が

強い場合はその御家族の方、益田に御家族がおられれば益田に、大阪におられれば大阪

にというような形で御家族の居住地の施設に入られるというケースも多いのかなとい

うふうに思います。 

 できれば、やっぱりこう住み慣れた津和野で最後まで暮らしていただけるというのが

理想かなというふうには思うんですけれども、そのためにはもちろん在宅での今の支援

体制というのは必要ですし、施設の必要性というのも高まっているのかなというふうに

思っています。 

 また、この地域外、津和野町外に入居されるという方は経済的な面においてもちょっ

と課題だというふうに聞きまして、特定施設に入居される場合は住所地特例制度という

のがあるそうで、その入居者の方の住所というのはその施設に移すんだけれども入居先

で発生する介護サービスの給付費というのは津和野町が負担をすることになるという、

そういう取決めだということで、その金額も令和４年度は月平均４５０万円ほどになっ

ているということで多くの金額が他市町のほうに流れ出ることになっていると、そのよ

うな現状も聞きました。 

 それで、このたびお伺いしたいのは津和野町においてそういった特定施設というのを

今後設置するお考えがおありかどうかということをお伺いしたいと思います。お願いし

ます。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆様、おはようございます。本日から一般質問でございます。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、２番、大江議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 高齢者が入居する特定施設についてでございます。 

 特定施設とは、厚生労働省が決めた介護保険法の基準を満たすものとして都道府県や

市区町村に届け出て事業指定を受けた介護施設です。特別養護老人ホームや介護老人保

健施設のような施設系サービスとは違い、居宅系サービスに位置づけられたものであり、

有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホームがこれに該当し、サービス付き高齢

者住宅もこの特定施設に含まれます。 

 津和野町にはこの特定施設に該当する施設はございませんが、近年、近隣の益田市や

山口市で特定施設が増えたこともあり、当町の被保険者の方が入居する事例が増えてき

ております。 

 特別養護老人ホームについては本町に２施設ございますが、原則として要介護３以上

の要介護認定を受けていることが入所の条件となっており、要介護１から２の中程度の

要介護度の方で独居等で在宅生活が難しくなった方が当町で入所可能な施設がないた



め、家族の方の居住地にある特定施設に入居されるという事例が多いものと考えており

ます。 

 特定施設のうち、養護老人ホームは益田市と吉賀町にそれぞれございますが、低所得

者であることや在宅生活が困難であるなど、入所判定において一定の要件を満たす必要

があります。また、有料老人ホームは入居に係る費用が高額となることから、比較的高

所得の方でないと入居が難しい状況が見られます。そうした中で、サービス付き高齢者

住宅は比較的入居しやすい施設ということで一定数のニーズがあるものと考えます。 

 しかしながら、本町における介護事業所の現状を考えますと、各事業所とも慢性的な

介護人材不足や介護従事者の高齢化の問題を抱えており、町人口の減少もあって経営的

に厳しい状況が続いております。既存の介護サービスをどのように活用し、維持してい

くか、経営を安定化させるためのダウンサイジングも検討していく必要があるなど、介

護現場を取り巻く環境が厳しい中、新たな施設を設置することは、経営面から見ても現

実的ではないと考えます。介護保険行政も厳しさが増す中で、将来的な益田圏域での介

護保険業務の広域化も見据え、まずは圏域内で医療・介護の提供体制が完結できるシス

テムの構築を検討する必要があると考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  大江議員。 

○議員（２番 大江  梨君）  私も、以前から介護施設の人材不足というのをいろん

なところで声を聞いていますので、なかなか現在のサービスを維持していくというのも

厳しいという状況があるのは津和野町だけではなくて全国的にあるんだろうなという

ことは思いますし、町の人口の減少があって新しい施設が現実的ではないということも

おっしゃるとおりだなというふうに思うんですけれども、お答えの中であった益田圏域

の広域化の話なんですけれども、圏域での医療・介護の提供ができるシステムというの

は具体的に何か今後見えているものがもしあれば少しお伺いしたいのですが、いかがで

しょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  益田圏域での広域化の問題でございますけども、県

のほうとすれば益田圏域、益田市、吉賀町、津和野町、この１市２町につきましては一

元化を目指しているというところで御説明を受けております。 

 しかしながら、どうしてもまだ介護保険料の問題とか、また施設の問題とか様々な問

題がございまして、一概にその圏域で一元化をしようというところまではまだ合意はし

ておりません。ですが、将来的なことを考えますと、どうしてもこの益田圏域というと

ころでは一元化をしなければならないことが切羽詰まっているというか、近づいている

なというところではございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  大江議員。 



○議員（２番 大江  梨君）  広域化はまだもう少し先の話というような形なのかな

と思うんですけれども、今現在津和野町内の福祉施設の統合ですとか再編の関係で、以

前コンサルの方が入っていただいてそういう計画をされているというようなお話も聞

いていまして。 

 これは素人考えですけれども、それは回答の中にもあった既存の介護サービスのダウ

ンサイジングだとかそういったことも考えていかれるということなのかなと思うんで

すけれども、そういった再編計画の中でこういう特定施設というかですね、介護度の低

い方から入所できるような機能を持たせることもそういった中で考えていけないのか

なというふうに思うんですけれども。 

 今現在その再編計画というのは、これからなのかもしれないですけれども、どのよう

な状況でしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  議員の御質問にございました津和野町内の介護サー

ビス事業所の統廃合の関係だと思いますけども、現在コンサルのほうに委託を出してお

りまして、津和野町の将来像というものを見定めるような形にしております。 

 先般、中間報告がございまして、その中であったことにつきましては、やはり津和野

町内の人口減少とか要介護認定者の減少というところを見ると、将来的には統廃合とい

うところを見据えた中で考えていかなければいけないという回答は得ております。 

 ただ、まだ完璧なものができておりませんので、来年２月末が提出の締切りとなって

おりますので、その頃には出来上がると思いますので、３月の頃には議員の皆様方のほ

うに御提出できるのかないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  大江議員。 

○議員（２番 大江  梨君）  ありがとうございます。なかなか現実的には厳しいと

いうことはよく分かりますので。ですけれども、またそういった介護度の低い方に対し

てどういった施策が取れるのかということを引き続き、検討していただければと思いま

す。 

 では、２点目の質問に移りたいと思います。 

 ２点目の質問は、高齢者の入居を中心とするシェアハウスということなんですけれど

も、１点目で質問させていただいた特定施設の入居者、年々増えているということだっ

たんですが、どのぐらい増えているのか聞きましたところ、平成３１年は月平均１３人

であったところが、令和４年度には月平均３１名になっているということで、このまま

こう人数が、こういった施設に入る方が増えていけば、介護保険料の引上げにつながっ

ていく可能性も大きいというようなお話を聞きました。 

 ですので、基本的にはこういった施設を利用しないでも、要介護度の状態にしないで

もやっぱり暮らしていくということが必要になってくるというふうに思っています。そ



んな中で、住民の方からそういう介護状態にしないための手段としてシェアハウスとい

うものの提案を頂きました。このシェアハウスの提案については、以前から私も少し聞

いていたんですけれども、１１月私達で行いました議会の広聴会にも提案者の方が来て

いただいて、御自身のアイデアを一生懸命説明をしてくださいました。 

 改めて、ここで少し提案者の方の内容を説明させていただくと、シェアハウスという

のは複数人で１戸建てを共有して住む形ですとか、共用部分がある、リビングとかキッ

チンは共有でそれぞれの個室があるというアパート型というんですかね、集合住宅に住

む住居スタイル、２種類大きくあるのかなと思うんですけれども、そのスタイルは特に

どちらでもいいんですけれども、この方の提案というのは前提として高齢者の入居を中

心とするシェアハウスなんだけれども介護保険は使わない施設ということが前提にな

っているということが提案の特徴だなというふうに思いました。 

 人と交流をする、シェアハウスに入っている人同士交流をするということで、一人暮

らしよりも介護予防につながるということであったりですとか、多少その生活の中で少

し支援が必要になってきたとしても入居者同士がこう助け合って暮らすということで、

できるだけ介護保険を使わずに老後の生活を送る時間を長くできるというのが提案頂

いたシェアハウスの大きな目的だったと思います。 

 これは私の感想なんですけど、提案いただいた方は恐らく８０代じゃないかと思うん

ですけど、私はこういう提案を聞くまで高齢者の方があまり他人と一緒に暮らしたいと

思っているとは思っていなくて、そういう方も当然いらっしゃるとは思うんですけれど

も、そういうふうに感じる、他人と一緒に暮らしても助け合って一緒に暮らしていくこ

とで楽しく暮らしたいという方もおられるんだなということが意外だったのと、あと高

齢者の方がすぐにこう介護保険に頼るというのではなくて、自分達自身も介護保険料が

上がらないように頑張っていくことが必要だというふうなお話をしてくださって、そう

いう視点があるんだなということに非常に印象を受けています。 

 それとあわせて、当然こう介護を必要としておられる方には利用控えとか我慢するこ

となくしっかり使ってほしい、そのために使わなくていい人にはできるだけ使わないで

いい期間を長くしたいというようなそんな思いを伝えていただいたことが私としては

非常に印象的でした。 

 非常にいい提案だなというふうに思いましたので、こういうものを介護予防施策であ

るとか高齢者の住まいの対策として今後検討できないでしょうかというのが２番目の

質問です。お願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、高齢者の入居を中心とするシェアハウスについて

お答えをさせていただきます。 



 議員の御指摘のとおり、シェアハウスについては、高齢者の方が住み慣れた地域で住

み慣れた家で、最後まで自分らしく住み続けられるまちづくりを目指す中で、課題とさ

れる高齢者の住まいについて、課題解決のための一つの方策であると考えております。 

 町内には多くの空き家が点在しており、この空き家を有効活用し、高齢者同士が支え

合いながら、できるだけ介護保険の施設入所サービスを使わずに過ごせる住まいを提供

することは町の定住対策にもつながり、地域包括ケアシステムの推進に有効であると考

えております。 

 しかしながら、シェアハウスは、介護保険サービスには含まれていないことから、そ

の整備についてどのような形で進めていくかの検討が必要となります。現在、地域支援

事業の中で、医療従事者住宅を利用したシェアハウスの実証的な試みを行っており、シ

ェアへ参加された方からは様々な御意見を伺っております。 

 今後、新たにお泊りサロン事業として、シェアハウスを実際に住民の方に体験してい

ただき、そこから見えてくる課題点の洗い出しや解決策、方向性について他課を交えた

合同会議の場で検討してまいります。 

○議長（草田 吉丸君）  大江議員。 

○議員（２番 大江  梨君）  今御回答いただいたのは、介護予防の施策として総合

地域支援事業の中でということを御回答いただいたんですけれども、１点、建設課長に

もちょっと御意見お伺いをしてみたいなと思うのが、今回質問するに当たって公営のそ

ういったシェアハウスってどんなものがあるのかなというのを少し調べてみたんです

けれども、公営住宅を活用したシェアハウスというのが結構、インターネットで調べる

限りですけれども、出てきまして。 

 例えば、シングルマザーの方を対象にしたシェアハウスであるとか高齢者の方を対象

にしたシェアハウスというのも調べると出てきまして、例えば名古屋市なんかでは公営

住宅を改装して３人が一つの家というんですかね、個室があって共有スペースがあって

というもので住めるというような、そういう公営住宅も募集しておられて、ＮＰＯ法人

の方が見守りのサービスと、どうしても他人同士住むということで、ちょっと話合いを

したりですとかルール決めをしたりですとか、そういうちょっと円滑油的な役割でＮＰ

Ｏのスタッフさんが入られたりですとか、そういうような形の公営住宅を運営しておら

れるというのを見まして。 

 そういったような可能性というのが、今後津和野町の公営住宅でもどうなのかなとい

うふうに思ったんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  ただいま御質問ありました公営住宅に関わる高齢者等の

対策だったかと思います。 

 公営住宅につきましては、本町におきましては公営住宅法で定められております町営

住宅または特定公共賃貸住宅、定住促進住宅等の一般住宅、若者定住住宅、借上げ賃貸



住宅等がございます。その中で、他自治体におきましてはそういった高齢者のシェアハ

ウス等そういったものについて検討されて、実際そういう施設があるということは私も

把握しております。 

 今、本町におきましては、この高齢者配慮対策でありますが、これは住宅の品質確保

の促進等に関する法律に基づきまして本町の公営住宅長寿命化計画を策定しておると

ころでございます。そういったことで、今本町としいたしましては、町営住宅におきま

してはそういった計画に基づいてストック改善等を行っておるところでございます。 

 ただ、他市町村がやっておりますそういった施策については、今実際当町のほうでは

行っていない部分がございますので、それにつきましてはいろいろ関係市町村の動向を

見ながら勉強させていただきたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  大江議員。 

○議員（２番 大江  梨君）  そういった公営住宅の活用ですとか、またたくさんあ

る空き家、空き家の調査もされておられると思うんですけれども、空き家の活用ですと

かいろんな方向性を検討していただいて、実現可能な形というのを皆さんの協力の下で

見出していけるといいなと思っております。引き続き、よろしくお願いします。 

 以上で、私の質問を終わらせてもらいます。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、２番、大江梨議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（草田 吉丸君）  ここで９時３５分まで休憩といたします。 

午前９時 23分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時 35分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序２、９番、田中海太郎議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  ９番、田中です。通告に従いましてただいまより質問

いたします。よろしくお願いします。 

 今回、質問三つあります。まず、一つ目です。 

 津和野駅は、今年８月開業１００周年に合わせてリニューアルされました。私も、先

日ゆっくり駅を見に行きました。きれいな窓口で切符販売ができるようになり、それか

らトイレや待合室がとてもきれいになり、とても利用しやすくなっているなと感じまし

た。そして、展望デッキもでき、ちょっとした観光スポットになっていけばいいなと思

っています。 

 また、観光協会の職員の方にも話を聞いたのですが、観光客や鉄道の利用者からは概

ね高い評価を頂いているとのことでした。今後は、新生津和野駅としてどのように活用

されるか期待しているところであります。 



 そこで町長にお尋ねします。 

 まず一つ目、このたびリニューアルされた津和野駅に関して町長はどう思われました

か。私個人の感想を言わせていただきますと、先ほど申したように、施設がきれいにな

って整備されてよかった、ただちょっと立派すぎるかなとか、都会っぽくて津和野駅ら

しさがちょっと薄れたような気はしています。また、私が聞く限りにおいては町の人か

らもそんな声も聞こえてきます。町長の所見をお伺いします。 

 二つ目は、津和野駅のリニューアルとともに、今後駅周辺の振興をどう考えられてお

られますか。 

 三つ目です。以前より同僚議員から指摘されてきた津和野駅から乗車する際に跨線橋

を越えないと乗れないという問題、財政面からしてもエレベーター設置は現実的に困難

だという話でしたね。その一方で、線路横断というか構内踏切の設置を今後も引き続き、

ＪＲとの協議の中で考えて行っていただきたいと思います。どうでしょうか。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、９番、田中議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 リニューアルされた津和野駅と今後の見通しについてでございます。 

 津和野駅は、１００年前の大正１１年に開業しており、整備前の建物は昭和５２年に

日本国有鉄道により建設されたもので、ＳＬやまぐち号の終着駅として、また津和野地

区の玄関口として多くの観光客や住民が利用する町にとって重要な拠点でございます。 

 町では、このたびの整備工事を平成２５年に国より認定頂いた津和野町歴史的風致維

持向上計画における事業として位置づけ、平成２７年度にデザインコンペを実施し、優

秀デザインを基本にするとともに、有識者や町民の代表の方々で組織した津和野町歴史

的風致維持向上協議会を中心に多くの皆様からの御意見を取り入れながら事業を進め

てまいりました。 

 近年の地方鉄道路線を取り巻く環境は大変厳しいものであると受け止めており、ＪＲ

山口線におきましても、沿線市町の人口減少等により利用者が減少しており、利用促進

が重要な課題となっております。 

 また、平成２５年に本町を襲った豪雨災害時には、当山口線も全線にわたって甚大な

被害を受けましたが、西日本旅客鉄道株式会社の御尽力により早期の復旧を成し遂げて

いただきました。復旧により再びＳＬが走る雄姿を目にした時には、町民はじめ、関係

者一同大きな喜びとともに、いつまでもＳＬが日本の原風景と称えられる津和野の街並

みと自然が調和する佇まいに存在し続けるよう努力していこうと誓ったところでもあ

ります。 



 このたびの駅舎の整備を契機として、西日本旅客鉄道株式会社をはじめ、地域公共交

通を支える関係各社と連携しながら、津和野駅の利用者が増加をし、観光を中心とした

本町の一層の活性化に力強く取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、町といたしましては旧城下町をはじめとする観光スポットについて、北端にあ

るＪＲ津和野駅と南端にある道の駅津和野温泉なごみの里を拠点として、ゆっくり歩い

て廻る観光地を目指しております。 

 その取組の一つとして、日本遺産センター来館者に駅前駐車場の無料券を進呈してお

ります。これは、津和野駅から日本遺産センターへ、そして町歩きの促進を図っていく

取組でございます。今後、関係各所と連携しながら振興に努めてまいりたいと考えます。 

 次に、議員御指摘のとおり、エレベーター設置につきましてはＪＲ西日本と随時協議

をしてまいりました。あわせて、島根県を通して、要望も行っているところではござい

ますが、その実現は非常に厳しい現状でございます。 

 エレベーター設置の代案として、列車通過前、乗降客の線路の横断について、随時津

和野町として見守り役となる補助者を配置して安全確保を行いながら実施できないか

という案も提示をしてみましたが、線路横断は安全上認められないとのことです。現在、

車椅子等を利用される乗降客については、ＪＲ西日本の社員が介助することで横断が可

能となっているとのことです。 

 一方で、乗降客の方の中で、特にキャリーケースをお持ちの方や高齢の方等から、跨

線橋について非常に不便であるとの御意見を頂いております。それらを踏まえまして、

今後も引き続き、ＪＲ西日本と協議を行っていきたいと考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  今回の駅舎の建設に当たってデザインコンペで選ばれ

た設計図案を基にしたということですけど、この受賞された方は株式会社コアさんと濱

田慎太建築設計事務所といって結構全国的に活躍されているプロの設計士のようです

が、一方でこのときのコンペのときに地元からの応募とかありましたか。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  ただいまの議員の御質問でございます。 

 平成２７年度にコンペの実施をいたしたところでございます。約３０件このとき応募

がありまして、地元からの応募も見たところあったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  このコンペの選定基準というのが、一つは観光客が津

和野らしさを感じ、町民が誇れる場づくり、もう一つは機能・空間・交流と出会い、に

ぎわいが生まれる場づくりとなっていますが、この今の駅舎がこのコンセプトに合って

いるかどうかというところは正直まだ今の段階では分からないし、見た目だけではちょ

っとどうかなという首をかしげるざるを得ないところはあります。 



 だけど、これは人それぞれの感性の問題でありまして、もう当時厳正な審査の下で選

ばれたものなんでそこでそれをとやかく言うわけではないんですけど、結局、今後この

新しくなった駅舎をちゃんと活用していくということとか、あとみんながどうやって利

用してもらっていかなければならないかということがとても大事になっていくと思う

んですよね。 

 それに当たって、今後は造った後だからまた地域の人とか観光客とかまた町民の方の

意見を聞きながらどうやっていくかというのを考えていったらいいかと思いますけど、

町長、どう思われますか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  現在のデザインがいま一つ津和野らしくないんじゃないかと

いう、感性の問題とはいいながらもそういう御意見が出てくるというのは少々寂しいこ

とだなというふうに受け止めているところでございます。 

 ああして８月の６日にオープニングセレモニーもやった中で、訪れてくださった方々

からは、大変津和野らしい木造りの駅舎だということでもうほとんど全員の皆さんから

そういう評価を頂いておったというところでありますので、少々そういう御意見が出て

いるということを耳にしてちょっと今びっくりしながら受け止めているといったとこ

ろであります。 

 新山口駅を御覧になられたかどうか分かりませんが、大変立派な、こちらも数年前に

改装されまして、本当に近代的でまさに新幹線の駅でもあるというところから、相当な

お金も投じられたというふうに思いますが、すばらしい駅舎が出来上がっております。 

 それに比べて、津和野は財政的な問題からもそこまでのことは当然無理であるわけで

ありますけれども、ただ私はやはりその木がふんだんに使ってあって、そして津和野の

景観にもマッチしたそういう本当にいい駅舎というものを、まさにこの協議会や皆さん、

本当にいろんな方々の意見を集約してのその結果でありますので、本当にあのすばらし

い駅舎を私は造っていただいたというふうに自信は持っているというところでありま

す。 

 それを、やはり広く町民の皆様にも我が町のその観光の、また町民が利用するための

そういうまさに窓口としての駅舎ということで愛着を持っていただいて利用を促して

いく。そういうこともまた進めていきたいというふうに思っております。 

 実際、もう協議会で決めたからといってそれで固定をしてこれまで整備をしてきたわ

けでもございません。正直、駅前のいわゆる広場のところについては、当初車の侵入は

一切していただくことは禁止という方向で進んでおりましたけれども、やはり町民の皆

様のいろんな意見も伺った中で、その駅前のところまでは車が入れるようにという修正

も行いながらやってきたというところでもあります。 

 そういうことから、この利便性も図りながらということでもございますので、またよ

り一層この駅舎、観光協会も運営をしていただくわけでありますので、連携をした、そ



してその観光だけではなく町民の皆さんの親しんでいただけるようなスペースという

ようなことも踏まえながら、またイベント等も開催し、そういう駅の利用というものに

ついて努力をしてまいりたいと、そのようにも考えているところでございます。 

 あわせて、この跨線橋の問題というのは本当にいろんな面で手を尽くして解決に向け

た努力をしてきたところでありますが、いろんなルールの壁があってこれが実現できて

いないということ、これは私にとっても今でも大きな課題だというふうに受け止めてお

ります。 

 駅舎をやっぱり新装したこととともに、このいわゆるその乗客の利便性ということを

考えましたら、今のこの階段を上って下りていかなければならないというこの不便さ、

これというのは解決をしていきたいという思いが今でも強くございます。ルールという

壁があるわけでありますが、今はやはりバリアフリーが全国的にも進められようとして

いる時代でございますので、そういうところの観点から粘り強く国ともお話をし、また

ＪＲの皆様ともお話をさせていただきながら解決をしていけるように努力をしていき

たいと思います。それが、また駅の利用にもつながっていくというふうに受け止めてい

るところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  町長からはそういう町民の皆さんから良い意見を伺っ

たと言いますし、もちろんそういう声もありますけど、やはり全てがいい声ばかりでは

ないと思っています。 

 それがなぜかと言いますと、結局実際にじゃああの駅舎がどういうふうに活用される

かと考えたときに、私も素人目線、鉄道好きなので一生懸命自分なりに考えてはいるん

ですけど、例えばほかの駅舎で言えば、物語性を作っていかないとなかなか駅って親し

みを持っていられないんですよね。 

 例えば、東北のほうにある駅なんかは、１００年前そこで昔使われていたレールを柱

の一部に使うとか、あと使っていた枕木でここの壁の材質一部使っていますよとか。例

えば、そういうふうな何かこう話がつながっていくようなことがあったほうがその親し

みやすい駅とかになっていくので、やはりその津和野にも新しくはなったけど、どこか

にその中に一つそういう物語性があればいいなと思っています。 

 自分が、そこまでそこをまだ知らないからかもしれませんけど、やはり例えばあの展

望デッキも今ポンと置いて今いますけど、実際上ってみたところ、確かに駅全体を俯瞰

できたりするんですけど、まだその先のいろいろ、何か見えるものがないとかあるので、

やっぱりそれも今後考えていかなきゃいけませんし、あと待合室もピアノがぽんと置い

てあるだけで、これも実際これからどう活用していくか、ただの置物だけになってはも

ったいないと思っているので、今後そういうのも考えていただきたいと思っています。 

 それと、新しくなった津和野駅に待合室がありますけど、そこに空調が入って利用者

やっぱり皆さん過ごしやすくなったという声を聞いています。それはいいことだと思う



んですけど、そもそもあそこにテナントが入るという話も聞いていたんですけど、今現

状はどのようになっているでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  津和野駅のテナントのところでございます。以前、

津和野駅につきましてはうどん屋さんと小売店、ショップがあってお土産物も含めた部

分を販売していたというふうになっております。 

 新しく駅が改装して、方向性としては同じようにそういったものがあって、お客さん

が寄っていただいて買物なりお食事をしていただくというスペースを考えておりまし

た。 

 今年の６月に、今駅向かって右側のところになるんですけど、店舗施設として場所を

用意してございます。そちらのほうで公募をいたしましたところ、説明会のほうに４件

の事業者の方が御出席頂きまして、御質問なり受けてここで店舗なり事業をしていただ

けないかというふうな話をしたところでございます。 

 予定としましては、７月に工房を締め切って、今年の８月から駅がリニューアルオー

プンするのに合わせて工事を収めて同時に販売を開始する、事業を開始するという運び

で考えておったところですけど、最終的になかなか事業として成り立たないというふう

な御判断をされたかとも思うんですけど、手を上げられた方がいらっしゃらなかったと

いうのが現状でございます。 

 ただ、じゃあこのままにしておくかというとそれはいけないというところであります

ので、現在考えているところでございますけど、今あそこの店舗部分のところをイベン

ト等の倉庫とか資材ちょっと一時的にでございますけど置かさせてもらっているとこ

ろでございます。 

 このままでなくて、ここの部分、一応今年度多目的に利用できるスペースとして考え

ていけたらいいなという考えが一つと。それと、今年度地域一体となった観光地の再生

高付加価値化事業という事業をしておりますけど、次年度これもし挑戦できればこうい

った、国の事業なんですけど、こういうものを利用して公共施設を改修して民間事業者

で運営していただくというふうなところも視野に入れて整備をしていきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  やっぱり駅というのは町の玄関口であるので、そこの

駅の中に何があるかということはとても観光客にとっては重要な選定の場所だと思っ

ています。 

 例えば、その駅で昔のように本当においしいうどんが食べられた、あと駅弁があった

とかいろいろありますけど、やはりここを活用していかないとこれからその津和野駅の

再生って難しいと思うんでそれは全力でやっていただきたいと思いますし、最近ですと



結構地方のローカル線の駅なんかはなかなか駅の活用が難しいということで一生懸命

いろんな、やっぱりそれぞれの地域で考えて、例えば地元で若い方がチャレンジショッ

プみたいな感じでコーヒーショップをそこで経営してやっていくとか、あと地元のおば

ちゃん達の加工のグループで惣菜屋を作ってそこでお客さんに売るとか。 

 多分、今までどおりただ募集して民間業者に入ってもらってやっていくだけでは多分

難しいと思うんで、何かしらの工夫しながら町も協力して、今までずっとやられていた

方でもいいし、新しい方でもいいんで、いろんな方に門戸を開いてこの駅だけは何とか

して、まず駅の中を栄えさせるんだという気持ちでやっていただきたいですし、自分達

もそれは協力していきたいと思っています。 

 あと、そういった多分様々な声が出てくると思うんですけど、先ほど町長もいらっし

ゃったいろんなロータリーの件に関しても町民の声を聞いて実現していたと言います

ので、あとそのじゃあ実際にそういう駅に関してとか、今後こういう案はどうだろうと

か、いろんな町民が声を上げたときにどういう場所で受け止めていただけるのか。 

 例えば、直接役場に電話すればいいのか、観光協会に話せばいいのか。そういう場が

明確にしとくと、多分町民の皆さんもいろんなところに声を上げられると思うんですよ。

現実、どこに言ったらいいか分からないからということで、町の中で、うわさとか、た

だちょっと愚痴になってしまったりとかするのがあるので、やっぱりどこかその声を聞

くような窓口ってあればいいと思うんですけど、今そういうふうな形はあるでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  今議員が言われた窓口的なところがあるかどうかと

いうところなんですけど、具体的にここというのは御用意はしておりません。ただ、あ

そこの施設につきましては町が所有しておりますので、町が基本的にお話を聞くという

ことになろうかと思います。 

 ただ、今指定管理で観光協会のほうで管理をしていただいているという現状もありま

すので、利用の上では観光協会の窓口のほうでいろいろお話をしていただいたり、あと

町でも構いませんけどしていただいたり、それはどちらでも結構ということです。 

 そういうふうなところで、窓口で頂いたお話を観光協会、町と一緒になってどういう

解決方法があるのかというところを話していければというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  それと、二つ目の質問の中で出てきた駅とこれからそ

の周辺についてどうしていくかという問題ですけど、本当は理想言えば同時進行でいろ

いろ開発していったほうがいいとは思うんですけど、実際の公共と個人の違いがあるの

で、現実的にはそのまず駅という形で始められたと思っています。 

 今回、その駅をコンペで設計士の方の案を取り入れてそこを整備されたので、もし今

後それから駅からまた周辺を整備していってまちづくりしていくのであれば、やっぱり



その駅のコンセプトに合った同じようなやり方でやっていくべきだと私は思うんです

けど、今後また駅の周辺を整備していくに当たって、そのコアさんがそうやっていろい

ろこうイメージ作られて津和野らしさのイメージでやられたのであれば、また今後やる

ときは改めてコンペやるとかではなく、そのコアさんのイメージの話を聞きながら、今

度また駅の更に周辺なりその流れの観光というのは考えていかれるということでしょ

うか。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  駅周辺の整備についてでございますけど、具体的に

こうしていくというふうな方針は現在のところはありません。ただ、駅を整備するに当

たりまして歴史的風致維持向上協議会というものがございまして、この中でコンペで現

在の駅のデザインを選んだとかコンセプトなりそういうものを打ち出してきた、決定し

てきたということがありますので、周辺整備につきましてはこういった協議会の場で意

見を出していただきながら考えていければというふうに思っております。 

 ただ、観光面についてでございますけど、駅につきましてはＪＲの利用者の方、それ

から石見交通、防長交通、あと町バスの利用の方、もしくは駅の横に駐車場が御用意し

てあります、こういったような方が起点としている場所であります。 

 町の観光の中で言いますと、駅周辺の整備というよりも駅を起点にした、入り口にし

た観光ということで改良していただきたいというふうなことでありますので、この城下

町の全体を見ながらお客さんの動き、そういうものを考えながら進めていきたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  それと、３番目の質問にしましたエレベーター設置と

線路横断の件に関してなんですけれど、実際この問題は結構全国的にあちこち抱えてお

りまして、老朽化した跨線橋の撤去というのはほかの地域でもやられているところがあ

ります。 

 ２０１２年から１３年の間では、ＪＲ九州の方では川南駅とか人吉駅とか三股駅、Ｊ

Ｒ東日本ではもう１駅なんかで跨線橋を撤去したり、跨線橋がないのでそのまま構内踏

切というのを設置しています。人吉駅以外はみんないずれも無人駅となっておりますの

で、やはり今後ＪＲ各社の方針とか様々また違うかもしれませんけど、交渉次第ではそ

の構内踏切という形も取っていけると思うので、そこはぜひ頑張って交渉していただき

たいと思います。 

 それでは、２番目の質問に移ります。 

 ＪＲ山口線は、地域の人口減少とともにコロナ感染による観光客の減少も相まって利

用客の減少に苦しんでいます。今年４月に、ＪＲ西日本が維持困難路線として管内の１

７路線を公表しました。その中に山口線が含まれています。 



 新山口から宮野までの区間というのは黒字なんですけれど、宮野から津和野間が９.

３億円、津和野・益田間が６億円の赤字です。ＪＲ西日本としては利用客１,０００人

未満の赤字路線の存続に否定的なところがあり、地元自治体と今後の在り方を協議を開

始したいと言っています。 

 このままだと廃線の危機も免れませんということで一つ目の質問ですけど、現在ロー

カル線を抱える各自治体は連携しながら様々な対策を講じています。山口線に関しては

利用促進協議会などの広域連携を行っていますか。ＳＬ以外にも何か利用促進の策を広

域で考えておられるのかお伺いします。 

 二つ目ですけど、山口線の利用者といえば通勤・通学をはじめ、買い物や病院といっ

た生活利用の側面とＳＬや津和野観光といった観光利用の側面があります。津和野町と

して、今後山口線の利用促進のための対策というのは何か考えておられるでしょうか。

お伺いします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、ＪＲ山口線の利用促進についてお答えをさせてい

ただきます。 

 益田市、吉賀町、津和野町と山口県山口市の山口線沿線自治体を構成市町として、山

口線利用促進協議会として広域連携を行っております。これまで山口線定期利用モニタ

ー助成やグッズ製作等を行ってまいりましたが、２０２３年度が山口線全線開通１００

周年ということで各市町と協力して鉄道利用の助成制度や各種事業を通して利用促進

につなげていきたいと考えております。 

 次に、津和野町の独自の利用促進策の一環として、津和野高校の在学生を対象とした

通学補助がございます。令和３年度の実績は、対象生徒数６４名、補助金額７１万６,

９７０円となっております。 

 一方、ＪＲ路線につきましては、ＪＲ西日本がコロナの影響で収益が大幅に悪化して

いることなどを理由とし、昨年より山口線を含め、ローカル線の大幅な減便を行ったと

ころでございます。また、ＪＲ西日本が４月には利用者の少ないローカル線の経営状況

を発表しております。１１月末に２０１９年度から２０２１年度の３か年平均の収支率

を公開しており、山口線に関しましては、宮野～津和野間が１０.５％、津和野～益田

間が８.８％と非常に厳しい数字となっており、山口線の維持存続に改めて強い危機感

を持っているところでございます。 

 山口線に関しては、津和野町だけではなく、県境を越え、山口市に跨っていることや、

萩、石見空港、新幹線の停車駅である新山口駅など地域の重要な交通インフラに接続し

ており、津和野町の暮らしのみではなく、県外からの誘客を含めた観光振興・地域振興

においても重要な役割を果たしていると考えているところであります。したがいまして、

山口線に関しては広域的な取組が利用促進に非常に大切であると考えております。 



 また、今年度は島根県鉄道整備連絡調整協議会内でプロジェクトチームを設立し、主

に県内の出張利用を含めたビジネス面での鉄道の活動を視野に利用促進策を検討して

いるところでございます。 

 今後も山口線に関しては厳しい状況が続くと考えられますが、鉄道ネットワークの維

持存続が図られるように、山口線沿線自治体や島根県と連携をし、ＪＲに対しても積極

的な働きかけを行っていきたいと考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  実際、山口線を維持していくためにはとにかく利用客

を増やさなきゃいけないということですよね。この津和野～益田間に例を取ると、２０

０７年が７７８人利用客がいらっしゃいましたけど、２０１９年には５３５人、２０２

０年には３１０人まで減っています。この数字を現実的に少しでも増やさないと、多分

ＪＲとしては路線維持は困難だというふうに言われますので、そこを考えていかなきゃ

いけない。 

 それに当たって、先ほどちょっと申しましたけど、生活路線としての山口線と観光路

線としての山口線があります。観光路線としては数字的にあまりすごく出てくるもんじ

ゃないんかなと思います。というのが、結局観光客ってフリー切符とか周遊券とかそう

いうのを使われるんですけど、それってこう自由に乗り降りできる切符というのは津和

野駅のカウントができなかったりする場合があるので利用客の数字に入ってこないん

ですよね。 

 例えば、私よく利用している青春１８きっぷという切符であちこち行ったりするんで

すけど、実際その駅で降りても乗ってもカウントされないと。だから、結構やっぱり夏

とか冬とかの休みのシーズンになるとそういうチケットを利用して皆さん観光客来ら

れる方がいらっしゃいますけど、恐らくその方々の利用客の数字は全く出てこないと思

います。 

 だから、実際にやっぱり津和野駅で切符を買うとか、新山口で津和野行きの切符を買

わないと利用客の数字が出てこない。やっぱりＪＲ西日本はだからそれで山口線の利用

客が少ないというふうに取っていると思うので、やっぱりそこが課題だと思っています。 

 そういう課題を考えるに当たっては、じゃあ実際生活路線としての活用法って何かと

いうところで、実際学生のところの補助ってありましたけど、ほかに何かそういう生活

路線としての活用法という何かアイデアは今ございますか。町長でも観光課長でもよろ

しいんですけど。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  先ほど町長の答弁の中で高校生の通学補助

の話はしましたが、そのほかに何かアイデアはないかということでございますが、今山

口線利用促進協議会内で話しているのは、２０２３年には全線開通１００周年になりま

すので、その中で例えば学校とか保育園の遠足補助ですとかそうしたことも今検討して



おるところでございます。まだ、予算ですとか具体的にどの範囲というのは決まってお

りませんが、そうしたことを今検討しておるということでございます。 

 あと、関西や関東、あといわゆる空港とか新幹線の窓口がございますが、その後の２

次交通対策への補助ですとかそうしたことも併せて検討しているというような状況で

ございます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  そうですね。私も先日ある人から聞いたときに、例え

ば公民館事業とか何かのイベントとかで、例えば津和野駅に皆さん集合されて歩いて青

野山駅まで行かれて、それから帰り山口線を利用して帰ってくるとか、やっぱり多分民

間で何かこう今から利用を努力しようというのも限りもあるんで、やはりそこは公民館

単位だったり行政からも何か声かけしてそういう利用客を増やすという運動をしてい

くべきだと思っています。 

 あともう一点、これもその実際にできるかどうかは分からないんですけど、私が思う

には、もう町が本当に本気で利用促進を進めていくのであれば、まずは町の職員の皆さ

んが例えば出張で使われるのもありますし、それからあと通勤とかで日原と津和野近辺

に住んでいらっしゃるのであれば、例えば月に１回ぐらいは駅に車なり何か自転車を置

いて汽車を使って通勤されるとか。 

 ぜひここでお願いしたいのが、ぜひ町長も率先されて津和野庁舎に来られるときは例

えば日原駅に車を置いて実際に乗って津和野に来られるとか。やはりこの首長、町長が

それを何か先陣切ってやられると結構話題にもなりますし、多分ＪＲ西日本としてもそ

の津和野町の本気度というのが伝わってくるので、パフォーマンスと言われたらそこま

でなんですけど、やはりそういうところを見せて山口線利用はもう町を上げて本気だと

いうところを見せていただきたいんですけど、町長どう思われます。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  首長のその本気度をパフォーマンスとして示すということは

否定するものではございません。だから、それはどういうやり方にやるのかというのは

お任せを頂きたいというのが率直な思いでございます。 

 普通の仕事の中で日原駅にわざわざ置いてその津和野駅に向かって電車を使う。パフ

ォーマンスかもしれませんけれど、あまりにもちょっとそのやらせというか嫌みのよう

な形になってもいけないという思いも私は持ちます。 

 私自身は、今まで、例えば津和野で飲み会があるときにはできるだけ、とにかく８時

３７分発の津和野発があったときには、少しその会が場が盛り下がるなと思いながらも、

ＪＲに乗って帰りたいのでちょっと早めに切り上げさせてもらうというようなことを、

プライベートの飲み会なんかでは特に意識して、最終便の津和野駅発の列車に乗って日

原駅まで帰る。そこから今度はタクシーで帰るというようなことを、この意識的にやっ

てきたというようなところであります。 



 それが、今８時３７分も減便になってしまいましたので、さすがに７時台のにはちょ

っと帰るわけにもいかないというようなこともあります。ただ、やはりできることは私

自身自ら率先してやっていきたいというふうにも思っております。 

 そしてまた町長としてできることとして、やはりこの津和野駅の整備ということもま

さにそうでありました。こういうことをきちっと町としてこの駅をきれいにして、そし

てこれから山口線の利用促進にも取り組んでいくんだと。これが、町長としてのやはり

ＪＲに対するその一つの気持ちの表し方だというふうにも思っているところでありま

す。 

 立場立場でやはりできることをしっかり私自身は考えてきたつもりであります。この

ＪＲの山口線の維持ということについては、もう早い段階から私自身誰にも負けないぐ

らい危機感を持って、三江線の例も見ながら、あるいはその前に北海道のほうではもう

災害が起こるたびに廃線になっているところがかなり前から出ているという状況であ

ります。 

 だから、人一倍やはりこの山口線の維持とそれからＪＲ利用促進、このことについて

は強い思いを持っているつもりであります。ですから、今山口市長にもこの山口県央連

携都市協定というのを結ばしていただいております。そういう中で、常にこのＪＲのこ

とは山口市長にもお話をしているというところであります。 

 ちょうど今年でしたけれども、山口県央連携都市の参加の首長全員そろって山口県知

事にも要望に行ってまいりました。そして、その後島根県知事にも要望に行ったときに、

山口市長もわざわざ会長という立場ながら行っていただいて、直接僕と一緒にこのＪＲ

の関係の維持に向けた要望というのもしていただいているというようなところであり

ます。 

 長くなってはいけませんけれども、そういうやはり町長としてこれからもしっかり意

識を持ってこの利用促進には取り組んでいきたいと思っています。そして、私だけでは

到底このつながりませんので、広く町民の皆様呼びかけ、また観光にも利用していただ

ける、そういう利用促進策というのに取り組んでいきたいという思いでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  その今おっしゃった町長の思いはよく分かりました。 

 やはり、こうやって話さないとなかなかその町長の思いが分からないところもあって、

そういう意味で先ほどちょっと冗談と取られたかもしれませんけど、パフォーマンスと

いうのはとても大事なことだと思っています。やはり、その何かわざわざ乗るのはって

おっしゃいますけど、やっぱりそのわざわざでもいいから乗っているところを町民の皆

さんが見るとか、やっぱりそこで乗っているというのをアピールするというのはすごい

大事で、それやることで「ああ、町長はやっぱり山口線本気なんだ」というふうに町民

の目に映るわけです。 



 やはり、こういうやり取りがないと、なかなか日頃のその見えない町長の努力という

のが町民の皆さんには分からない面があるので、やっぱりそこはある程度何か見せてい

ただきたいと思っています。 

 これも、その現実的に難しいのかどうか分からないのでちょっとお伺いしますけど、

例えばその先ほど言ったように月に１回職員の皆さんの中でやってくれる方は山口線

を利用してこう通勤に一部使うとか、何かそういうことは現実的に声かけはできるので

しょうか。それとも、そういうのって何か難しいんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  今、職員でいいますと、各その本庁舎あるいは津和

野庁舎、そのほか共存病院とかいろんなところで勤務しておる職員がおります。 

 そのそういった呼びかけにつきましては、例えば路線バスとかも含めてやっぱりＪＲ

を利用して、津和野地域に住んでいる職員が日原に通う、あるいは本庁舎に通う、ある

いは日原地区に住んでおる職員が津和野庁舎に通うといったようなことを例に挙げて

呼びかけることはできるとは思いますけど、現実なかなかその時間帯とかいうのがどの

ような、ＪＲの時間帯にもよりますけれども、非常にそこら辺がうまくマッチするかど

うかというのはちょっと今は分かりませんけれども、働きかけるというか呼びかけにつ

いては、できるできないは別にしましてそれは可能だというふうには思いますが。 

 ただ通勤のそうした届も出しております。そうしたところで、例えばマイカーで通勤

するよという届を今出して職員通勤しております。保険のこともありますので。そうい

ったこともありますので、そこら辺との整合性をどうするかという課題はありますけれ

ども、全く不可能かどうかということになると不可能ではないなというふうに私は思っ

ております。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  やはり、今までずっとＪＲになってからいろんな地方

路線が廃線になっていくのを見ていますと、やはりその地元では一生懸命利用促進の団

体を作って頑張ってはいるけど、現実的に数字が伸びなくて廃線という憂き目はよくあ

ります。 

 だから、可能性としてはここもあり得ることはあり得るので、やはり今まで以上の見

える努力をしていかないと多分厳しいと思っています。そういう意味では、私達も協力

します。町民みんなで山口線を支えていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いし

ます。 

 それでは、３番目の質問に移ります。 

 ３番目の質問は、９月の質問に引き続きですけど、役場職員と職場環境に関すること

をお尋ねします。 

 前回の質問の後反響を頂きまして、町民の皆さんは役場に対してとても関心を持って

おられる、というよりすごい期待をしているというのが感じました。役場というのは町



の顔でもあります。そこで働く職員が生き生きしていると町全体が活気づき、町民にも

よい影響を及ぼすと思います。そのために、町長はしっかり職場環境の改善を行ってほ

しいと思っています。 

 一つ目、９月議会で回答にあった現在３名の病欠職員に関してですが、現在はどのよ

うな状況でしょうか。また、どのようなケアや対応をされているのか。今後の職場復帰

の見通しについてお尋ねします。 

 二つ目、役場職員が生き生きと仕事をできる環境とはどのような環境ですか。また、

どうやってその環境づくりをしていくのでしょうか。 

 三つ目、人事希望調査に関して町長は９月議会では時期早々との見方を示しましたが、

将来的には考えているのか改めて所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、役場職員に関することと職場環境に関することに

ついてお答えをさせていただきます。 

 ３名の病欠職員につきまして、現在は３名とも職場復帰しております。また、復帰す

るに当たり、１名の方が職場復帰支援プランを実施しております。 

 職場復帰支援プランとは、休職等により長期間職場を離れていた職員がすぐに通常の

勤務時間での業務を行うことが困難な場合が多いため、円滑な職場復帰を支援し、職場

復帰後のフォローアップを行うことで、病状悪化や再発防止のため、休暇・休職中に行

うものでございます。 

 そのために、所属長や主治医、人事担当課等が連携しながら職場復帰後の職務に対応

できるよう、勤務時間等について段階的に訓練を行います。今後も、引き続き、このよ

うな制度も活用しながら、安全衛生委員会等の開催やカウンセラーを配置するなど、職

員のケアに努めてまいりたいと考えております。 

 次に、役場職員が生き生きと仕事ができる環境として、まずは職員一人ひとりの個性

やこれまでの経験を生かし、それぞれの職種・分野においてできる限りの能力をフルに

発揮できる職場環境が必要であると考えております。そういった環境により近づけるこ

とで、質の高い行政サービスの提供につながると期待をしているところでございます。 

 津和野町人材育成基本方針では、職員が育つ職場環境づくりは、目指す職員像に掲げ

る人材を育成するための取組の一つとして掲げられており、人材育成を推進する上でも

職場は職員が能力を十分に発揮できる場でなければなりません。 

 そのためには、引き続き、職員との意見交換を行い、各課から多種多様な問題などに

ついて聞かせていただきながら、今後はこのような意見交換会の中でも働きやすい職場

環境をテーマとした意見交換を実施していくことも検討したいと思います。 

 また、９月定例の一般質問の際にも申し上げましたが、町村合併以降定員管理計画に

より職員数は減少する一方、権限移譲等による新たな業務が上乗せされるなど職員の負

担は過去と比べ、非常に過重となっていると認識をしております。 



 このようなことから、現在全国的に推進されようとしております自治体ＤＸを本庁に

おいても全庁を挙げて取り組み、業務の効率化による職員の負担軽減を図るとともに、

人事評価制度を効果的に導入しながら職員の働く意欲を高め、役場全体が魅力ある職場

であると同時に働きやすい職場となるよう引き続き努めてまいりたいと考えます。 

 人事希望調査につきましては、９月定例議会でも申し上げましたとおり、組織運営を

考える上でメリットとデメリットの両面が考えられる中で、本町の役場組織の現状にお

いてはデメリットの方が大きいと認め、現在のところ行う予定はございません。 

 将来的にこの調査を行う考えがあるのかという御質問でありますが、今後ＤＸの推進

等を通して業務の効率化を進め、組織の柔軟性が認められるような段階において意向調

査はメリットをもたらすと考えておりますので、そうした環境が整ったときに庁議にお

いて検討する可能性はあり得ると思っております。 

 今後の人事につきましては、引き続き、職員の年齢バランスや専門性等も考慮しつつ、

総合的な判断の上で適材適所の配置に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  最初の質問で出しました病欠職員に関してなんですけ

れど、そうでしたら現在はゼロということでよろしいでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  先ほど町長答弁を申し上げましたとおり、当時９月

議会の段階で３名というふうに申し上げましたけれども、今３名とも復帰をしておりま

して、現在は０人というところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  それは、本当によかったと思っています。やっぱり本

当職員の皆さんが一人でも体調を崩して病気されていると結局その周りの方も心配し

ますし、あとやっぱり町民としてもすごい心配になります。 

 ただやっぱり大事なことは、今この現場復帰された方もそうですし、まだ今悩んでい

る方もいらっしゃると思うんですけど、その方々が本当に心から安心して仕事をしてい

るのか。それとも、何か不安がまだ残っていないのか。やっぱりそういうところは常に

気をつけていただきたいと思っていますし、町民のほうからもそういうの映るとやっぱ

り気になりますので、そこは町民からもみんな様子を見ておきたいと思っています。 

 あと、２番目に関してですけれど、９月の役場職員に関する質問の後に、やはり町民

からまた何名か意見を寄せられたんですけれど、実際その方々からの意見をまとめると、

やはり役場の雰囲気がまだちょっと重く感じるという方とか、あとちょっと元気がない、

あと役場職員をもっと現場に出させて町民と交流してほしいという声でした。これは、

前回申しましたけれど、やはり顔見知りの町民の方が結構いらっしゃると多分職場でも

自然とコミュニケーション取りやすくなって、気持ちも安心してお互い雰囲気がよくな

っていくと思っています。だけど、その一方でやっぱり全く知らない方ばかりを接して



いくと、多分だんだん気持ちも沈んでいきますし、自然と声も小さくなっていくと思っ

ています。 

 やっぱりそこら辺ってちょっと業務とは関係ないのかもしれませんけれどとても大

事なことなので、やっぱりそこを防ぐ意味でもできるだけその職員の皆さんが仕事で外

に出るということを考えていただきたいなと思っています。 

 例えば、やっぱり仕事・業務が重なって今忙しくて大変だというのも分かるんですけ

れど、電話１本で済む用事でも何かやっぱりこうほかの用事と組み合わせてその現地に

行ってそこの方にお会いしてお話するとか。そこの帰りについでにまた別のところに寄

ってお話するとか。そうやっていって実際役場の方と町民がコミュニケーションを取る

というのはすごい大事なことだと思っています。 

 やっぱりそういうふうにやっていけば全体が少しずつ変わっていきますので、やっぱ

りそれを今後考えていただきたいなと思うんですけど、町長どう思われますか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  役場の職員が元気がない。それから、町にもっと出てほしい

という町民の御意見、それは事実でございましょうからそうした御意見があるというこ

とは我々も率直に受け止めながら改善に向けて努力をするということでもあります。 

 当然、でもそのことは以前から受け止めてもおります。なかなかその言葉で言うのは

簡単なんですが、実際にそのやはりどう気持ちを動かしていくかということは実行する

者にとってのやっぱり苦労もあるというのも御理解も頂ければというふうに思います。 

 何度も繰り返し申し上げてきていることでありますが、もうちょっと２０年前の役場

の仕事とは今の仕事というのは完全に違っているというふうに私は思っております。合

併をして、そして合併というのはもう行政の効率化でありました。だからこそ、定員管

理計画を求めて職員数も相当削減をしてきたというところであります。 

 一方で、国からは地方分権の名の下にいろんな事務が降りてまいりました。農林系で

例えば言うと多面的機能とかそういうものとか、あるいは福祉事務所も合併後にこれは

町のほうが運営をするということになります。そこにも職員をつける。そしてまた医療

も非常に厳しい状況ですので、医療対策課というのを専属で作るというようなこと。本

当にあらゆる部署が本当に業務負担が重くなってきているということであります。 

 だからこそ、例えば２０年前、３０年前の行政と比べて一人ひとりの今抱えている業

務ってものすごく多くなっておりますから、それが少し元気がなかったり、あるいは町

に出て行く機会が、やはり仕事がもういっぱいいっぱいで機会が減ってしまっていると

いう現状があるだろうというふうにも考えているところであります。 

 そういう状況の中で、私は本当に今職員というのは一生懸命その仕事に取り組んでく

れているというふうに感謝をしているというところであります。そして、課長もそうい

う難しい課をまとめながら、そしてまた心の部分にもしっかり慎重に配慮しながら日々

の業務を管理をしてもらっているというふうにも思っているところであります。 



 じゃあこのままずっとこの状況が続くのかということでありますが、決してそういう

ことがあってはいけないと思いますから、少しでも今業務の効率化を図ろうという中で

ＤＸを今から更に進めていこうというような思いであります。そういう部分で、今定員

管理計画はありますが、今はもう少し職員も増やす方向で我々としては業務負担のこと

も考えてあげないかんという部分も努力をしようという方向に向かいつつあるという

ようなところでもあります。そういう中で、役場の少し業務負担という部分の改革もし

た上で、また職員が更に前向きに仕事に取り組んでもらえるように体制を整えていきた

いというふうに思います。 

 誤解を生むかもしれませんが、私は決して仕事というのは楽で簡単なものではない、

厳しいのが当たり前だというのは私自身は常々思っているところであります。そして、

毎日のいろんな仕事の中で嫌なことがあったり、そういう中で苦労も多いというふうに

は思います。ただ、そこをうまく乗り越えることが、また次に自分に勇気が出て、そし

てそれがまた前向きな気持ちにつながっていくということもあります。今は本当に厳し

い状況ですが、ここを乗り越えることでまた役場がよくなっていくということにつなが

っていくというふうにも私自身は信じながら今いろんな改革を進めようとしていると

いうことを口で言うのは本当に簡単で、なかなか現場をしっかり見ていただかないと伝

わらないかもしれませんが、御理解をいただければというふうに思っております。 

 それと、もう一つは、やはり町民が普段から住民の皆さんと接するというのは、これ

は仕事の機会だけではないという思いがあります。やはり日頃の生活の中でも住民の皆

さんと交流をすることがまたその仕事の自信というものにもつながっていくんだろう

というふうにも思っております。 

 だからこそ、今我々はこの職員がまずは津和野町に住むということですね。これを、

お願いにしかなりません。強制は当然居住権がありますからできないわけでありますが、

やはりできるだけこの津和野町に職員にも住んでほしいと。そういう中で、日々の生活

の中において住民との交流があり、それが仕事にも役立つんだということをお願いをし

ているわけであります。強制はできませんので、しかしその津和野町内に住むというこ

との意義というものを、防災面もありますし、そういう観点から今後も誠心誠意職員に

訴えながらこの定住というものを取り組んでいきたい。それがまた、今議員御指摘のよ

うなことの解決につながるというふうに私自身は思っているところであります。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  私も、やっぱり同世代の役場職員がいて、その方々か

らとっても仕事が忙しい、本当に業務が大変だというのを聞いています。やはりいろい

ろ自分も会議とかで町に出ても夜遅くまで仕事をされている、頑張っている職員の皆さ

んもいらっしゃいます。 



 だから、それだけに業務が多いだけに何とかそのちょっと気持ちがほぐれればと思っ

ていろいろ考えていかなければいけないと思っています。だから、町長の御苦労もよく

分かっております。今後それも考えていってほしいと思っています。 

 ３番目に質問した人事希望調査に関してなんですけれど、やはりこれも、前回も自治

体ＤＸということを伺って僕も勉強したんですけど、ちょっとデジタルに関してはあま

り自分が知識がないものでよく分からないところもあるんですけど、現実的にそのデメ

リットが大きいというのはどういうところがデメリットが大きいんですか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  現実、今意向調査をして各人どういうところに行きたいかと

いっても、実はその希望もかなえられないケースがほとんどだというところの中で、私

はその意向調査をすることがかえってモチベーションを下げてしまうということにつ

ながっていくんではないかというのを心配しているというのが一番のデメリットに感

じているところであります。 

 これも、なかなかこういう場であまり今は厳しい現状というのをお話しするというの

は、ケーブルテレビもあり、組織のことをお話しするというのはどうかという思いもあ

りながらではありますけれども、やはり職員教育ということをしていく中で、一人ひと

りの職員もいろんな性格がございます。 

 例えば、対人関係が非常に苦手な職員という者も何人かおります。そういう者がいろ

んなこう、役場ですから住民と接しない部署というのは基本はないわけでありますけれ

ども、しかし対人いわゆる交流、住民と接するそういう機会が多い部署に行くと実際に

心のその精神的な負担を抱えて休職につながってしまう者もいるという状況の中で、じ

ゃあ我々も考えて少しでも仕事をしてもらえるためにということで、いろんな部署を、

そのいわゆる適材適所といえば非常に聞こえのいいものでありますが、そういう中で人

事を今考えていかなきゃならないという状況もあるということです。 

 そうすると、今そのほかにもいろんな業務のことも申しましたが、組織がある意味で

は硬直化してしまっているという状況において、なかなかもうその自由にこの部署にこ

の者をというような適材適所の人員配置もできるような状況にはないというところで

あります。 

 ですから、前段の質問にもお答えをしたように、もう少し組織に柔軟性を持たす。そ

れができたときにそこで初めて意向調査をして、そしてある意味ではそのやりたいとこ

ろを、部署を、また能力を発揮してもらう。そういうまさに適材適所の人事異動、配置

ができるのではないかというような状況であります。 

 ですから、ちょっとこれはデリケートな問題なのであまり詳細な回答ができないこと

は御了承頂きたいと思います。ただ、今は端的に申し上げると、いろんな業務負担やそ

れから人材のこともあって組織が硬直化をしている。その中で意向調査というのは私は



デメリットの方が大きいと、メリットもありますけれども。というふうに受け止めてい

るところであります。 

 ですから、以前からお話ししているように、もう少し組織に柔軟性を持たせられる、

そういう体制ができたときにこの意向調査というのはメリットの方が大きくなってく

る、そういうふうに考えているというところであります。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  分かりました。そのやっぱり硬直化と柔軟化というの

の違いで判断されているというのはよく分かりました。自分は、そこの点に関しては賛

成です。やっぱり硬直化している状態ではなかなか難しいとは思います。 

 ただ、やっぱり柔軟化してからそういう選択肢もあり得るということですけれども、

じゃあ自治体ＤＸが進めて柔軟化するのがいつなのかということも大事であって、やは

り正直役場職員の中には希望されている方もいて、そういうのがいいなと思っている方

もいて、やっぱり一般企業ですと、例えばプレゼンをやって自分で企画を出してこうい

うことだというのを例えば出したら思いが伝わって上司に認められて、次の仕事が出て

くるとか。 

 やっぱりそういう柔軟になった職場であれば、そういうことをやっていったらどんど

ん役場の雰囲気もよくなっていくと思いますし、それはひいては、津和野町全体がよく

なっていくことなので、やはりこれは真剣に考えてほしいと思っています。 

 やっぱりそのいつなのかというのはちょっと、その自治体ＤＸのまた入る状況を見な

がらだと思うので、また今後この点に関しましては幾つか質問していきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、９番、田中海太郎議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（草田 吉丸君）  ここで１０時４５分まで休憩とします。 

午前 10時 36分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 45分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序３、５番、横山元志議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  議席番号５番、横山元志です。通告に従いまして、一

般質問させていただきます。 

 今回、私が質問する事項ですが、大きく２項、まず１項目が地域おこし協力隊とその

マネジメント会社の今までと今後の展望についてをお聞きします。 

 ９月定例会、減額補正の質疑の際に、答弁の中で、家庭の事情で退職されたとのこと

でしたが、私が知り得た情報と相違があるため、改めて質問させていただきます。 



 地域おこし協力隊の卒業生などに実態の把握をしようと聞き取り調査を行ったとこ

ろ、退職前よりかなり精神的に危険な状態だった、そして、連休時に自宅に帰ったまま

戻ってこなかったと伺いました。もし、このことが本当なら、家庭の事情と片づけては

いけないと考えるところであります。どのような程度まで把握しているのかをお聞きし

ます。 

 また、検証作業はしているのか、しているとの答弁でしたが、同じように卒業生など

に聞き取りをしてみたところ、担当課等での検証など、会議やミーティングなどがあっ

たことはなく、地域おこし協力隊だけの雑談程度だったとお聞きしました。どのような

検証作業をしたのかお聞きします。 

 そして、現在１名の協力隊員がいるのですが、来春というか、この２月に卒業します。

現在募集をしているらしいのですが、去年３月からマネジメント会社の津和野担当エリ

アマネージャーが不在で、大分の豊後高田のエリアマネージャーが兼任していると聞き

ます。仮に新しい隊員が来たとしても、先輩もいない、エリアマネージャーも不在で果

たして何ができるのか。もし、このまま地域おこし協力隊がいなくなるとすれば、今ま

で費やした時間と労力、相当なる委託料は一体何だったのかと危惧するが、考えをお聞

きかせ願います。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、５番、横山議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 地域おこし協力隊とそのマネジメント会社の今までと、これからの展望についてでご

ざいます。 

 議員御質問の隊員につきましては、農林課に所属していた隊員のことと思われますが、

退職時の状況については農林課に確認しましたところ、今年５月に隊員本人が実家へ帰

省した際に、精神的に不安定な状況となり、復帰できない状況となったようでございま

す。具体的には、隊員のマネジメント業務委託を行っていたＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ

社から本人の御家族に連絡し、状況を確認したところであります。最終的には本人から

の連絡により、医師から適応障害との診断が出たことにより、職場復帰は非常に困難で

あることを理由に、本人の退職の意思を確認したところでございます。 

 次の検証作業の実態についてでありますが、今年５月に実家へ帰省するまで、定期的

な面談等、隊員が日々の業務に安心して取り組むことができるようにケアを行ってまい

りました。また、委託業者からメンタルケア的支援も行っており、これまで体調を崩し

たことはないか、ストレスがかかる業務を行ってきたことがあるのかなど、採用時にス

キルだけではなく、体調やメンタルコンディションのチェックを行っております。 

 今回の地域おこし協力隊隊員の場合も同様に実施しており、経過的には問題ありませ

んでしたが、当該隊員はこれまでフリーで働いており、組織で様々な関係者と共に活動

する経験がなく、ストレスの要因になっていたことや、初めて実家から出て暮らしたこ



ともあり、隊員として着任して初めて帰省したタイミングで、体調が悪化し、本人の意

向もあり退職することとなりました。当該隊員が行っていた業務に関しては、委託業者

と協議を行い、新たに委託業者で担当社員を雇用し継続していく方向となっております。 

 三つ目の御質問でございますけれども、商工観光課に所属している地域おこし協力隊

隊員の方についてだと思われますが、現在、新しい協力隊を募集するということはして

おらず、これまで取り組んできた事業を継続して行うこととしております。 

 また、これまで、地域おこし協力隊として津和野町に着任した隊員の方々は様々な事

業に従事し、多くの町内事業者と協働して事業を行ってきた経過がございます。例えば、

畑迫地域に宿泊施設ができ、地域の人が活用できる交流拠点が生まれたことや、その拠

点をベースにイベントを実施するなど、にぎわいの創出などにつながっております。 

 これまで行ってきた事業の中でも、実際に隊員が町内に残り、事業継続していること

や、都市部に戻っても継続して津和野町との関わりを持ってくれている隊員もおられま

す。 

 地域おこし協力隊を活用した取組は、これまで教育、農林、観光と様々な分野で進め

てまいりましたが、最長３年の任期において人材が入れ替わりながらも、活動を引き継

ぎ、津和野高校魅力化をはじめ重要な成果を出してきたと認めております。今後も積極

的に町外からの人材の導入を図り、フォローアップや活動の継続性などのマネジメント

に留意しながら取組を推進してまいりたいと考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  やはりちょっと、少し相違があるようですので、すり

合わせ作業といいますか、させていただきたいと思いますが。 

 御答弁していただいた中に、「実家へ帰省した際に精神的に不安定な状況となり」と

御答弁されましたが、私も彼のことは、津和野に来られたときから顔見知りではあった

し、会えば当然、挨拶ないとはするぐらいの関係性は保っとったつもりではあるところ

で、彼の顔色を見ても、だんだん来た当初より、目の感じや顔色が変わってきたという

のも、つぶさに分かるほど、ちょっと何か思い悩んでいるのではないかとは思っており

ました。 

 そんな中で、先輩の地域おこし協力隊や卒業生にちょっとお話を聞いたところ、帰省

前、はるか前、もう３月、４月ぐらいのレベルで、これ、卒業生の方がちょっとケアさ

れようと思ったのでしょう、お話をしたところ、「何をどうしたら、君が短時間でハッ

ピーになりますか」と尋ねたところ、彼は「津和野にいないことがハッピーになる最大

の近道だ」、帰省した際じゃないんですよ、帰省するはるか前からなんですよ。 

 そして、体調やメンタルコンディションのチェックを行っておりますと委託業者が言

われとる。何のチェックをしていたんだ。チェックをしとるのであれば、それ、気づけ

たんじゃないか。しかし、気づいとるのは、私や先輩や卒業生で、このマネジメント会



社は気づけていなかったんじゃないか。何をチェックしていたんだ。これ、何かお話で

きることがあればお聞きしたいんですが、よろしくお願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（小藤 信行君）  今、議員の御質問に答えます。 

 当課の地域おこし協力隊でございます。一応、所属が農林課というところで、毎朝、

朝礼に出て、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅに仕事に行くという流れになっている中で、当

課の中で、会話も幾らかすることも私のほうはございます。また、担当の職員とは毎朝、

ちょっと会話をしているところでございますが、そういった症状には全く気づけなかっ

たというところでございます。 

 その点については、５月に帰って連絡が取れなくなったというところで、Ｆｏｕｎｄ

ｉｎｇＢａｓｅのエリアマネージャーに連絡を取って御家族に連絡したというところ

で、症状がこちらのほうも把握できたというところでございます。チェック等ができて

いなかったところは、当課として至るところと考えておるところでございます。 

 現状につきましては、流れとしては、その後、なかなか本人から、うちの担当職員も

連絡がつかず、５月の中旬ぐらいになって、ＬＩＮＥでのやり取りができたというとこ

ろで話を聞いているところでございます。 

 その中で、先ほど適応障害というところの診断書も出たというところで、本人のほう

からも退職をしたいという流れで、５月末で退職という経緯に至ったところでございま

す。 

 私のほうからの回答は以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  今年度予算で款、項、目、節で言うところの６、１、

３、１２、地域おこし協力隊事業委託料１６３万７,０００円、これを払っとるのにも

かかわらず、このマネジメント会社はチェックできていなかったということでしょうか。

そう取って大丈夫でしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（小藤 信行君）  Ｆｏｕｎｄｉｎｇのほうにも、職員から確認していると

ころでございますが、症状については気づいていなかったというところを聞いていると

ころでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  改めてまた聞きますが、ということは、委託料を受け

ておりながら、マネジメント、要は本人の体調だとかメンタルコンディションのチェッ

クはしていなかったと理解していいんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（小藤 信行君）  先ほどの御質問ですが、メンタルケア、Ｆｏｕｎｄｉｎ

ｇＢａｓｅでしていたかどうかというところは、ちょっとうちのほうにも確認は取れて



おりませんが、気づけてなかったという点では、業務についてはお答えがあったのかも

しれませんが、私のほうでは確実なところがお答えができないというところでございま

す。 

 また、委託料につきましては、地域おこし協力隊の活動費というところが主なところ

でございます。１６３万７,０００円でございますが、実際にこちらでお支払いしたの

は、４月から５月分までの委託料というところで判断しているところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  とはいえ、１か月ほどはお支払いしていたということ

ですよね、その４月から５月まで。その上で、そのほか、これを、１６３万７,０００

円を１２で割ればという話になってくるんだとは思うんですが、一体何だったんでしょ

うかというのをまずお聞きしたいのと、ちょっと、町としても委託料を払いながら、そ

の作業をされていないということになるとは思うんですが、これをどう受け取られます

か。これでいいんですか。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（小藤 信行君）  委託料でございます。一応４月、５月、２か月分をお支

払いしているというところでございます。これにつきましては活動費というところで、

まるごと津和野にかかる活動費というところで認識しているところでございます。その

中にＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅのケアのお仕事が入っているというところは、うちのほ

うでは認識はしておりませんが、活動業務は地域おこし協力隊に係る一応活動業務とい

うところで認識しております。 

 ただ、委託しているというところでございますので、Ｆｏｕｎｄｉｎｇさんのほうで

その部分の委託料の運用があったのかもしれませんが、当面的には活動経費というとこ

ろで認識しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  今、ちょっと農林課長とのお話になっとるんで、つい

でという意味合いも込めてちょっとお聞きするところなんですが、地域おこし協力隊で

自伐型林業の方々がいると思います。この方々も、当然地域おこし協力隊なんで、同じ

ように人権費と活動費と別々にあって、今年度でいうところの６、２、２、１２の地域

おこし協力隊の事業委託料で７５９万８,０００円、これが出ておるんですが、これに

ついては、今年度予算じゃからあれか、私の聞いたところ、自伐型林業の地域おこし協

力隊の皆さんから聞いたところ、確かに、ここにもマネジメント会社というか、この委

託料を受け取る会社があるとお聞きしました。 

 そして、そこの会社は、活動費を、例えば機械のリース代だとか修理代だとか、また、

あと燃料の支払いだとかをしている会社で、活動費そのものを、一人に与えられる活動

費を１００の１００で、つまり受け取ったこの活動費をそのまま減額、その会社に残す



ことなく、１００％を頂いたら、１００％をその活動費として使っている。これはこれ

で、ちょっと、自分、その話を聞いたときに、せめて１割ぐらいは会社に残さんと、会

社が成り立たんこなるぜという話はしたんですけど、この自伐型林業の委託料を受け取

っとる会社については、そんな感じで、関係性として非常に良好だとは思うんですが。 

 ほかの、先ほどからも出てしまっているんですが、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅという

会社は、これも聞き取りしたところで、一人ひとりに幾らの活動費が分からないまま、

私が幾ら使えるんだろうというのを知らないままやっているんですよ。これもこれでど

うかと思う。 

 誰かがどこかで計算したらしく、大体４０％ぐらいは抜かれとるんじゃないかという

お話はちょっと耳に挟みました。ちょっと、この二つの会社のこの同じ農林課として、

林業・農業と別れるわけではありますが、差がありすぎるのをちょっと御存じでしたで

しょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（小藤 信行君）  議員の御質問でございますが、林業における協力隊員に

つきましては、やもりという合同会社のほうへ委託しているところでございます。また、

委託料につきまして、幾らか残して次回というところもございますが、委託料という観

点から、残ったら返還というところになりますので、１００％使っていただいて、活動

に期していただくというところにもございます。 

 また、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅにつきましても、委託料を支払っているところでご

ざいますが、基本的には、当課としては活動費に使っていただけるものと思っていると

ころでございます。そこから何％抜かれているというところは認識が全くございません。 

 以上のような回答になりますが、よろしくお願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  １割ぐらい残すという、ちょっと意味合いを間違えて

取られたようで申し訳ないです。 

 私が言ったのは、会社の活動費として、会社を運営していく意味である程度必要では

ないかという意味合いで、ちょっとお話しさせていただいたので、ちょっとそのあたり

は、すみません間違い、止めていただければと思います。 

 以上のことから、いろいろお話しすることは山とありまして、ちょっと本筋の話に戻

しますと、先ほどの答弁で、私は今現在募集していると聞いていたんですが、１０月と

かぐらいのレベルのときに聞いたんですが、今現在は協力隊を募集していないと受け取

っていいでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（小藤 信行君）  ただいまの議員の御質問でございます。 

 協力隊、ただいま募集をしているかというところでございます。募集はしておりませ

ん。それにつきましては、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅのエリアマネージャーと話し合い



をした中で、今後はＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅの中で、まるごと津和野のほうを運営し

ていくというところで、そちらのほうで雇用して活動していくという申入れがございま

したので、地域募集協力隊を新たに雇用するという計画がないというところで募集をし

ていないというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  これ、農林課にかかわらず、全ての課というか、地域

おこし協力隊を受け入れていた、つわ暮らになりますかね。農林課だけではなくお聞き

しなければならないことだと思うんですが、ということになると、もうＦｏｕｎｄｉｎ

ｇＢａｓｅを介しての地域おこし協力隊は来ないものだ、改めてちょっとお聞きします

が。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  今、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ社さんから

来ているのは、商工観光課に１名のみとなっております。 

 先ほど、町長の答弁にもありましたが、商工観光課も、この隊員が２月に卒業した後

は募集の予定はないということで私は伺っておりますので、その方がいらっしゃらなく

なると、当面はちょっとＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅを経由した地域おこし協力隊の、津

和野町への移住は当面ないんじゃないかなというふうには認識しております。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  そうしますと、そのことは、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓ

ｅはなぜ津和野に地域おこし協力隊をよこさないつもりなんでしょうか。その話はされ

ましたでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  今のところ、具体的に、どう言いますか、

ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ社さんと来年度はどうこうという話はまだしていないんで

すが、各課今、農林課とか商工観光課とかつわの暮らし推進課とか、かつて所属してい

ましたが、今のところ、その続きで、今、事業が継続して行われるような予定も今のと

ころちょっと止まっているような状況ですので、例えばつわの暮らし推進課で言います

と、今まで、つわの暮らし推進課で所属していた隊員がいましたけど、その継続事業と

いうのが今、つわの暮らし推進課内に今ちょっとないものですから、今、当面で次の公

認を募集なり、こちらからも呼ぶというような予定がないというふうに御理解いただけ

ればと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  エリアマネージャー兼任されとる豊後高田市になるん

ですが、ここは、このたび２名の協力隊員が入っています。なぜ、津和野によこしてく



れないんだというのは、ちょっと思いがあるので、改めてマネジメント会社のほうに聞

いていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、継続的な事業があるかないかというお話になるんですけど、私が知っとる

中で、医療対策課でコミュニティナース事業、これは、発足当時に協力隊員がやられと

って、その協力隊員はもう去年卒業されとるんですけど、これは継続的にやられとるん

で、この方の功績は非常に大きいなと思うところなんですが。 

 ただ、この方にも聞き取りをしましたところ、最初２年はつわの暮らし推進課の所属

でした。 

 そして、最後１年に限って、医療対策課にコミュニティナース事業をしたいからとい

う理由で、配属が変わるといいますか、課を越えたといいますか、そういう中で、去年

の決算で、４、１、５、１２のＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅの、恐らくこれになると思う

んですが、事業委託料が４６２万９,４４０円出とると思うんですが、もはやＦｏｕｎ

ｄｉｎｇＢａｓｅではないですよね。 

 それで、今年は、それは当然ないのは分かるんですけど、去年のこの、出とられる４

６２万９,４４０円、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅは何のためにこれを受け取ったんだと

いうのがちょっと気になるんですが、御回答お願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  コミュニティナースの去年の実績ですね。

その前の年まではつわの暮らし推進課でありました。ちょうど年度が変わるこの予算編

成時期に、当時の医療対策課長から、コミュニティナースに関しては医療対策課との関

わりが非常に深いし、医療対策課内の保健師さんとかとの連携性が強いことから、医療

対策課に置きたいというような要望があって、二つの課で話をした上でそういうふうに

いたしました。去年度の今の４６０数万幾らというのは、コミュニティナースの方の人

件費、それから事業費を合わせて当時ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅさんに委託したという

ことになって、その合計額となっておると思います。 

 このやり方がいいかどうかというのは、ちょっといろいろ財政とも話をしまして、と

いうのも、この地域おこし協力隊制度の事業費、人件費は全部国の特別交付税の対象と

なりますので、いわゆる消費税の問題とかがあるので、全額委託料に出すのがいいかど

うかというような話がありまして、今年度は多分そういうやり方じゃなくて、また、人

件費は人件費、活動費は活動費で分けて予算計上していると思います。そういう流れが

あるので、今まで、２年前、去年、今年の流れは大体そういうふうになっております。 

 ただ、コミュニティナースの重要性は、議員も認識していただいているということで

すが、今後の後任等については、またちょっと改めて協議してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 



○議員（５番 横山 元志君）  あと、そこの中で気になるのが、金額の中に人件費も

含まれるということで、金額には納得できるんですけど、果たして、これをＦｏｕｎｄ

ｉｎｇＢａｓｅが、活動費に関してですね、この彼女に聞いたところ、マネジメントは

一切されておらない、もう連絡すら取っていないという状態なんですが、この活動費を

ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅが一旦受け取り、そして、活動としては、コミュニティナー

ス事業のほうでマネジメントしていただいていたというお話をお伺いしておるんです

が、だったら、このＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅは何をしていたんだ。活動費だけ受け取

って、人件費だけ払って、果たして、何のためにこの会社がこれを受けていたんだ。ち

ょっとそれが納得いかないので、改めてお聞きします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  実際、何をしておったか、実際の隊員のマ

ネジメントはされていないというコメントがあったということですが、私どもとしまし

たら、一応ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ社さんから、年度の終わりには成果報告書という

のを頂きます。それを、報告書を見た上で、こちらへもお支払いしておるというような

状況です。 

 その今のコミュニティナースをしていらした女性の方は、僕も東京に出張に行ったり

しますと、例えば、先般も、先月、ＵＩターンフェアで東京に行くと、お手伝いに来て

くれます。皆さん、元気ですかということも含めていろいろお話を聞いていますと、そ

ういうＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ社さんにそこまで詳しい話はしたことがありません

が、津和野町にも関わりを持っていただいて、いまだに津和野町にも来ていただいたり

して、そういう関係人口の交流もつながっております。 

 なので、そういうふうな地域おこし協力隊のいいところはあるんですが、議員おっし

ゃるように、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ社さんがマネジメントとしてどんなことをして

きたかというのは、正直僕もちょっと今、ここで言葉でなかなか言い表しにくいものが

あります。 

 例えば去年度、一昨年、コロナ禍でなかなか本人もこちらに来れなかったとか、行き

来がなかなかできなかったという事情がございましたので、隊員本人からしてみると、

マネジメントされていなかったような感じも受けておるかもしれませんが、実際、ウェ

ブ会議等を通じて、つわの暮らし推進課所属の隊員で言えば、年に２回から３回程度、

みんなで合同会議を持って、その都度、マネジメント会社であるＦｏｕｎｄｉｎｇＢａ

ｓｅ社さんがそれを主催して、活動報告会等は開催しておりました。 

 なので、各課にまたがっております隊員がどういうふうなマネジメント状態であった

かというところまで、私がちょっと十分には承知しておりませんが、つわの暮らし推進

課においては、そういった形でマネジメントをしていただいておったというふうな認識

でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 



○議員（５番 横山 元志君）  とっても不明瞭というか、ちょっと分かりづらいとい

うか、じゃ、何をしていたんだというのがはっきり分からない。今までお話ししたとこ

ろ、今、例を挙げて２名ほどの元隊員の皆さんのお話をさせていただいたところなんで

すが、よく分からない。何をしているかよく分からない。 

 これ、町長、お聞きします。町長の個人的見解として、今のお話を聞いてどう思われ

ますか。ちょっと抽象的で申し訳ないんですけど、お話をお聞かせ願えれば。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まず、大前提にＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ社とのお付き合い

というのはもう長年にわたっているということで、特に地域おこし協力隊で関わってき

たということになります。古くは、津和野高校の魅力化というところから始まりました。 

 そのときに、我々とは普段全く縁がない、有名大学という表現がどうかは分かりませ

んが、本当に学力の高い大学の若い人達、それから、その大学を卒業した大学院に行っ

ておられる方々、更には、社会起業家になっておられる方という、通常であれば、津和

野町と全く御縁がない、出会いもなかっただろう、そういう若い優秀な方々をＦｏｕｎ

ｄｉｎｇＢａｓｅ社を通して送り込んでくださったということであります。 

 それが今、津和野高校の非常に魅力化という部分の大きな土台を、そういう若い人材

達が築いてくれたということで感謝をしております。 

 その後も、この津和野高校魅力化だけではなくて、商工分野であったり、それから農

林分野であったり、そういうところへ、また、今まで御縁がなかった若い優秀な方達を

送り込んできてくださったということであります。実際、高校魅力化のように大きな成

果が出たものもあれば、なかなか成果を出せなかったというものも正直あるかというふ

うにも思っております。 

 今回のコミュニティナース、今、お話が出た、それも非常に優秀な人材が来てくれて、

非常に津和野町の地域包括ケア進めていく上での、まず大切な部分を今、つくってくだ

さったというふうにも思っております。 

 ですので、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ社というのは、まずは、一つはマネジメントと

いう部分においては、来てくれた隊員の、やはりそういう状況を把握しながら、まさに

マネジメントしていただく業務が一つあると思っております。 

 私はやはり、もう一つ、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅに期待していたものとしては、今

申し上げたように、今まで津和野とは全く縁がない、そういう全国から優秀な人材を送

り込んでくれるというその業務がすごく大きいと、大きな成果も出してきてくれている

と実際に、そういうふうに思っております。 

 その優秀な人材を送り込んでくるためには、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅも普段何もし

ていないわけではなくて、私も一度プレゼンに行かせていただいたことがあります、東

京での会議に。常に若者達とネットワークをつくりながら、そして、このＦｏｕｎｄｉ

ｎｇＢａｓｅがどういう仕事をして、地域おこし協力隊がその地域にどういう役割を持



っていって、そして、その地域にどういう成果を出してきているのかということを広く

ＰＲをしたり、そういう場を常日頃からしてくれているからこそ、そういう、また優秀

な人材を送ってくれているということにつながっているということであります。 

 ですから、私はそのＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅに、これを津和野町独自で全国に情報

発信して、それをやろうとしても無理なわけであります。だから、やはりこのＦｏｕｎ

ｄｉｎｇＢａｓｅのマネジメントによるこの地域おこし協力隊の活用というのは、津和

野町にとっても非常に大事なものであったというふうにも受け止めているところであ

ります。 

 ただ、やはり我々も進化してまいりますから、例えば津和野高校魅力化もずっとしば

らくはＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅの力を借りながら一緒にやってまいりました。だけど、

やはり事業を進めていくに当たって、更に成果を伸ばしていくためにということで、今

度は我々独自でやろうという、今は状況になっています。 

 ですから、今、高校、０歳児から人づくりまでに発展しておりますが、ここについて

は、基本的にＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅを今、力をお借りせずに、我々独自に募集もし

ながら、人材を今、登用してやってきているというのが、一つ側面があります。当然、

ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ来てくれた子が残ってくれて、そのまま魅力化の力になって

くれている者も、ケースもあるという状況です。 

 それから、コミュニティナースのほうもそうであります。優秀な人材が来てくれて、

非常にすばらしい成果を出してくれたと。今度は、うちも、また地域おこし協力隊に今

度は頼るんではなくて、独自にコミュニティナースの次の人を確保していこうじゃない

かということで、今、１年かけてやっていることがコミュニティナースの養成講座であ

ります。これは町内の方、あるいは近隣の方、そうした方々にも受講していただいてお

りまして、その中から、今回コミュニティナースで来てくれた地域おこし協力隊の事業

を継続して、更には伸ばしてくださる人材を我々が今求めている。そのための講座をや

っているというような状況もございます。 

 ですので、そういう時代がこう流れていく中で、我々もＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅと

の関わり方が、また更に進化してきているという思いでございます。 

 ですから、先ほど豊後高田市が２名派遣されて、何で津和野にはよこさないというの

はちょっと厳しい言葉だなと思いましたが、派遣してもらえないのかという話でしたが、

今は町の方針で、もう年月が経過をして、町の考え方もありますので、むしろ町がＦｏ

ｕｎｄｉｎｇＢａｓｅにお願いをしないから、よこさないのではなくて、お願いをして

いないから今来て、今後来ないという、今、状況になっているということであります。 

 ですので、これはもう町の方針でございますから、地域おこし協力隊としては、また、

いろんな人材を活用していきたいと思いますが、今はそういう状況の中で、一旦来年度

に向けては、恐らくＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅとは経由した地域おこし協力隊の方はい

なくなるんだろうというふうに思いますが、それはそれで一つの時代の流れだと思って



います。決して過去が否定をするわけではなくて、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅによる地

域おこし協力隊というのは非常に津和野のために成果も残して頑張ってくれたという

評価の中で、また、次を見越しての話でありますから、また再来年、それから、更に先

に、もう一回、また町の方針としてＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅに人材の登用を、派遣を

お願いをすることも可能性としてはあるというふうに考えているといったところであ

ります。 

 最後に、あまり具体的な御質問ではなかったので、どこまでお話をすればいいのかと

いうのもありますが、今回、残念ながら適応障害ということで、年度途中で継続できな

かった、それの地域おこし協力隊員でございます。 

 ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅと、私は、それ以外にもたくさんの地域おこし協力隊員来

てくれておりますから、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅ社が今までの方も含めていろんな対

応はしてもらったというふうに思っておりますけれども、ただ、どうしても今回は適応

障害という形でうまくいかなかったケースだというふうにも思っております。 

 そういう中で、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅとどういうマネジメントだったのかという

のは、我々ももう一回聞き取りもしてみたいと思いますし、そしてまた、あくまでも今

は会計年度任用職員という立場でもありますから、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅだけに任

せるということではなくて、今回であれば、やっぱり農林課がきちっとされ、今後も温

かいフォローができるような、そういうことができていたかどうかということは、ひと

つ検証してみなければならないかなというふうにも思っておりまして、せっかく来てく

ださる人達ですから、最後まで元気に任務をやり遂げてもらえるように、我々の立場か

らも努力もしていきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  町長、ありがとうございます。 

 一つ申し添えておくこととしてですが、いろいろ私が連絡が取れる卒業生の皆さんに、

卒業生は中途で辞められちゃった方なんかにお話を聞いていたところで、皆それぞれに、

やっぱりこのマネジメント会社のことをよくは思っていないという実情があります。 

 なかなか、委託する側から雇用される側、雇用といいますか派遣される側からすれば、

なかなか意思の疎通というのは難しいのかもしれませんが、総じて言えるのが、どの方

もよくは思っていないという事実がありますし、話をした人の中で、ちょっとショッキ

ングな話があったので、一つお話しさせていただきたいと思うし、誰かとかは分からな

い状態でちょっとお話しさせていただくから分かりにくいかもしれませんが、その話を

していく中で、できたらこの場に、その会社の代表の方なり、２人ほど代表がおられま

すが、その代表の方に参考人として呼びたいよねというようなお話をしたら、それ、ぜ

ひ呼んでくださいと返事が返ってきました。 

 これをどういうことをさせとるか、あまりよくはないと思うし、今後、このマネジメ

ント会社を介して地域おこし協力隊を派遣していただくことがあるとすれば、町として



もしっかり、ただ委託しましたで投げるのではなく、どのような形でマネジメントをし

とるのかとかいう話もちゃんとしていかなければなとは思います。 

 今後、来年度につきましては、誰も派遣されないということなんで、来年度はそうい

うことはないというのは分かったことなんですが、もし、あるとしたら、ぜひともそこ

はよろしくお願いしたいところであります。 

 それから、先ほど、町長の御答弁の中にもありました、検証するというお話になって

くるんですが、それぞれに聞いても、やはり報告会を持って検証作業と思っているとい

う方が１名いました。あと、ほかの方は検証作業はしたことがないというお返事でした。

検証作業をしているというのであれば、どのような検証、どこでどのようにしておるか

というのをちょっとお聞きしたいんですが、よろしくお願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  検証作業についてですが、今おっしゃるよ

うに、我々も検証作業というのは報告会で、いろいろな意見交換会という意味合いであ

りますので、そうした中で、実際の隊員の活動内容を検証しておるというような感じで、

我々は受け止めております。なので、隊員の中に報告会が検証作業であるという方もい

らっしゃれば、そうではないという方もいらっしゃるというお話ですけども、特に検証

作業ということで場を設けとるということはございませんので、報告会の中で、隊員の

いろいろな日常業務、それから、いろいろな私生活も含めてですけど、そうしたことを

お聞きする中で、こちらも意見を言わせていただくということが検証作業というふうに、

私どもは認識しておりました。 

 なので、改めてそうじゃなくて、今回いろいろな事情がございましたので、私生活じ

ゃなくていろんなバックグラウンドも含めて、町として検証する必要があるということ

であれば、その作業は、今後ちゃんと検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  検証作業は、まず必要だと思います。例えば、農林課

のこの方に限っての話をすれば、体調を崩された。だとしたら、体調を崩す前に何があ

ったのかをまず知らなければ、何で体調を崩して辞めることになったのかが分からない

し、逆に、例えば、直地地内で開業された方なんかだったら、これ、私が思う中で、こ

の方が一番の成功例ではないかと思っておるんですが、じゃ、何でこの方が成功できた

のか。この地域に根差して開業までできて、そして、これからまた商売も広げようとさ

れとる。この方は何がよくて、この津和野町とこれほどの関係性をつくることができた

のか。この作業もするべきだし、今まで、私もいろいろお話をしてきた人、例を挙げる

のもどうかと思う話もありますし、例を挙げてもいいかなというのもありますけど、そ

の中で、例えば、それこそ去年度、２年目で辞めちゃった子なんかだったら、きっとお

話はされとると思うんです。その中で、お話ししなかった部分もきっと本人があると思

うんですよね。我々のほうしか知らない話。そのことも、当然本人は話すのが嫌だと思



うことも当然あると思うんです。そのことも、こちら側として、地域住民として、この

子はこういうことがあったからねというお話があるんです。 

 でも、きっと本人はしない、その話は。例えば、マネジメント会社、行政、そして、

派遣された本人だけではなく、地域住民との検証作業も私は必要ではないかと思うんで

す。それをしなかったら、この、例えば中途で辞めて帰られちゃった方なんかが、ただ

辞めて帰っただけになってしまう。身にならなかった。せっかく１年ないし２年ないし、

この場所で過ごしたこの時間がまるで意味のないものになってしまう。何が悪かったか

が分かったら、失敗も意味を持つ。何で失敗したのかという必要性があると思うんです。 

 なので、ぜひ、今後、ＦｏｕｎｄｉｎｇＢａｓｅを通してではない地域おこし協力隊

の皆さんもこれから来るでしょう。その方とも、その話はしていただきたいと思います

し、あと、これをフィードバックするためにも課の中でのけとくという作業も必要なん

で、ぜひ、そこはやっておいていただきたいと思います。 

 時間もちょっと迫りましたので、２問目をちょっとお聞きしたいと思います。 

 吉賀町在住の助産師さんが本町にて開業を検討されておられましたが、場所について

は、それこそ、くしくもというか、このマネジメント会社の皆さん、エリアマネージャ

ーや協力隊が住居兼飲食店として使っていた場所になるんですけど、それで、吉賀町在

住の助産師さんがここで開業をしたいとの意思があるというのを聞いてはおったんで

すが、その話は順調に進んでいるのだろうと私は思っといたところ、遅きに失した感が

あるのではあるんですが断念されたと、先日、お話をお伺いしました。 

 健康福祉課に相談しましたが、あまりいいお話にはならなかったと。ある程度実績を

積んでからでないと協力体制は構築されないのではないかという印象だったとお聞き

しました。 

 当町では、０歳児からの人づくり、先ほど町長の答弁にもありましたが、人づくり事

業や子育てしやすい町などと謳ってはおりますが、産婦人科もなければ小児科もないこ

の本町で、妊娠中から産後のケアもしていただける助産院ができるとするならば、当然

協力体制をつくるべきだと考えとるところなんですが、御意見をお聞かせ願えればと思

います。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、吉賀町在住の助産師が本町にて開業を検討されて

いることについてお答えさせていただきます。 

 御質問の吉賀町在住の助産師の方ですが、今年８月に健康福祉課に来庁され、県西部

にはない産婦が滞在できるショートステイ型の事業を実施するため、現在吉賀町に開設

している助産院の分院として、津和野町にも助産院を開設したいというお話がありまし

た。 

 助産院の開設は町の許認可ではありませんので、そのことについては何も言うことは

ありませんでしたが、実施事業を町の委託事業にしてほしいということでしたので、近



隣市町も実施していないショートステイ型の事業について、内容の検討と需要の把握を

始めていたところでございました。また、年度途中のお話であったため、来年度実施に

向けて県に補助金についての相談を行っていたところ、１１月になってこの方より助産

院の開設を見送ると連絡が来たところです。 

 現在、本町では産婦が助産院へ利用料を支払い、お母さんの休養から赤ちゃんの相談

等を行うデイサービス型の産後ケア事業を国・県の補助金を活用して行っていますが、

町内に助産師がいないため益田市内の助産院へお願いし、実施しているところであり、

町としましては、子育て支援のために妊産婦の利用しやすい環境や施設が整うことは望

ましいことと考えておりますので、今後再度のお話があれば協議、検討していきたいと

思います。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  再度のお話があれば協議、検討をしていきたいとのお

話でしたが、それこそ、最終日になるところの議案第１２０号の津和野町こども家庭セ

ンター来る未についてですが、これと結構似通った仕事になってくるとは思うんですけ

ど、仮に、これが設立されたとしても再度検討する余地があるということでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  ちょっとすいません、御質問の意味がよく分からな

かったんですが、もう一回よろしいですか。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  すいません。町長の御答弁の中に再度検討する、今後

また、この助産師さんがまたここでやりたいと申出があった場合、この来る未が設立さ

れとったとしても検討することはできるのでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  来る未というのは、現在も子育て世代包括支援セン

ターとして、ここがメインで今、津和野町の妊婦さん、産婦さん、それから、産後の赤

ちゃんの訪問を益田市の助産師さんに来ていただきながら、今現実に実施をしていると

ころでありまして、今回の議案につきましては、福祉部門と保健部門、この部門が健康

増進部門を合わせて、子育て支援の全体をまとめるというものであります。 

 そこができてもといいますか、そこができてもできなくても、今までやっていること

でありますし、先ほど町長答弁ありましたが、今回のお話は８月の終わりに本人さんが

来られちゃって、１０月から開設をしたいと、そのことには、別に開設されるのはいい

んですが、そのことに対しての事業の委託契約ができるかというお話がありましたので、

私どももしばらく検討させてくれということでやってきたところです。 

 あと、本人さん言われましたのは、ショートステイ型の事業をやりたいと言われてい

まして、確かに、ショートステイ型の事業は近隣ではやっておりません。県内で１か所

しかないような事業ですんで、その需要があるかとか、そこに本当にお子さん連れて、



いわゆる泊まるわけですから、そういう施設もあるかとか、そういうことも確認をしな

がらやっていこうと思っていたところです。 

 １０月の５日には、実際、その施設にうちの職員が見学に行きまして、施設を見せて

もらいました。 

 ただ、その段階では半分ぐらいしかまだ施設ができてないということも確認をしまし

たので、それ以前から、ショートステイにつきましては、来年度事業、今回も補助金は

申請をしておりますので県のほうへ、やっても来年度事業実施で検討させてほしいとい

うお話は当事者の方にはずっとさせていただいていたというところで、そういう流れに

なっています。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  私も本人さんとお話しさせていただいたところ、概ね

同じ話ではあるんですが、補足というか、やっぱり本人さんとしては、公庫でお金を借

りて施設を充実させたいという意思がありましたが、やっぱり公庫としても、町との委

託契約ができていないと、ちょっとさすがにというお話だったらしく、そこでちょっと、

できないよねという話になってきたらしく、それで、その話を吉賀町にしたら、吉賀町

は１１月より契約ができたと。ああ残念だったな、これがもし津和野町にあれば、とっ

てもいいものになったなと私は悔しく思っているところでありますんで、ちょっとその

あたりは、もし、それで、その方からちょっとお話を頂いたんですけど、日原地区を出

て広島におられる方なんですけど、これも同じく助産師さんなんですが、Ｕターンして

津和野でやりたいなという意思がある、ちょっと検討段階ではあるということなんで、

ぜひ、その方とのお話がもしありましたら、また検討して、ぜひ、そのときにはいいお

話に持っていけるように考えていただければと思います。ちょっと、検討できるでしょ

うか。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  いろいろこちらも検討したところではあるんですが、

何点か確認をしておきたい事項が本人さんとかですね、あったりして、その話がまだで

きる前に終わってしまったと、今回のことは終わってしまったというところなんですが、

例えば、今、議員おっしゃられましたように、吉賀町にも同じ話を持っていっておられ

るということで、吉賀町、確かにショートステイ型を１１月から実施をするというとこ

ろでありました。 

 先般、担当課長にも話を聞いたところ、需要があるかという話を聞いたら、今のとこ

ろ需要は全くないというところも聞いております。担当課長いわく、要望があったかと

言えば、申込みもないというところでした。 

 そういう中で、津和野と吉賀と両方に造って助産師さん一人で、両方でショートステ

イ型もしくは産後デイもやりたいということもおっしゃっておられましたが、明らかに

１人で二つの助産院で事業実施をするのは難しいわけでありまして、今、うちが産後デ



イをお願いしております横田の助産師さんが３人ぐらいで、多いときには４人ぐらいに

なるということで対応しておる状況ですので、その辺も津和野でしっかりとやるのか、

吉賀でしっかりやるとか、その辺も、あと、今言われましたように、ほかの助産師さん

のお手伝いがどのぐらい確定的にあるのかとか、そういうところもお話を聞かせてもら

いながら、また、お話がありましたら前向きに検討していきたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  その本人さんからお話を頂いたところ、やっぱり、そ

れも同じ質問を私もしたんですよ。２か所あって、しかも、まだお子様も小っちゃい、

その中で、２か所掛け持ちでできるんかって聞いたら、やっぱり、それこそ助産師さん

て横のつながりが広く、いつでも連携できる状態ではあるらしいし、先ほど言った日原

地区に元住まわれておった方も、それが見えてくれば、こっちに戻ってきたいというお

話もありました。 

 ただ、それを断念したから、断念したから断念したという話になってくるんですけど、

あと、需要があるのないのというお話についてですが、それは県内に一つしかないもの、

そして、よく知らないもの、分からないもの、それは、当然最初は需要はない。 

 ただ、やっていく中で需要って生まれるものだと私は思います。商売なんかでも同じ

で、最初からお客さんは来ない。やり続けてからこそお客さんが来始めてくる、そうい

うものだと思いますので、もう遅きに失したのではあるんですが、この島根県西部地区

のショートステイ型の助産院のフロンティアとしてやれたらよかったかなとは思って

おるところなんでありますが、もし、それこそ先ほどと同じ話になるんですが、日原在

住されとった方がもし戻ってこられた場合には検討を願えればと思いますので、ひとつ

よろしくお願いします。 

 それでは、時間も近くなりましたので、これで私の質問は終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、５番、横山元志議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（草田 吉丸君）  ここで午後１時まで休憩とします。 

午前 11時 44分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序４、１１番、川田剛議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  議席番号１１番、川田剛でございます。通告に従い

まして、質問をさせていただきます。 

 まず、空き家の活用について、御質問をさせていただきます。 

 津和野町は、ゼロカーボンシティ宣言を行っております。 



 津和野町の二酸化炭素排出量の多くが家庭から排出されるという点は、以前の質問で

もさせていただきました。 

 カーボンニュートラルの実現に向けて、経済産業省や環境省、国土交通省など、国も

住宅改修の助成を行っております。また、別の視点で言いますと、高齢社会に伴いまし

て、地域包括ケアの観点からの住宅改修、これも喫緊の課題であります。 

 そして、ＵＩターン者の定住、これも津和野町の重要施策の一つでございます。 

 そうしたところから、その視点から、今から質問をさせていただきます。 

 まず、一つ目でありますが、現在、津和野町の空き家の数と空き家の改修の状況につ

いてお尋ねいたします。そして、この空き家の改修に係る補助事業、この補助はどうい

ったメニューがあるのかをお尋ねいたします。 

 そして、空き家だけではなくて既存の住宅の改修、これに係る補助事業、これについ

てもお尋ねをいたします。 

 そして、先ほど申し上げましたような地域包括ケアの観点から、改修事業実施者に対

し、どのようなアプローチを津和野町はかけているのかをお尋ねいたします。 

 次に、地元の業者の活用や地域産材の利用に関する働きかけはどのような策を講じて

おられるのかをお尋ねいたします。 

 次に、これも以前の一般質問でさせていただきましたが、芸術制作をされる方を一定

期間津和野町に招聘し、津和野町に滞在しながら作品制作を行ってもらう事業でありま

す。 

 アーティスト・イン・レジデンス、これについて提案させていただきましたけれども、

その後、この動きがあったのでしょうか。こちらをお尋ねいたします。 

 そして最後に、空き家改修、既存住宅の改修は定住施策の重要課題であると考えてお

ります。 

 これまで申し上げてきました、これらの観点から、そして、関連する国の事業、県の

事業と連携する形で、津和野町独自の住宅改修事業を検討すべきと考えますが、町長の

所見をお伺いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１１番、川田議員の御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 空き家の活用についてでございます。 

 令和３年度に津和野町全域を対象として実施した空き家調査では、６１９件の空き家

がございました。空き家改修の補助事業としては、空き家情報バンク登録物件に対する

事業として、津和野町空き家改修事業と津和野町地域おこし空き家改修事業がございま

す。また、空き家情報バンク登録の有無にかかわらず、空き家を改修し民間賃貸住宅と

して活用することを条件とした津和野町民間賃貸住宅建設（改修）支援事業がございま

す。 



 津和野町空き家改修事業は、空き家の修繕等に係る経費に対して上限補助額５０万円

とする２分の１補助を行っており、令和３年度は８件、令和４年度は１２月１日現在で

５件の実績がございます。 

 津和野町地域おこし協力隊空き家改修事業は、今年度から始まった事業で、地域おこ

し協力隊の任期終了者を対象とし、空き家の修繕等に関する経費に対して上限補助額１

２０万円とする５分の３補助を行っており、１２月１日現在までの実績はございません。 

 津和野町民間賃貸住宅建設（改修）支援事業は、耐震補強工事が必要な空き家につい

ては上限９６０万円、耐震性能が確保された空き家については上限７２０万円とし、そ

れぞれ空き家の改修費の５分の４補助を行っており、令和３年度は３件の実績、令和４

年度は６件の申請を受けているところでございます。 

 二つ目の御質問でありますが、令和５年度より、つわの住まいる応援事業補助金とし

て、既存住宅の改修並びに住宅の新築についての新しい補助事業の創設を検討しており

ます。事業の内容といたしましては、津和野町内の住宅を対象とし、新築もしくは改修

に係る費用の一部を補助するものであります。 

 これまでは、津和野町空き家改修事業と津和野町地域おこし空き家改修事業に関して

は、空き家情報バンクに登録されている物件のみを対象としており、津和野町民間賃貸

住宅建設（改修）支援事業に関しては、賃貸物件として改修する事業のみを対象として

いるなど、住宅の性質に制限があるものとなっておりました。今後、既存住宅の改修に

関する補助事業については、財政事情を鑑みながら、現在、検討中であります「つわの

住まいる応援事業補助金」を活用して、町民の皆様にも広く活用できる支援を行ってい

きたいと考えており、今後、更なる検討を行った後、議会に提案をさせていただく予定

としております。 

 また、エネルギー関連施策としましては、太陽光発電や蓄電池、木質バイオマス関連

設備等に対して、津和野町再生可能エネルギー設備等導入支援補助金を整備しておりま

す。住宅の改修による省エネと併せて、再エネ関連設備等の導入促進により二酸化炭素

排出抑制を推進してまいりたいと考えております。 

 三つ目の御質問でありますが、空き家等の改修事業については、事業実施者の意向に

沿った改修が行われているものと考えております。そのため、これまで事業実施者に対

しバリアフリー化等の相談を行った事例はございませんが、今後そういった相談があっ

た際には、助言や相談機関とのつなぎなどを行ってまいりたいと考えております。 

 四つ目の御質問でありますが、津和野町木材利用行動計画を立てており、町が整備す

る公共建築物において木造化を進めるとともに、木材利用量の７０％以上を国産材、う

ち５０％以上は高津川流域材を使用することを目標としております。本計画に沿って、

公共建築物の建設計画時に、木造化及び流域産木材の使用について、役場内部の関係各

部署へ働きかけを行っております。 



 また、流域産木材を活用した住宅の建築等の促進を目的とし、津和野町流域産木材を

生かした木造住宅づくり支援事業を行っております。本事業は、高津川流域及び益田川

流域の森林で生産・製材された木材を利用し、住宅の新築、増築、または、新築住宅を

購入する者に対して、その住宅の取得等に要する費用の一部を補助するものであります。

令和３年度は３件の実績があり、令和４年度は１２月１日現在で２件の実績がございま

す。今後も地元事業者等に周知し、流域産木材の活用について働きかけてまいります。 

 五つ目の御質問でありますが、昨年１２月に御紹介を頂きましたアーティストが一定

期間、地域で滞在し、常時とは異なる文化環境で作品制作活動を行うアーティスト・イ

ン・レジデンスについて、その後、教育委員会を交えたお話ができればということで、

御紹介いただいた方へ連絡をさせていただいたところですが、進展をしていない状況で

ございます。 

 本事業の目的は、アーティストに普段とは異なる滞在の機会を提供することにより、

アーティストの創造へのインスピレーションを高めるとともに、生活する中で新たな作

品を作ることや、地域の人と交流し、芸術文化に関心を寄せる人の裾野を広げることに

ありますが、アーティストの作品を通して、津和野町のＰＲができる可能性もあると認

識しております。 

 いずれにいたしましても、アーティストに生活環境、時間、場所を用意して、地域の

人と交流しながら創作活動を行ってもらうための環境を準備するには調査や調整が必

要となり、今後も財源の手だても含め検討を行ってまいりたいと考えております。 

 六つ目の御質問でありますが、議員御指摘のとおり、空き家改修、既存住宅改修は、

定住対策の重要課題であると認識しております。津和野町空き家改修事業は、国の移住・

定住対策に係る特別交付税の措置を受け、津和野町民間賃貸住宅建設（改修）支援事業

は、県のしまね定住推進住宅整備支援事業を活用するなど、これまでも関連する国や県

などの事業と連携しながら実施してまいりました。今後も津和野町にとって、必要な住

宅改修事業について、国や県の動向を注視しながら検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  御答弁いただきましたところから質問させていただ

きますけれども、津和野町空き家改修事業、それと、津和野町地域おこし空き家改修事

業が現在対象となっているようでございますが、上限の補助額５０万円とする２分の１

補助ということで、事業費が１００万円を超えたときに５０万円の補助金が出るんだろ

うと思います。 

 当然、助かる補助事業ではあるとは思うんですけども、果たして、この５０万円とい

うのがどういったものを想定されているのか。恐らく、空き家の津和野町の課題が出て

きたときに、一番の問題は水回りなんだとか、あとはトイレ、そういったところが古く

て使えないというところから空き家改修の必要性というのが出てきたんだと思うんで



すけれども、そこで、この５０万円という金額が、果たして、その魅力的な金額なのか、

津和野町を選択する上で、５０万円で、補助金でできるものなのかというと、なかなか

５０万円では当然収まらないと思うんです。 

 一方で、地域おこし空き家改修事業、こちらのほうでは上限が１２０万円となってお

ります。財源が違うからなのか分かりませんけれども、この５０万円だとか１２０万円

というのは、どういったものを想定してこの金額が決まっているのかをお尋ねいたしま

す。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  このような事業の金額の想定ということで

ございますが、主には水回り関連の改修を想定しております。 

 ただ、最近、このもう上限が１００万円で補助事業が５０万円じゃ、なかなかもう難

しくなってきておるという認識はしております。 

 なので、今後、これは財源が町単独事業、一般財源でございますので、そうした中で

なかなか上乗せがまだ、財政事情も鑑みながらしにくい状況ではございますが、時代と

ともに、この辺の事業枠も上げていかなきゃならないというふうには感じておるところ

であります。 

 地域おこし協力隊の１２０万円につきましては、これは想定しておる事業というより

も財源の問題です。議員おっしゃるとおり、これは国の特別交付税のルール分でござい

ますので、その中で上限いっぱいの１２０万円を想定しておるということでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  先ほど、私のほうから地域包括ケアの質問をさせて

いただきました。質問といいますか、提案といいますか、考え方ですね。考え方の地域

包括ケアという考え方を御説明させていただきました。 

 もう一つがエネルギーのことで御答弁いただきました。当然、いろいろな住宅の視点

ってあると思うんです。私が思っている地域包括ケアというのは、先ほど同僚議員が質

問してきたシェアハウス、そういった考えもあるかもしれませんが、なぜ、そこに至っ

たかということだと思うんですよ。恐らく、執行部の皆さんも家を建てられたことある

と思いますけれども、そのときには、恐らくまだ若かったと思うんです。若いときには、

子育て世代ということで、そのときには必要なものというのがあったと思うんです。だ

んだんと年を重ねてきますと、必要なものがどんどんと変わってくると思います。 

 私事ごとではありますけれども、今、腰を痛めておりまして、土曜日からほとんど自

分できちんとした生活ができない状況です。当然、我が家もそんなバリアフリーだとか

手すりがついている状況じゃありませんので、お風呂に入ることさえ、着替えることさ

え難儀いたします。トイレに行くにも段差があります。 

 そうしたときに、地域包括ケアというのは高齢者を想定したものではないんですよね。

当然、国は高齢化社会に向けてということで考えてきたと思うんですけども、住み慣れ



た町で最後まで暮らすというのが地域包括ケアでありまして、当然、明日は我が身です。

私のように腰を痛めたりですとか、何か障がいを持ってしまいますと、当然、建てた当

時の想定とは違う環境が必要になっていまいります。 

 そうしたときに、その都度その都度の補助金ではなくて、家を建てるというのは基本

的には若い世代だと思うんですよ。そのときに子育ての感覚も当然大事ですけれども、

じゃ、年を取ったらこういったものが必要なんだ、今は段差、階段がいいかもしれませ

ん。なので、階段をつけました。おしゃれなものがいいということで、デザインをきれ

いにした。それもいいかもしれませんが、もしも明日から階段が上れなくなったとき、

お風呂に一人で入れなくなったとき、そうしたときに改修事業の補助、それが意味ある

ものであれば、使う方も一度立ち止まって考えるんだと思うんです。 

 先ほど御紹介した経産省や国交省が出している補助金、これはゼロカーボンシティと

いうことで、二酸化炭素を意識したものではありますけれども、一方で、津和野町では

地域包括ケアを推進して、住み慣れた町津和野町から人がいなくならないように、最後

までこの津和野町で住み続けられるようにという施策を打っているはずなんです。 

 しかし、住宅を建てるっていったときには、当然担当課がありますから、つわの暮ら

し推進課さんがいろいろ考えられて、補助事業を決められているんだと思うんですけど

も、そのときに、この５０万円という補助金は何なのかといったときに、当然、町の単

独事業です。お金がないからしょうがないかもしれませんが、何に使ってもいいよとい

う補助金だと思うんですよ。 

 そうしたときに、ただの補助金、ただの補助金といいますか、もう５０万円何でも使

っていいんですが、意味がなくなってしまうんですよ。じゃ、経産省はどういった補助

金をつけているかというと、じゃ断熱効果があるものをつくってくださいですとか給湯

器、子どものエコ住まいだとか、いろんなそういった意味があるものを使っているんで

す。 

 補助金は、使えるんだったら使ったほうがいいよねという考え方になると思いますの

で、そうしたときに、今は必要はないかもしれないけれども、こういったバリアフリー

をつけたらどうかとか、こういった断熱効果があるものをつけたらどうかとか、そうい

った話になってくるんですよ。 

 事業者の方からお伺いしますと、やはり高齢者の方でも暖房がついていないお宅があ

るそうです。もう、ひとり暮らしされていて、電気代がかかるから暖房をつけないとか、

こたつも寒いけどつけないとか、当時のものを使っていれば当然電気代も高くなります。

収入も少ないでしょうから、つけることも難しいかもしれません。それで今、問題にな

っているのが、その方々が津和野町から出ていく、そういった話だと思うんですよ。 

 前段の議員のシェアハウスの話も、結局は自分の家に住めないから、誰かと一緒に住

まないといけないからという発想になっております。それ以前に、家を建てる段階から、



津和野町に最後まで住んでいただく、そういった施策を打たないといけないと思うんで

す。 

 様々な視点がありますので、一つの課で考えていくというのは難しいかもしれません

けれども、例えば、この新たに設置される補助金、つわの住まいる応援事業補助金、こ

れが使いやすい補助金だったらいいのかもしれませんけれども、それでも、いろんな予

算があると思います。組み合わせてこういったものをつくれば、こういった補助金が使

えるんだと提案していただけると、恐らく町民の方も、今は必要はないかもしれないけ

れども、これがあったら後々便利だなというふうになるのかなと私は思うんですよ。そ

れが津和野町独自の施策ができないかというところなんですけれども、この点について、

まずは所見をお伺いをいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  いろいろなライフステージに沿った目的の

ある補助事業の創設ができないかというような御質問かと思います。 

 先ほど申し上げました、町長が申し上げましたつわの住まいる応援事業は、基本的に

は子育て世代を対象としました新築でも改築でもできるような補助事業にしようとし

て、今、検討中ではあります。補助事業の額としたらそんなに大きくはならないと思っ

ているんですけども、なるべく、今、議員おっしゃったように、津和野町で長く暮らせ

る環境、しかも、やっぱり、おっしゃるように、家を改修したり新築したりするのはど

うしても若い世代が多いという事情がございますので、そうした方々への支援になれば

なということであります。 

 空き家を改修する事業は、今、三本ほど柱がございますが、自分で自ら家を造るだと

か、自分の家を自ら改修する事業も今後拡充させていきたいというふうに考えておりま

す。 

 今、それと、いろいろ経産省の事業、それから各種国庫事業、それから県単事業もい

ろいろあるのは承知しておりますが、うまく関係各課で連携を取って、より効率的でよ

り使いやすい補助事業を望んでいらっしゃるということでございましょうから、この点

につきましては、これはすぐ、ちょっといいものが出来上がるかといいますと、ちょっ

と、なかなか今すぐとは申し上げられにくいんですが、今後、そうした要望の中で新し

い事業を創設する際には、横の連携も取りながら考えてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  事業実施者の意向に沿った形というのが、改修とい

うのが当然あると思います。それは住宅を建設される事業者もしくは所有者の方が考え

られるんだと思うんですけども、当然そこは、スタートはそこだと思うんです。 

 ただ、津和野町がその補助をするメニューをうまく使い分けることによって、事業実

施者もそれは考えていくと思います。 



 そして、この住み慣れた町に住んでいくという改修も実現していくと思いますので、

ぜひ、新築にしても既存住宅の改修にしても、今後使いやすいメニューということでは

なくて、津和野町がどういう住宅を造っていくんだ、今後どうしたまちづくりをしてい

くんだ、それが反映していただければなと思っております。 

 それと、今度は事業実施者といいますか、民間賃貸住宅建設（改修）支援事業につい

てでありますけれども、これが５分の４補助で上限７２０万円ということで、ものすご

くいい金額がついております。これも、今、空き家バンクたくさん登録されております

が、先般、津和野町議会広聴会の中の御意見で、移住の方の目線がないんだという御意

見がありました。これまた、後に委員会のほうで調査されると思いますけれども、やは

りこの７２０万円の補助があって改修ができるというのは、５０万円に比べたら相当な

改修ができると思うんです。 

 ただ、これ、住むのが決まってからといいますか、もう明らかに、もうこの家が賃貸

住宅として利用されるんだというところになってから改修になるのかなと思うんです

けれども、今の空き家バンクのものを見ていますと、たとえ、その後そういう事業があ

ったにしても、この家に住みたいとは思わないと思うんですね。この補助制度の仕組み

といいますか、現在は、事業者がやるか、所有者がやるかということになると思うんで

すが、改修をしなければ補助金もらえないといいますか、もう鶏が先か卵が先かという

ところになると思うんですが、先に改修をしてしまってからの募集でも十分いいと思う

んです。これだけの空き家が６１９件ですか、６１９件の空き家がこれからもどんどん

増えていくと思うんですよ。 

 そうしたときに、先ほど申し上げた視点で、地域包括ケアの視点ですとか、地元産材

を使った視点、それから、エネルギーに関する視点ですとか、様々な視点の住宅を建て

て、こういった施工の住宅に住みたいんだという方々に来ていただくというのも一つの

手ではないかなと。 

 このままずっと民間の事業者が改修していくのを待っていましたら、民間の事業者も

空き家ばっかり改修していって、いつ貸してくれるのか分からないという状況になると

思うんですよ。当然、持ち家の方が貸すためにどんどん改修していただくというのが一

番ですけども、なかなかそういうふうにはならないと思うんです。 

 地元にいる方が声かけていただいて、遠くにいらっしゃる所有者の方にそうやって声

かけていただければ一番ベストですが、今、現実そういうふうにはいかないと思うんで

すよ。じゃ、誰が借金背負って建て替えているかというと事業者ですよね。そうすると、

事業者もパンクしちゃうんじゃないかなと思うんです。これ、ものすごくいい制度だと

思いますので、きちんと改修して、きちんと元が取れれば、事業者も無理なくいけると

思います。この辺の制度の検討もしていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  先ほどの民間賃貸住宅建設（改修）支援事

業ですが、例えば、昨年度３件実績がございました。そうしますと、そのうち２件は入

居者が決まっていたんですけど、１件は抽せんになったんですけども、やっぱり６組の

方が抽せんに来られて、全員町内の方でございました。 

 議員おっしゃるように、高齢者と一緒に住んでいらっしゃる世帯の方、それから、子

どもさんがいらっしゃって大きくなって新しく家を探していらっしゃる方、もしくは、

子どもがお生まれになる予定で新しく家を探していらっしゃると、いろいろなライフス

テージにいらっしゃる方がいらっしゃる。 

 そういう意味でいうと、ここ、なぜ、そういう人気があるかといいますと、やっぱり

高い補助率で事業費も高いので、キッチン、トイレ、風呂、水回りが全部新しくなりま

す。プラス下水道等の、やっぱり接続、それから、これ、県の補助事業のメニューでご

ざいますので、耐震構造もなけんにゃ駄目だというような縛りがあるので、いいものが

できます。そうすると、やっぱり入居者が増えてくるというようなことになってまいり

ます。 

 ましてや、家賃設定も３万円以下というような状況でもありますので、入居するほう

も造った事業者も両方ウィン・ウィンのような関係の事業ということでスタートしたわ

けでありまして、こういうのをやっぱり続けていきたいとは思っております。 

 ただ、おっしゃるように、民間の事業者の方々が持続可能な方々と回せるような事業

として定着させていかなければいけませんので、これの事業の拡充ですとか、それから

予算の規模に関しましては、今、県等にもやっぱり増額の要望をしておるところです。 

 津和野町では、今年度は６件の申請を受け付けておりますが、来年度も引き続き、ち

ょっとやってまいりたいと考えておりますし、ましてや、おっしゃるように６１９件の

空き家がありますので、ある程度早いスピードで、そうした空き家改修も直していかな

いと、定住施策等にも生きてまいりませんので、そのことに関しましては、県とか国等

には今後も要望を続けてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  最後に、地元業者の活用ということで、当然、津和

野町内業者が施工されるんだとは思うんですけれども、循環する仕組みといいますか、

例えば補助をする、いろんな補助のやり方はあると思うんですけども、よく津和野町が

やるのが、こだま商品券を使って経済を流通させるというのがあると思います。そうい

ったように、津和野に家を建てる段階で、津和野町の業者を使っていかなければ、たと

え元請が津和野町であっても、その下に入ってくる業者さんが町内の業者さんじゃなけ

れば、どんどん津和野町外にお金が出ていくわけなんですね。 

 当然、地元産材というのはそうなんですけども、じゃ、その使えるもの、使える資材、

使える部品とかいろんな、家具だとかいろんなものがあると思うんですが、できるだけ

津和野の町内の業者を使っていく。町内になければ地域で使っていくといった、そうい



った仕組みも必要だと思ってまいりますので、そのあたりも検討していただければと思

います。 

 そして、視点ですね、先ほど地域包括ケアの視点と言いました。これ、間違いなく、

今、若い世代が建てても、いつかは歳を取っていきます。そうしたときに、僕みたいに

腰を痛めてしまって、お風呂に手すりつけておけばよかったとか、そういったことにな

らないように、ぜひ、明日は我が身ですので、その世代によって必要なものは違うかも

しれませんけれども、住んでいる方は同じ町民です。ずっと住み続けられる住宅施策、

これを町が関与できるところはしっかり関与していただければと思います。 

 町長、最後に所見をお伺いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  地域包括ケアを進めていく上で住宅の整備、その支援という

のは非常に重要なことだというふうに思っております。 

 ただ、私としては、この質問だけを取り上げて言うわけではございません。いろんな

御質問も受けてくる中で、いろんな事業をやっぱりしていかなきゃならないということ

になると、本当に一つ一つ、どう財源を工面をしていくのかというのが、私の心には同

時に宿りますので、今日のお話も聞いておりながら、非常に大事なことながらも、私は

その財源をどう、また、この事業に割り当てていくためを確保していけばいいのかとい

う悩みも同時に浮かび上がるというようなことであります。 

 しかしながら、こうした、今日、午前中の大江議員の御質問も踏まえる中で、やはり

高齢者の方がこの町で安心して住み続けられるというのが、我々今、地域包括ケアの中

で目指そうとしている理想像でもありますので、町としてしっかり財源の区面というこ

ともしながら、できることを考えていきたいというふうに思っております。 

 そうした中で、例えばバリアフリー化であります。ちょっと私が記憶が定かでない中

で、こういう場で曖昧なことはしゃべりにくいところもありますが、例えばバリアフリ

ー化でしたら、今でも県の補助事業があるのではないかなというふうに認識しておりま

すし、それから、地域産材は地域産材を使った場合の補助事業もあるということであり

ます。いろんな国、県も含めて、こうした住宅改修の県独自のそういう県民に関わるイ

コール津和野町民にも関わる、そういう補助事業というものもメニュー用意されている

かと思います。 

 要は、大切なことは、この住宅政策であれば、今、つわの暮らし推進課が、やはりワ

ンストップ窓口というふうに申しますように、いろんな住宅政策に関わる補助事業とい

うものをしっかり把握をして、そして、町民の希望される方、あるいは、地域包括ケア

を進めていく上で町から提案をしていくというところを、まさにワンストップで窓口と

して提案ができる、一つの窓口ということを、我々、町として心がけていくことが大事

かなというふうにも思っておりますので、その辺のところは今後もしっかり我々も勉強

しながら体制を整えてやっていきたいというふうに考えているところであります。 



○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  ほかにもアーティスト・イン・レジデンスのことも

質問させていただきましたけれども、いろいろと、進展はしていないと言いながらも検

討はしていただけるということでございますので、準備、検討、調査、今後も、財源も

含めて進めていただければ幸いだと思っております。 

 では、次の質問に入らせていただきます。 

 伝統文化の継承ということで質問させていただきますが、民族芸能「風流踊」が無形

文化遺産に登録されました。鷺舞もこの「風流踊」に含まれるということで大変誇らし

く喜ばしいことであります。まずもってお祝いを申し上げたいと思います。 

 そしてまた、石見神楽に関してでございますけれども、こちらは神楽をテーマにした

ストーリー「神々や鬼たちが躍動する神話の世界～石見地域で伝承される神楽～」こち

らが２０１９年に日本遺産に認定をされております。 

 そして、盆踊りは県の無形民俗文化財でもあります。 

 そして、鷲原八幡宮で行われております流鏑馬、これは日本に現存する最古の流鏑馬

馬場で行われている大変貴重なものでございます。 

 こういった、津和野町には、これらを含めてその他多くの誇るべき伝統芸能が継承さ

れております。これらの伝統芸能は今後も津和野町の文化として継承されなければいけ

ないんですが、高齢化や団員の不足、会員の不足などで継承が危ぶまれていると言われ

ております。 

 更に、昨今のコロナ禍で神事やイベントなどの自粛によって活動がどんどん縮小して

おります。そして、運営もままならないというふうに聞いております。当然、神事やイ

ベントがないといって、それでお金がかからないというわけではなくて、運営費という

のは常にかかっております。運営費や維持費、こういったものは毎月のように、毎年の

ようにかかっております。 

 ある団体は、所有する運搬用のトラック、これをもう売却されたそうです。そして、

神楽衣装も、いわゆる民間のネットのフリーマーケットのアプリで衣装を売って、それ

を売って運営費に充てていると、そういった惨状があるようでございます。 

 神事という宗教的な側面もありますけれども、津和野町のこれら伝統芸能は、アフタ

ーコロナの重要な集客のコンテンツでもあります。津和野町としては、これまで、これ

らの伝統文化によって十分恩恵を受けてきたということも事実であると認識しており

ます。 

 過去に議会では、伝統文化団体に対する補助金の少なさを同僚議員が何度も指摘して

おりますけれども、これまでに支援拡充の検討はされてきたのでしょうか。そして、津

和野町の伝統芸能が将来にわたり継承され持続できるよう、町として支援策を検討され

たいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 



○教育長（岩本 要二君）  それでは、伝統文化の継承についてお答えをさせていただ

きます。 

 このたび、津和野弥栄神社の鷺舞がユネスコ無形文化遺産に登録されましたことは、

鷺舞を継承してこられた方々の活動が世界に認められたものとして、本町にとっても大

変喜ばしいことであると考えております。 

 本町では、町内の民俗芸能の保存・継承の支援や、町民の文化意識の向上、地域の文

化振興を目的として、平成２３年に津和野町民俗芸能保存協会が設立され、現在、鷺舞

を含む１６団体が所属をしております。 

 議員御指摘のように、新型コロナウイルスの影響により多くの活動が制限される中、

固定費は変わらず必要になり、今後の団体の継続に支障が出るかもしれないと聞き及ん

でおります。教育委員会では、毎年協会に対し補助金を交付し、その補助金を元に協会

は各団体へ交付金を文化財指定の別や活動割により配分をしておりますが、協会の総会

の中でもその方法についてもそろそろ見直すべきという意見がございましたので、来年

度に向けてその見直しが予定をされております。 

 教育委員会としても予算が限られていることから、国の補助金や民間の助成金を積極

的に利用していただきますよう各団体に引き続き促してまいります。 

 また、これまで学校の授業の一環として、子ども達に町内の民俗芸能に触れていただ

く機会を設けていただいておりますが、このたびのユネスコ登録をきっかけに、民俗芸

能への関心がより一層高まり、将来の担い手として育つよう教育面でも支援をしていき

たいと考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  当然、伝統文化とはいえ、そもそもこの主体となっ

て活動されている方々の自助努力によって活動の維持というのは基本的には行われな

いといけないと思っております。 

 しかしながら、当然、これまでもされてきたと思うんですけれども、このコロナの自

粛というのは、要は自分達で決めたということよりも、ほぼ国がお願いしている状態で

あります。当然、個人や法人に対してはそれなりの経済的な支援というのはあったと思

います。しかし、この伝統芸能に関しては恐らくないんじゃないかなと思うんですよ。 

 それで、この多くの団体が当然イベントを行いませんので、それだけの収入も見込め

ません。その収入というのは、当然、本人達の、いわゆる給与とかそういったものでは

ないのは当然ですし、団体の維持・管理に係ってくるものだと思うんですね。トラック

を持っている団体もまだあると思いますし、衣装だって保管しているところにずっと置

いておくわけにはいかないと思うんですね。当然干さないといけないでしょうし、メン

テナンスもしないといけないでしょうし、様々なところでお金は必要になってくると思

うんです。 



 そういった視点から、自助は恐らくこの３年間ずっとされてきたんだと思うんですが、

この共助、それを超えた公助の部分ですね。当然、先ほど教育長がおっしゃったのは、

これは通年の、いわゆる補助金だと思うんですけども、それは当然、これからも必要だ

と思います。よりも、このコロナ禍における、この活動を自粛をしてきた団体に対して

も、幾ら出せという話ではありません。まず、ヒアリングしていただいて、どれぐらい

大変なのか、まず、この神楽衣装を売って運営費に充てるというのが、これ、本当に正

しい伝統芸能の継承なんでしょうか。 

 これまで、津和野町のお願いでいろんなところに演じに行くんですよ。トラックに乗

って東京にも行っているはずですよ。いろんなところに行ってきたものを、コロナの自

粛によって運営費が賄えないからといって、トラックを売って、それを運営費に充てて

いるんですよ。これ、継承できないと思います。 

 ですので、当然、通年の補助金というのは、当然もう一度拡充の考え方、いろんな計

算の仕方あると思いますけれども、このコロナの自粛によって、この津和野町の伝統芸

能にどれだけの影響が出たか、当然、鷺舞がこの無形文化財に登録された、これはすば

らしいことですが、それでもコロナで人々がまだ行き来する段階にはないかもしれませ

ん。そうしたときに、この鷺舞が登録されたはいいが継承されるのが難しいとなったら、

これは大変ゆゆしき問題だと思うんです。 

 そういった点から、この伝統芸能の保存、この支援というのは難しいかもしれません

けれども、いま一度検討していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  議員のほうから、こういった伝統芸能に対する支援という

ところでの御質問を頂いております。 

 先ほど答弁をさせていただいておりますけども、津和野町の民俗芸能保存協会という

組織がございまして、その中に鷺舞を含む１６団体が加盟をしておる中で、それぞれの

活動をしていただいておるところでございます。 

 補助金等につきましては、先ほど私の答弁の中で、固定費が当然かかってくるという

ふうなことでございますし、また、そういった各団体の衣装あるいは用具等につきまし

ては、国の地域文化遺産活性化事業というふうなこともございまして、そういったもの

が活用できると。 

 また、後継者育成の観点からも、そういった研修費に係る旅費等もそういった事業の

中で補助金が出るというふうに聞いておるところでございます。 

 ただ、今、議員のほうから、固定費的な部分での支援というところでございますけど

も、町としても今、毎年、その協会に対して補助金を交付をしてきております。そうい

った補助金とはまた別にということであろうかと思いますけども、また協会も、そうい

った民俗協会もございますので、そういった協会と相談させていただきながら、今後の

ことにつきましては検討させていただきたいというふうに思います。 



○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  ぜひ、この津和野町の伝統芸能の火が消えないよう

にいろいろお話をしていただいて、できる限りの支援をしていただけたらと思っており

ます。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、１１番、川田剛議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（草田 吉丸君）  ここで１時５０分まで休憩とします。 

午後１時 41分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 50分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序５、１番、道信俊昭議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  道信です。今日は、津和野が、旧津和野になりますけ

ども、観光が復活しそうだなという兆候が出てきたというところから話を始めるわけで

すが、今日のコンセプトというのは、津和野観光復活の２本の道というのは、これは、

２本の道というのは具体的に書いたわけですけども、２本の道だけではなくて、この春、

コロナ系が徐々に始まって家族連れが増えだした。いや、これまで、この二、三年とい

うよりか、昭和５６年が津和野の観光のピークですから、ここから、だだ下がりに下が

ってきた。で、やっと兆候が出てきたなというところから感じたところから私の今日の

質問を始めていきたいんですけども。 

 昭和４６年、この年というのは、私はまだ大学生でしたし、津和野のことなんか周囲

の人は誰も知りません。その後に、旅行代理店に入って、京都で旅行代理店にいたわけ

ですけど、そのときも誰もほぼ津和野のことを知らなかった。そのときに、昭和４６年

のとき、作家の五木寛之氏がエッセイ集で津和野を紹介したんです。津和野が全国デビ

ューをするきっかけとなったのが、このときのエッセイ集なんですけども、それには、

その内容を少し読んでみますと、「山口から気持ちのいい道路を飛ばした。山間のカー

ブを抜けると突然目の下に津和野の町がぽっかりと姿を現す。私はこの小さな美しい町

のそんな登場が好きだ」、このように書いているんですね。 

 今から５０年前、誰も知らなかったところに、この一つのエッセイが出てきて、そし

て、昭和５６年に津和野が全国に知られ始めました。これは、私、しっかり覚えており

ますので、このときの状態を考えたときに、それから津和野はうなぎ登りに観光地とな

っていったんですけども、この美しい光景というものをせっかく全国デビューのきっか

けにしてもらったにもかかわらず、今は、青野山の眼下を走る国道９号線のほとんどは

雑木に覆われています。お店で言えば、店のショーウインドウにカーテンを引いている

ようなものだと。そのような例えができるような今の津和野の状態です。 



 再び、あの五木寛之さんが津和野を絶賛したあの形を世の中にアピールしてみません

かというのが今日の私の一番大きな題目です。やっぱり、ぽっかりと浮かんだ津和野の

町というのは、私達は津和野におるから当たり前だというふうに思っているんですけど

も、私の経験からしたら、湯布院なんかがそれに当たるんだなというふうに、阿蘇山を

ずっと上がっていったときに、湯布院の町が下にぽかっと見えるという、こういう美し

い風景が湯布院を世の中にも出しましたし、それと、私は旅行代理店におった関係上、

世界をうろうろしてみたんですけども、規模は全然違うんですけども、スイスの町並み

というのはだいたいそんな感じですよね。ですから、それだけの魅力を持っているとい

うふうに思っております。 

 それと、９号線のことですけども、それともう一つの道、二つの道というもう一つの

道のことですけども、青野山の自然歩道がありますよね。あそこはめったに通らないん

ですけども、そこの場所というのは、正面に城山が真正面に見えますね。本当、真正面

に見えます。その風景もきれいなんですけども、そこまでかなり、町から距離はありま

すよ、相当な距離。そこに立ち止まったときに、音がすごいなという感じがしたんです。

前、昔行ったときも感じたんですけど、この前行ってみて、改めてその音というのが非

常に魅力的なものだなということに気がつきました。音がきれいだということよりも、

不思議な感覚に陥るという、こういう表現がいいんじゃないかなというんですけども、

例えば、下駄の音、カランコロンという音、あるいは、おばさんとおばさんがこうペチ

ャペチャおしゃべりをしているような音、声、こういうものがもう本当に、そのそばで

なされているんじゃないかなという、そんな不思議な思いをするというのがここの場所

なんです。観光スポットとして、この二つの道というのを、これは、私の最初に言った

津和野観光復活への二つの道というふうになるわけですけども、これをもう一度再発見

をしてみたらいかがでしょうかということで、よろしくお願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１番、道信議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 津和野観光復活の二つの道でございます。 

 国道９号線からの町を見渡す聴望地は、樹木の成長等により、当時と比較してもかな

り少なくなっている状況です。 

 津和野町景観計画の中において、景観の形成に関する方針として、「青野山・城山等

の象徴的景観の見通しを保全する」との記述があります。同様に景観計画区域における

行為の制限に関する事項として、「周辺の景観に配慮し、皆伐や大規模な木竹の伐採は

避ける」という記述もありますが、町の環境整備計画としては策定されておりません。 

 現在、木竹伐採の課題としては、その所在地の多くが民地であるため、対象樹木の所

有者の把握を行うために土地の境界調査や、伐採への御理解を得るための所有者への説

明が必要になってきます。 



 そのことに合わせ、場所によっては、急斜面が多く、伐採後崩壊のおそれがある箇所

もあるため、総合的な判断も必要とされます。 

 町では、今年度までの取組として、景観疎外建物を除却し、新たに見晴らし広場を整

備しているところです。この事業により、津和野城下町地区から青野山を含めた眺望と、

国道９号線からの市街を見渡せる眺望の改善が期待できます。 

 今後は、一度に大規模に眺望を確保することは、先述の課題もあるため、難しい状況

の中、小規模であってもより効果的な演出ができる場所を選定し、農林課及び関係機関

とも連携をして具体的に進めてまいりたいと考えます。 

 次に、青野山の自然歩道ですが、この歩道は、自然の中を自分の足でゆっくり歩いて

豊かな自然の営みに触れ、歴史や文化遺産を訪ねることにより、心身の休養と自然やふ

るさとへの理解を深めるためにつくられたものであります。町では、この中国自然歩道

を含む青野山が、令和元年１０月１６日に国の天然記念物に認定され、これを受けて、

令和５年度に向けて、津和野町保存活用計画を策定しているところです。今後その計画

を通して、観光スポットとしてのこの道の活用を考えてまいりたいと思っております。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  ９号線から見た川との間ですよね。これ、私ら子ども

の頃というのは、高崩の上のなんか狭いところだなという印象しかなかったんですけど

も、あそこが主水畑ということで、かつて畑がずっとあって、江戸時代の津和野藩の経

済を押し上げていた貴重な場所だということを知識としては知っていましたけど、この

前、総務経済常任委員会の調査であそこを歩いてみて、この狭い空間の中にいろんなも

のが詰まっているんだなというふうにつくづく感じました。 

 もう一つ、これは私事ですけども、病院の待合室、ちょうど内科のところから外を見

たときに、ちょうどあの上が主水畑になるんでしょうが、あそこがきれいだったらいい

のにねという話を、あそこに待合室で一緒におられる方といろいろ話をしているんです

けども、あの空間というのは、なんか不思議な空間だなという感じがしておりまして、

以前に、国民宿舎ですけども、障害福祉関係の方がそこを使って、夢の何とか社じゃな

かったかな、そういうものであそこを活性化したいんだということもありました。 

 もう一つは、こういう話を町民の方としていたら、ここに２０年前ぐらいに、私はあ

そこの開発の図面とか提言書みたいなものを、町民の方ですよ、一町民の方が、これを

私に見せてくれまして、私達、本気であそこのことを考えていたんですよというふうに

言われたんですよ。 

 ですから、あそこの場所が何とかもう一度、江戸時代の経済を押し上げたと同じよう

に、今から津和野の経済を押し上げるための大きな起爆剤になる可能性があるんじゃな

いかなということで、私達と一緒にちょっと歩いてもらった両課長、ちょっと数、あま

り、私、課長に当てることないんですけども、両課長に感想みたいなもの、私が今言う

たようなことに対してのですね、別に、ここをこうするんだとか、ああするんだとかと



いうことじゃなくて、あそこの位置づけみたいなもの、どのように感じられたかという

のを、いきなりですけども、ちょっと感想を述べていただきたいなと思いますが。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  それでは、まず私のほうから感想ということでお話

ししたいと思います。 

 総務経済常任委員会のほうで、議員と一緒に現地のほうを見させていただきました。

確かに、私も小さい頃は知らないところなんですけど、２０年、３０年すると、木も１

０メートル、２０メートル伸びるというふうに聞いております。 

 そういう中で、それぞれの眺望箇所があって、その一つとして、今、議員御指摘の主

水畑というところがあるというふうに思います。主水畑の価値自体は、ちょっと私のほ

うでは分からないところでございますけど、９号線から、もし、仮に主水畑の段々畑、

棚田が見えると、江戸時代のときには、そういう主水畑が広がっていた、昔はそういう

景色があったというところを聞きますと、そういう風景も、今、きちんと整備すれば出

てくるのかなというふうに感じたところでございます。 

 ただ、今、見ていくと、まだまだ雑木の木も大きくて、そう昔を彷彿させるような場

所ではないかなというふうに感じておりまして、これ、当時のままにするのには、かな

り時間と労力と予算といいますか、そういったものが必要になるのかなというふうなの

を感じたところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（小藤 信行君）  以前、総務経済常任委員会の中で、私、参加して上がら

させてもらって、私、津和野町出身でありますが、ちょっと主水畑というのをあまり知

っていなかったというところでございます。 

 そして、以前、小さい頃、あの辺でちょっと遊んだ記憶もないんで、どのぐらい今の

状態になったとかというところでございますが、上がったときに、上から見たときには、

やはり上のほう、かなり雑草が生えている状況でございます。農林課という立場であれ

ば、荒廃農地というところになってくるのかなと思っております。 

 ただ、今、商工観光課長がおっしゃいましたように、なかなか整備するときにはどう

いった事業があるのかとか、また、補助金の金額とかというのがございます。 

 ただ、今の上から見た景観はあまりよろしくないというのは私の認識ではあります。 

 ただ、病院サイドから、以前、昔、人が畑やっているんで上がったことがありますが、

下のほうはあらかた、まだ見れるのかなというところでございます。 

 今、荒れているところをいかにするというところもございますが、今、耕作している

ところをいかに持続していくかということも今後の課題になってくるのかなというこ

とを思った所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 



○議員（１番 道信 俊昭君）  今は開発とか伐採とかというかなり現実的な話になっ

たんですけど、私が、そこを委員長として、やっぱり組み立てようかなと思ったのは、

やっぱり主水畑というそのことの歴史の重さというのが非常に感銘を受けたわけなん

です。 

 だから、そこを、物語をつくっていくと。だから、物語が前提な上で、あそこをどう

開発していくかという形にしないと、ただ単に、木を切ってよく見えますじゃ、これ、

全然絵にならないんで、やっぱり物語が必要だなというときに、今の主水畑というのは、

主水という文字も非常に響きもいいですし、そこを物語の中心に据えておいてというこ

とでいくと、また、五木寛之氏が見た光景とは違った形で、あそこを観光客の方が通ら

れるんじゃないかなということなんですけども、これは教育関係、もともと教育委員会

にちょっと振ってみたんですけれども、突然ですけども、そのあたり、いかがです。や

っぱり教育委員会が今の私の物語の中心におってもらわないといかんなと思うんです

けども、ちょっと感想があったら、よろしくお願いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  突然の御質問でございまして、実のところ、ちょっと、ど

ういうふうにお答えすればいいのかなと、今、思っておりますけども。 

 確かに主水畑ということで、以前、議員さんのほうから、その歴史的な背景について

教えてほしいということでお話がありまして、うちのほうの文化財の担当のほうから御

説明をさせて、文化財担当と言いますか、資料としてお渡しをさせていただいたという

ふうに思っております。 

 今、議員さんのほうから、９号線というところの眺望というところでございますけど

も、ここの答弁書に書いてありますけど、やはり景観計画というふうなものもございま

すし、そういった中での行為の制限というのもあるというふうに思っておりますので、

そういった計画を踏まえた中で、いろいろと今後検討していく必要があるのかなという

ふうに思っております。 

 私の主水畑に対するイメージは棚田というイメージを、私は強く持っておりました。 

 すいません、お答えになっているかどうか分かりませんが、以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  いや、突然すみませんね、びっくりしたでしょうけど。 

 何でかというと、やっぱり、この開発というか、いろんなことをやっていく中心にお

ってもらわんと困るんですよ。やっぱり、私が何か見ように、物語の中心という、この

物語というのは形じゃないですから、これを物語の中心に、やっぱり教育委員会がおっ

てもらわないといけないなというのが、もうつくづく感じますので、ぜひ、今の観光課

それから農林課以上に教育委員会が音頭を取ってやっていただけるような形、体制を取

れば、この事業というものも前に進んでいくんじゃないかなというふうにつくづく思い

ますんで、そのときは、ぜひよろしくお願いいたします。 



 それでは、次に行きます。 

 これは、先日の議会で町長は旧統一教会との関係を発表されました。それで、突然出

てきたので私もびっくりしたんですけども、その後に新聞紙上でバタバタっと出てまい

りましたが、こうやって皆さんの前でもう一度、そのときの内容をお尋ねしたいなとい

うことと、あのときに、最後に、これをどのようにしていくかということは現在準備中

であるというふうに言われましたんで、あれからひと月以上たっていますが、その後ど

のようになりましたでしょうかということをお尋ねします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、旧統一教会との関係についてお答えをさせていた

だきます。 

 １１月７日に開催された臨時議会終了後、私と旧統一教会関連団体との関係について

報告をさせていただきました。そのときの内容についての御質問でございますので、回

答をさせていただきます。 

 本年３月１９日、益田市内の会場で開催された旧統一教会の関連団体と言われている

平和大使協議会の会合に御案内を頂きました。どのような団体か調べてみましたが、当

時は現在問題視されているようなことは分からず、特に問題のある会ではないとの認識

を持ち、出席をいたしました。 

 当日、会合に出席をいたしましたら、平和大使という役に任命するとのことで、任命

状が用意されておりました。事前に平和大使への任命については聞いておりませんでし

たが、当時は問題のない会との認識の中で出席しており、その場でお断りするのも角が

立つとの思いの下、そのままお受けして帰りました。 

 以上が、私と旧統一教会関連団体との関係と経過です。 

 なお、会合への出席はその一度限りで、その後、平和大使としての具体的な活動を行

った事実はありません。 

 このたび、安倍総理の銃撃事件をきっかけとして、旧統一教会の問題が明るみになる

とともに、当宗教団体のみならず関連団体と政治家の関係にも倫理上の問題が問われる

状況となり、私の関係を議会に報告させていただいた次第です。 

 なお、平和大使の役については、当日頂いた任命状を返却し、既に返上しております。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  前回は議員だけだったんで、その範囲でしか言葉を聞

くことはできませんでしたが、今回こうやって、テレビの前、これからテレビ映ってい

きますんで、町長の今の考え方をこうやって町民の皆さんが直接に知るということにな

りました。 

 この問題に関して、私がその後、どうとかこうとかというのは、私はそれだけ、これ

に関して知っているわけではございませんし、一応こういう形で発表をしていただくよ



うにということで、私の質問はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、１番、道信俊昭議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（草田 吉丸君）  ここで２時３０分まで休憩とします。 

午後２時 16分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 30分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序６、４番、米澤宕文議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  議席番号４番、米澤宕文でございます。通告に従い、

質問をいたします。 

 まず、伝統的建造物群保存地区ということで、伝統的建造物群保存地区内の町施設「町

屋ステイ上新丁」のろうそく塀についてであります。 

 ろうそく塀と言いますのは、昔のろうそくのように、下から上に湾曲状で上がってい

る昔のろうそくのことであります。それと似ていることから、ろうそく塀と言うそうで

ございます。 

 津和野町後田地区の一部が平成２５年８月７日の国の伝統的建造物群保存地区に選

定されました。重要伝統的建造物群保存地区に指定されているのは、殿町通り、本町通

り、祇園丁通り、新町通り、万丁通り、それと、それらに交差する通りが含まれるとあ

ります。 

 選定地区内の上新丁通りの町施設「町屋ステイ上新丁」が平成２８年６月３０日に改

築が完了し、宿泊業が開始され、現在に至っております。昨年、私の知人が東京から、

女性ですが３人ここに宿泊され、すごく満足されて帰っておられます。 

 この新丁通りですが、選定地区内の新丁通り、上新丁ですが、延長１００メートルも

の赤土色のろうそく塀が実現するのはここだけであります。 

 町施設「町屋ステイ上新丁」の塀１０メートルは白のしっくい塗、周辺の塀の色は昔

ながらの赤土色であります。 

 重要伝統的建造物群保存地区内の建築物や工作物などの改修、改築は厳しい規制を受

けると聞いております。 

 町施設がこのような改修──修景と書いておりますが──では、日本遺産同様、取消

審議の憂き目に遭うのではないかと危惧をいたします。 

 「町屋ステイ上新丁」の白いしっくい塗の壁を、周辺の赤土色のろうそく塀と調和さ

せるべきではないでしょうか。 

 津和野伝統的建造物群保存地区修景デザインガイドに、保存地区としてそれぞれの通

りの歴史的風地に調和するよう、町並みを維持・管理していく必要があります。町並み



は建築物、工作物、環境物件などを重ね合わせて構成されております。これは、それの

みにあらず、保存地区内にある全てのものに配慮は必要であると、この修景デザインガ

イドに書いてあります。 

 周辺のろうそく塀は風化が激しく、度々崩れて落ちております。補助金制度が活用可

能であれば、町並み保存のため、併せて修理するべきではないかと思いますが、もちろ

ん所有者の方に補助金制度の説明をして、御理解と御協力を頂くべきと思っております

が、いかがでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、４番、米澤議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 伝統的建造物群保存地区についてであります。 

 津和野町の伝統的建造物群保存地区は、平成２５年に選定されて以降、国・県の補助

事業を利用するなどして、現在まで津和野町後田地区において、多くの伝統的建造物の

修理等が実施されているところです。 

 区域内においては、建築物等の新築、増築、改築、移転または除去する場合や、その

外観を変更する場合に、津和野町伝統的建造物群保存地区保存条例に基づいて、現状変

更行為許可申請書を提出する必要があります。 

 御指摘のありました「町屋ステイ上新丁」のろうそく塀につきましては、痛みがある

状況でしたので、まちなか再生総合事業を活用して修理を行っていますが、修理前から

しっくい塗であったため、現状変更には当たらず、条例上の取扱いでは、外観を変更せ

ずに現状と同じ外観で修理する場合として、申請書の提出は必要がないとしております。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、この地区内には貴重なろうそく塀があり、全体

的な色調との調和の必要性も感じているところであります。 

 現在、「町屋ステイ上新丁」周辺のろうそく塀は風化が進んでいる状況であり、ろう

そく塀の修理等のタイミングで、所有者の御理解を頂きながら、周辺のろうそく塀と調

和する土色への現状変更を行うことも検討する必要があると考えます。 

 今後も、津和野町伝統的建造物群保存地区保存審議会を中心に、残すべき佇まいをし

っかりと検証し、所有者に保存地区の御理解を頂きつつ、関係機関と連携をして進めて

まいりたいと考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  この町屋ステイのしっくい壁は、「町屋ステイ上新丁」

の所在を明らかにするために、この白のしっくいにしたのではないかと私は思っており

ます。これが周りと一緒だったらほとんど目立ちませんが、「町屋ステイ上新丁」改築

以前のろうそく塀は赤土色であったと、付近の住民の方から聞いております。 

 写真資料上段の右側ですが、「町屋ステイ上新丁」の塀の右側、薄い茶色になってお

ります。ちょっと目立たんですが、これは、ちょっと塗ったというか、もともとこんな



色だったみたいな、私は見てから感じたんですが、これは所有者か、どういうことか分

かりませんが、周りの色と調和するために行われたものではないかと思っております。

このようなことでは、保存地区内の改築など指導で支障を来さないかと思います。 

 例えばの話として、殿町通り、これもろうそく塀であります、白のしっくい塗であり

ます。なまこ塀とも言われます。 

 この通りの殿町通りの中に、一部１０メートル、赤のろうそく塀が出現すると全く面

白くない状態、これと同じような状態と思いますが、この答弁の中にも検討されるとあ

りますので、ぜひとも同じ色の調和するようにしていただきたいと思います。 

 次ですが、平成２４年、津和野町伝統的建造物群保存条例が制定され、町並みの恒久

的保存と歴史を生かした町づくりの取組が始まっております。先ほど見ました、この伝

統的建造物群保存地区の修景デザインガイドです、これについては、外観を改装する場

合は修理基準に行うと、外観を現状維持または修理することが求められておりますが、

ぜひとも、元どおりとは言いませんが、前塀はやや茶色、全く茶色ではありませんが、

このように、ぜひ推進していただくようお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  町屋ステイの上新丁のほうでございます。こちらの

ほうは、平成２８年の６月に改修が済んでいるというところでございます。 

 改修をする前でございますけど、当時の関係者の方からお聞きしますと、もともとは、

しっくいの壁だったということでございました。その前はどうかと言いますと、これは

土壁かもしれないということで、その辺の検証はまだされていないということでござい

ました。しっくいの壁ではございましたけど、どうもそのしっくいの壁の上に相当、道

路に面している部分ですけど、茶色く色彩というか塗装がされていたようだということ

で、設計士の方が言われたところでございます。 

 その辺りで、この工事について、白いしっくいということで修景をしたというふうに

聞いておるところですけど、周りの壁が土壁で茶色い色となっておりますことで、調和

が取れていないという御指摘でございますが、整備したのが平成２８年ということでご

ざいます。 

 今後、ここの壁がまた修理が必要になってくるとか、周辺の壁も修理が必要になって

くるということがございますが、そういうタイミングを見させていただいて、それに合

わせて、新たにそういう色の仕上げにできればというふうに考えておりますので、その

あたりまでちょっとお待ちいただけたらというふうに思っております。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  壁の外側です、この崩落も激しいので、崩れるまで待

つまでもなく、そろそろいい時期に来ているんではないかと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 次の質問に入ります。 



 避難指示発令時の指定避難所の対応や備蓄物資の確保ということで、避難指示、これ

は高齢者避難指示も合わせますが、このとき避難した住民への対応について質問をしま

す。 

 平成２５年７月２８日の山口、島根激甚災害以降、想定できない、想像がつかない洪

水が全国各地で発生しております。津和野町も最近では９月中旬に台風１４号の豪雨で

避難指示を発令しております。 

 洪水や地震等の災害時の安心確保の備蓄物資数に質問をいたします。 

 まず、毛布、段ボールベッド、アウトドアベッド、アルファ化米、缶詰、缶詰パン、

水、その他あればお願いいたします。これらの品目は、避難所開設時、避難所に保持と

いいますか、いつも運んでおられるのかどうか、食料等は避難者が要望すればいつでも

食べられるのか。 

 次に、災害や感染症、テロなどが発生しても必要な業務が続けられるようにするため、

ＢＣＰ（業務継続計画）は作成されておりますか。 

 以上、質問いたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、避難所の対応、備蓄物資等の確保についてお答え

をさせていただきます。 

 避難所については、公民館を中心に、主にアルファ米やビスケット等の食料やペット

ボトルの水、毛布、備蓄用トイレセットなどの物資を備蓄しております。学校などその

他の避難所への物資の供給については、庁舎に備蓄する物資を職員が輸送することとし

ており、備蓄物資の範囲内で可能な限り、避難者に提供することとしております。 

 議員御質問の物資の備蓄状況につきましては、備蓄用毛布１,３００枚、段ボールベ

ッド３０台、アウトドアベッド（簡易折りたたみベッド）６０台、アルファ米１,９０

０食、缶詰パン２４０食、保存水５００ミリリットル９００本、同２リットル１,５０

０本となっており、缶詰の備蓄はありません。また、このほか、ビスケット６００食、

レトルト御飯２００食、備蓄用トイレセット１万３,０００回分、寝袋１６０個、発電

機２０台、避難所用間仕切り８０台、避難所間仕切り用テント７０台を備蓄しておりま

す。 

 今後も、限られた予算の中ではありますが、物資の備蓄を強化し、災害時の避難生活

等の支援に備えてまいりたいと考えております。 

 次の御質問でありますが、大規模な自然災害等に備え、津和野町業務継続計画を平成

３０年３月に作成しているほか、令和２年４月に、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、津和野町業務継続計画として、新型インフルエンザ等感染症対策編を作成しており、

必要に応じて随時更新することとしております。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 



○議員（４番 米澤 宕文君）  まず最初の質問のうち、食料などは避難者が希望すれ

ば、いつでも食べられるか、この回答がありませんでしたので、再質問をいたします。 

 津和野町の避難所で食事の提供をほとんど聞いたことがありません。平成２５年７月

２８日、山口、島根激甚災害から今年の９月中旬の台風１４号、避難を４回された方は

１回だけ、アルファ化米かおかゆか分かりませんが、それと乾パンをもらったと言って

おられます。今どき、乾パンはもう時代遅れの用品と考えております。備蓄用品にも入

っていないので、乾パンはないとは思いますけれども、これは、昭和の時代に乾パンは

随分聞いたことがあります。 

 食事の提供でないのであれば、避難指示のとき放送等、また、チラシ等でも、食料・

飲料水の持参を発令に合わせ持参しなさいということが必要ではないかと思っており

ます。 

 近隣の市町の避難者の食事は、朝、昼、夕方、大体それぞれの時間に提供すると決め

られております。津和野町でも、避難指示の避難場所で食事の提供の基準を決めておく

必要があるのではないでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  避難所における食事の関係というふうにお受けいた

しますけれども、まず、先ほど町長の答弁の中にございましたとおり、現在、食料とし

て、飲食料系ですね食料、飲み物、水もありますけれども、主にはアルファ米わかめ御

飯、それからアルファ米五目御飯、それから保存用の食パン、それから保存水２リット

ル、５００ミリリットル、それからビスケット、それからレトルト類の御飯等を今、備

蓄をしております。具体的に言えばですね。先ほど、町長さんのほうはザクっと言いま

したけども、細かく言えばそういうところでございます。 

 公民館のほうに、今、常時備蓄しておるものもございます。例えば、避難所を開設し

て、公民館の開設にはその備蓄品を使いますが、例えば、学校とか自治会館とか集会所

とかということになると、やはり役場の倉庫のほうから、そこの担当の職員が２名いま

すけども、２名がそれを持っていくことと、今、しております。 

 食事を食する時間帯はどうなのかということでございますが、それについてまで記載

を具体的には決めておりませんが、もし今後必要であれば、実際に避難されている方と

相談をさせていただきながら、できれば朝と昼と、それから夜あたりに、こうした備蓄

品でございますけれども、提供をさせていただければというふうに思っておるところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  ＢＣＰ、つまり事業継続計画ですが、災害などの緊急

事態発生時損害を最小限に抑え、津和野町の事業の継続や復旧を図ることを目的とする

ＢＣＰであります。この計画の中に、町が高齢者避難、また避難指示発令時、備蓄の配



備等、いろんなベッドも入ります、食料も入りますが、この配備計画は盛り込まれてお

りますか。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  先ほど議員おっしゃられた津和野町の業務継続計画

というものでございます。 

 これ、先ほど町長の答弁にもございましたとおり、津和野町の場合は２種類準備を、

策定をしております。一つは津和野町業務継続計画、それから、それの新型コロナウイ

ルス感染症対策編といった二つについて、今、計画をつくっております。 

 今、更新を随時していますので、つくった当時とはもう随分変わっておりますけれど

も、これはどういったものかと申しますと、基本的に、この業務継続計画といったもの

につきましては、災害時、先ほど議員おっしゃったとおり、災害対応業務、例えば、今、

役場の仕事、通常の我々は業務をしていますけれども、その、今やっている通常の業務

をできるだけ衰退することがなく優先順位をつけながら、Ａランク、Ｂランク、Ｃラン

クというのをつけながら、災害対応というものに当たっていくというものでございます。 

 したがいまして、この中で、例えばですけども、総務財政課の場合で言いますけれど

も、総務財政課の場合、例えば３時間以内に優先度が高い場合、あるいは２４時間以内、

３日以内、１週間以内、１か月以内といったようなところで業務の優先順位をつけてお

ります。それの、総務財政課で一番、３時間以内にしなさいというのは、公印の保管で

ございます。これにつきましては、３時間以内で業務をするといった、災害時ですね、

いったようなことが位置づけられております。 

 そのほか、１日以内でやるのが電子情報、個人情報の保護、情報セキュリティー、選

挙管理委員会といったようなところが１日以内というふうに、その他もろもろございま

すけれども、これは災害編、地震とかのあった場合ですけれども、そういったようなこ

とが盛り込まれておりますのが業務継続計画といったものになります。 

 したがいまして、今の新型コロナウイルスの業務の継続計画につきましては、先ほど

申しました新型インフルエンザ等の感染症対策編のほうに読み替えて、今、利用してお

りますけれども、そういったものが業務継続計画といったものになっております。これ

は全ての業務について位置づけをしております。町の今、我々がやっている業務の中で、

全ての業務についてこれを定めておるものが業務継続計画といったものです。 

 先ほど議員おっしゃるように、例えば、避難所のそういった、どういったようなこと

をするのかというのは、避難所運営マニュアルというものが津和野町はございます。平

成２８年６月につくっておりますけれども、その中に、避難所で提供する生活支援の主

な内容を記しております。これにつきましては、生活場所の提供、水、その他食料の提

供、トイレ、災害情報等々の提供をすることになっております。 



 そういった業務継続計画の中には、そのことについては謳っておりませんが、避難所

運営マニュアルのほうで、このことについては謳っておると、載せておるということに

なっております。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  指定避難所への役場職員の配置は確認しております。

３名から４名の方がおられることは確認しておりますが、段ボールベッド、アウトドア

ベッド、これの持ち込みや設定は見たことがありません。避難所開設には必ずベッドの

設置を併せ実施をするべきではないかと思っております。 

 避難所を今回も２か所見てみたんですが、みんな土間じゃないんですが、畳の上とか

いろんなところ、毛布でごろ寝でございます。年寄りもおられます、身体の不自由の方

もおられます。そして、町内の指定避難所というのは約３０か所あります。段ボールベ

ッドが３０台準備してある、ということは、各避難所に１台ずつしか配備できませんね。

アウトドアベッドも６０台ということは、１か所に２台。お年寄りや身体不自由者の方

のため、全く足りないと思っております。増大をするべきではないでしょうか。 

 吉賀町では、９月の台風１４号の洪水で避難指示を発令し、開設避難所へ段ボールベ

ッド７０台、アウトドアベッド５０台、全部使用されて、特に、段ボールベッドは腰か

けにも利用でき、すごく重宝されたと聞いております。 

 このような状況から、とても津和野町の人口からすると足りないと思いますが、この

件、町長、いかがお考えでしょうか。回答できればお願いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  この防災上の重要な御指摘でもございますので、また、防災

担当とも相談をしながら検討をしていきたいというふうにも思っております。 

 本町としても、今、この防災の避難所の関係におきましては、話がちょっと横道にず

れてもいけませんが、例えば、障がい者の方の専用の、やはり避難所が必要ではないか

とか、それから、今の時代は、ペットと一緒に、やはりペットも家族という観点から避

難をされたいという御要望も頂いているというような状況でございます。そういう対応

をしている自治体もあるということでございます。 

 いろんな面で、この避難所の運営等も含めて、防災の強化ということは常に検討して

いかなければならないというふうにも受け止めているところでもございますので、こう

したこの備蓄の関係につきましても、今日の御指摘も踏まえながら、更に検討し、また

防災力の強化に努めてまいりたいと、そのように考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  益田市では、公民館にベッド等いろんなものは常に配

置していると聞いております。学校等にはなかなか難しいですが、そういうことも考え

に入れられるべきではないかと思います。 



 そして、益田市では、非常食の用意としてスーパーキヌヤとかいろんなスーパーがあ

りますが、ここらと連携して、開店当時は、その店にむすび、おかず、それを注文して

持ってきてもらうそうです。できるだけ備蓄品は使わないように、夜間、朝は使うと思

いますが、そのようなことも考慮に入れるべきではないでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  どうしても、今の備蓄品のこと、食料のことになっ

ていまいりますが、食料につきましても、先ほど答弁の中にもありましたとおり、まだ、

かなりのストックが町のほうに持っているところです。公民館のほうにも幾らか持って

いっているという話もさせていただきましたけれども、基本的には、それを使って、今

の避難者の方には提供させていただくというスタンスで行けばなというふうに思って

おります。 

 それから、先ほど来、食料関係のことをすごく、私のほうから、こういうのがありま

すよということですが、先ほど町長の答弁にもありました、限られた予算の中ではあり

ますけれども、ここ最近では、やはりコロナ対策としての衛生品、それから、ああいう

衛生系のアルコールの消毒だとか、それからハンドソープとか、それから間仕切り等々、

そういったものにも、やはり食料ばかりではなくて、今はそういったものも準備をして

おらなければ、並行してしなければならないというところもございますので、そこらへ

んも踏まえて、今後、備蓄品については、また相談をさせていただきながら準備をした

いというふうに思います。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  吉賀町では、備蓄品の期限切れ前に、フードバンクや

社会福祉会行事、または防災訓練、学校防災学習等で配食した後、補充されているとの

ことですが、津和野町も多分どこかで使われておりますか、期限切れ商品。取りあえず、

それを聞きます。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  大変申し訳ありません。具体的にどこで使っている

かというのは、私も把握はしておりませんが、公民館のほうでイベントをやったときに

幾らか提供したということは耳にはしております。それが賞味期限切れなのか、賞味期

限前なのかというのは分かりませんが、公民館等のイベントで幾らか、たしか子ども達

を対象にしたイベントだったというふうに聞いておるんですけども、そのときに非常食

を提供したというのは聞いておりますが、ごめんなさい、そこまでよく把握をしており

ません。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  先ほど、備蓄物資数を聞きました。例えばアルファ化

米、これは７年間の長期保存ができると謳ってあります。加水・加熱で調理時間は７分、

最短でですが、できるというものであります。 



 缶詰にも有効期間があると思いますが、そして、缶詰パン、これは現在、吉賀町のパ

ン屋さんが柔らかいパンで缶詰を作って販売しております。これは賞味期限５年であり

ます。そのようなものは、いずれ期限が来ますので、そのような活用方法をされると、

町民の方も喜ばれるのではないかと思っております。 

 次に、高齢者避難そして避難指示の指定避難所で、先ほどとちょっとダブりますが、

職員の対応マニュアル、これがないと各所バラバラになると思うんですよ。だから、着

いたらまず、食品があるかどうか、あとは段ボールベッドがあるか、アウトドアベッド

があるか、そして、段ボールベッドは簡単に組み立てられるとは書いてはありますが、

恐らく職員の方は一度もやったことがないと思うんですが、皆さんの、２班ぐらいに分

かれて、段ボールベッドの組み立て方、一応習得しておかれると安心と思うんですが、

そういうことも必要と思います。 

 現在では、恐らく、各避難所での職員の方の対応もかなりばらばらではないかと思っ

ております。２か所見たところでありますが、入り口で受付をされる職員、例えば屋内

で、ちょっと奥のほうで、そこは避難者が一人もおらんかったんですが、待機ちゅうか、

されておられる。なかなか難しい判断です。待機者がおるかおらんか分からんけれども、

それを準備することは重要だと思っております。ということで、マニュアルの対応と対

応策と。 

 次に、ベッドは保管にかさばると聞いております。このベッドの保管場所、現在はど

こにされておりますか。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  避難所の担当の職員の対応といったところが、まず

１点目の質問だというふうに思います。 

 ちょっと、一つ例を挙げてみますと、先般の台風１４号のときに、今、津和野町のほ

うでどのぐらいの避難所を開設したかというところでございますが、最初に自主避難所

として９か所、開けております。その９か所には２名ずつ、三交代で職員がついており

ます。 

 あと、マックスに１１か所、笹山が増えまして、１１か所をマックスで増えておりま

すけれども、今、基本的には２名ずつを基本として、職員を避難所のほうに配置をさせ

ておるところでございます。 

 例えば、避難者が多いとか増えそうだといったところにつきましては、その都度随時、

職員の人数も増やしたりもしとるんですけれども、基本的には２名の職員体制で対応し

ているというところが事実ございます。 

 段ボールベッドの使い方とか、確かに食料も、あるいは、持っていっとるだけでは、

これではいけませんので、やはり、こういったものがあるよというのは避難所の方に広

報、申していかなきゃいけませんし、段ボールベッド、それから、折りたたみ式の簡易

ベッドも何脚か持って行っておるところでございます。 



 それに合わせまして、先ほど申しましたように、コロナ対策のそういった衛生用品等

もケースに入れて持って行っております。それは、必ず総務財政課の危機管理室の職員

がチェックをして持って行っていただくように、取りに来ていただくようにお願いをし

て、避難所に持って行っております。そうした、あるだけでは駄目ですので、確かに職

員のほうにはその辺のことも徹底をしながら、今後は対応していきたいというふうに思

います。 

 ベッドの保管先ですけども、先ほど言ったように、簡易ベッドと言いながら、キャン

プ用のベッドでございまして、このぐらいの大きさのベッドが７０だったかな、たしか

そのぐらいあると、失礼しました６０台ですね。これにつきましては、役場の倉庫のほ

うに普段は備蓄をしておりまして、必要なときには数台ずつ避難所のほうに持って行っ

ておるといったところでございます。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  ベッドの保管場所については、例えば、木部中学校か

ら畑迫小学校、元校舎ですね。あとは、今、日原で言えば、津和野第２庁舎が今、使わ

れておりませんが、そこら辺りでも可能ではないかと思っておりますが。 

 最後に、今どきの集中豪雨は、平成２５年のここの津和野町が受けた激甚災害なんか、

はるかに上回ります。平成２５年の集中豪雨でも、共存病院の前、つまりシルバーリー

フ、特別養護老人、あそこの堤防、あと２０センチで超える、今どきの集中豪雨だと完

全に超えます。 

 そうすると、後田地区、もうすごい数の人が、お年寄りも、日原でも、漁協から下の

堤防より低い地区、ここらでも日原でも安心してはおられませんよ、今。津和野、六日

市が、吉賀町が降った水が全部集まるところですから、そして青原、青原も青原地区の

堤防と国道の間、この間でもすぐ、もう２階ぐらいの、１階の天井ぐらいまですぐ浸か

ります。それだけの人が避難するとなると、もっとお年寄りに優しいベッドですね、ベ

ッドにも２種類もあると思いますが、いま一度御検討されて、この品数じゃ絶対足りま

せん。 

 そういうことをお願いして、一般質問を終わります。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、４番、米澤宕文議員の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会します。御苦労さんでした。 

午後３時 14分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（草田 吉丸君）  おはようございます。引き続いてお出かけをいただきまして

ありがとうございます。 

 ただいまから３日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定により、８番、三浦英治議員、９番、田

中海太郎議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 



○議長（草田 吉丸君）  日程第２、一般質問。 

 昨日に引き続いて、順次発言を許します。発言順序７、１０番、寺戸昌子議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  議席番号１０番、日本共産党の寺戸昌子です。通告

に従いまして４項目質問させていただきます。 

 まず最初に、旧統一教会の問題です。 

 町長は１１月７日の臨時議会の後に、今年３月１９日に旧統一教会の関連団体である

平和大使の任命を受けていたこと、また、平和大使はお返しする準備中と報告されまし

た。 

 日本全国で社会問題となっている反社会的行為が指摘される旧統一教会の問題につ

いてお伺いします。 

 旧統一教会は、霊感商法や集団結婚など社会的に多くの問題を起こし、多くの被害者

を生んできました。信者に対する高額な献金の強要や正体を隠して行う伝道は、裁判で

も違法性が指摘されるなど、私達の平穏な生活を阻害する反社会的集団です。町内でも

過去に被害を受け、大変な苦労をされた方がいます。我が党に対しても、霊感商法等の

被害相談が多数寄せられています。 

 旧統一教会は、政治、行政に対して接近し、市民権を得ようと画策しています。これ

以上の被害を生じさせないために、行政として毅然とした対応を求めます。 

 １、町として今後、旧統一教会及び関連団体と一切の関係を持たないことを求めます。 

 ２、町長や行政が旧統一教会など反社会的な行為等が指摘される団体と関係を持つこ

とが、その団体の信用を高めてしまうことに対する町長の所見をお伺いします。 

 ３、県消費者センターには、旧統一教会による霊感商法等の相談が多数寄せられてい

ます。市町村にも相談窓口があります。県消費者センターや町の窓口などに届いている

霊感商法の相談状況についてお伺いします。 

 ４、霊感商法をはじめ、消費生活相談に対応する消費相談窓口の強化を図るべきと考

えますが、所見をお伺いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆様、おはようございます。それでは、１０番、寺戸議員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 旧統一教会の問題についてでございます。 

 議員御指摘のとおり、１１月７日、議会に対して、過去にあった私と旧統一教会関連

団体の平和大使協議会との関係について報告をいたしました。島根県平和大使協議会は

旧統一教会の信者以外の方も多く参加されており、その団体自体が反社会的行為を行っ

ている事実はないと思っております。私も３月の会合に御案内をいただいたときには、

信者以外の知人の方々が参加しておられることを知り、問題のない会との認識を持ち、

出席をした次第です。 



 しかしながら、現在において旧統一教会の反社会的行為が明るみになっている前提に

おいては、今度は、私が関連団体との関係を持った事実が、旧統一教会の信用を高める

ことになってしまう懸念があることは、御指摘のとおりと受け止めております。私自身

も当時分からなかったこととはいえ、結果責任として、その懸念を一番に心配したため、

反省すべきと受け止め、自ら関係の事実とその経過を公表させていただいた次第です。 

 町と旧統一教会及び関連団体との今後の関係については、現在実施されている国によ

る質問権行使の結果と、その上での判断などを参考にしながら、多岐にわたる関連団体

の把握をはじめ、公共施設の利用や後援名義使用、ＮＰＯ団体登録などの扱いについて

検討をしてまいりたいと思います。 

 旧統一教会全体の反社会的行為が問題となっている一方で、私達の身近なところでの

信者の方々は、誠実に暮らしを送っておられる事実も忘れてはならないと思っておりま

す。一切の関係を持たないとの御指摘ながら、個人の人権に影響が及ぶことがないよう

配慮することは行政の責務でもあり、慎重に検討していかなければならない問題である

ことを御理解いただきたく、他自治体の動向も参考にしながら判断してまいりたいと思

います。 

 次に、島根県消費者センターでの霊感商法等の相談件数は、平成３０年度以降で年度

平均約１０件の相談が寄せられており、令和４年度に関しては１０月末時点で１１件の

相談がありましたが、旧統一教会による霊感商法等の相談が含まれるかは公表されてお

りません。相談内容については、不安をあおられたり開運をうたったりする占いサイト

や祈禱、また、室内装飾品やアクセサリーの購入等となっております。 

 当町における霊感商法等の相談件数については、平成３０年度以降において相談はな

い状況です。 

 次に、現在、消費相談窓口については、税務住民課総合窓口係が担っており、広報や

チラシによる啓発はもとより、公民館まつり等で町民の皆さんへの啓発活動を行ってい

るところです。 

 今後も消費者被害の未然防止の観点から積極的な啓発活動を行うとともに、町民から

の消費生活相談には、引き続き真摯に向き合ってまいりたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  町長のお答えの中で、個人の人権を侵害するような

ことがあってはいけないというお答えをいただいたのですが、これはもちろん本当に重

要なことで、個人の方の人権を侵害するようなことがあってはならない、尊重を必ずし

なければならないと思います。私が今日、町長にお聞きしているのは、個人の方の話で

はなく、団体の方のことなので、ちょっとその辺、私の質問の仕方が悪かったのかなと

思います。一切の関係を持たないということを、行政として、町長として団体との関係

を持たないでいただきたいという質問なんですが、お答えの中に他自治体の動向も参考

にしながら判断してまいりたいと思いますということで、他自治体の動向をお知りにな



りたいと思いましたので、島根県の県議会で我が党の県議が知事に質問をしているんで

すが、その中で一部を抜粋して読むのはあれかなと思いますが、いけないかなと思うん

ですけど、「県としては今後関係を持たないという方針で挑んでいく考えであります」

とはっきりお答えをされています。その辺についていかがでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  県の考え方というのも当然参考にしながら、今後検討してい

くということになろうかと思っております。私自身、この７月に安倍総理が銃撃事件が

起きて、この問題がどんどん明るみになって、また、真実が更に大きく報道されるよう

になってきたと。そういう過程の中で、実際その総論と各論といいますか、私が普段身

近で接しているそういう町民の信者の方々との関係、そういうものを非常に真面目に普

通に暮らしておられる方々ばかりでございます。 

 一方で、その総論の部分ですが、いわゆる団体として旧統一教会全体がああした反社

会的行為というのが明るみになってきているという部分で、いわゆる総論と各論、私の

身近な方々との関係、そこに常にギャップをすごく感じてまいりまして、十分心の整理

ができていないというところもあるというところであります。でも、やはり全体として

の今の報道されているような行為がある団体であるということも、これも真実であろう

かと思いますから、そこの部分の関係性というのは、厳しく受け止めていく必要がある

と思っております。 

 ただ、団体と個人と違うとはおっしゃられますが、やはり一切の関係をということに

なると、必ず団体を考える上でも、やはり個人との関係性というのは私は出てくるとい

うふうに思っております。じゃあ、個人がどこまで関わっている団体というのを、そこ

に明確にしていくのかということですね。だから、個人、信者の方と普通の方々が一緒

に関わっている団体、そこに、じゃあ、町に申請があったときに、例えば、この平和大

使協議会であれば、今後はそういうことは関係を持つことはないというふうにも思いま

すけれども、ほかにもそういうことはあり得るわけでありまして、そういう部分との関

係というものも十分に考えていかないと、安易という言い方はいけないかもしれません

が、やはり一つの方針を出したことが、やはり個人の人権にも及ぶ場合があるというこ

とで、だから、こういう問題は慎重にも慎重に、やはり検討をさせていただかなければ

ならないということを申し上げたいというのが私の思いであります。まず、この部分は

何とぞ理解をいただきたいというふうにも思っております。決して議員の御指摘を軽く

受け止めているわけではありませんので、そのことは重く受け止めながらも、より慎重

にこの問題は検討をさせていただく問題だという思いで、こういう発言をさせていただ

いているというところであります。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  町長のお気持ち、今お伺いしまして、何となくつか

めたんですが、知事もどの団体との関係が統一教会という、旧統一教会という大本の影



響を受けている団体かというのを判断するのがなかなか難しいということも言ってお

られました。今お答えいただいたみたいに、反社会的な団体と分かるところに講演をし

たりとか、そういうことはされないということは先ほどお答えをいただいておりますの

で、旧統一教会の信用を高めることになってしまう懸念があることは御指摘のとおりと

お答えいただいたので、そこのところはしっかり受け止めていただいているので、安心

していいかなと思いました。今後の町の講演をしたりとか、そういう町長が何かを引き

受けたりするときには、慎重にしていただければなと思います。 

 そして、消費者相談窓口についてなんですが、町にも窓口があるというのは、いろん

なイベントで周知のために宣伝物頂いたりとかするので分かっているんですけど、広報

でも何回も見ておりますが、なかなか町に相談、町の窓口に相談するのは、そういうこ

とが町民から、町民の方が一歩踏み出すのができにくいのかなと思います。ページング

放送などでもよく鹿足郡でこういう詐欺の電話がかかっていますよとかいう放送もい

ただいたりするぐらい、消費相談窓口に行って相談をするようなことがたくさん増えて

おりますので、更に周知をしていただいて、町民が相談しやすい窓口にしていただけた

らなと思います。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分の事業について質問させていただきます。 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分の事業の対話型全国説明会が、この１２月１１日に

益田で行われました。益田市で高レベル放射性廃棄物の地層処分事業が万が一行われれ

ば、周辺自治体の津和野町として大きな影響を受けます。高レベル放射性廃棄物の地層

処分の事業について、町長の所見をお伺いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、高レベル放射性廃棄物の地層処分事業についてお

答えをさせていただきます。 

 ２０１７年７月の科学的特性マップの公表を契機として、資産エネルギー庁と原子力

発電環境整備機構とで高レベル放射性廃棄物の地層処分に対する関心や理解を深める

ため、一般の方を対象とした対話型全国説明会を全国各地で開催していますが、いずれ

の自治体にも、調査や処分場の受入れの判断を依頼するものではありません。 

 原子力発電に対する考え方は人それぞれであると思いますが、これまでの原子力発電

に伴い、我が国で既に高レベル放射性廃棄物が存在していることは厳然たる事実であり、

電気を安価に使ってきた現世代の責任として、その処分という負担を将来の世代に負わ

せることは決してあってはならず、スウェーデンやフィンランドのように国民挙げて関

心を持ち、解決方法を導き出していかなければならないのは言うまでもありません。 

 高レベル放射性廃棄物の地層処分について、現世代の責任を果たすという観点から世

界各国が動き始めている中で、我が国そして益田圏域の住民においても、この問題に関

心を持ち理解することは重要なことと考えております。そのような観点から、このたび



益田市で行われる説明会と地層処分の候補地の話は切り離して考えるべきであると思

います。 

 あわせて、これまで益田市と津和野町は良好な関係を維持しており、仮に益田市が地

層処分の候補地として応募される場合には、周辺自治体である津和野町にも相談がある

と信じておりますし、現時点においてそのような計画はないと認めております。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  高レベル放射性廃棄物というのがちょっと耳慣れな

いというか、分かりにくいと思うんですが、原子力発電所で１回使われたものを再利用

するために加工して、それでもまだ再利用できないものが５％ほど残るそうで、その

５％は、もう今の化学では処理することができないという高レベルの放射性を持つもの

だそうです。それを今、世界中どこでも無害、人間に対して害がないような状態に分解

してしまうということができないそうです。ちょっと昔によく言われたのが、マンショ

ンに例えまして、トイレのないマンション、原子力発電所のことをトイレのないマンシ

ョン、廃棄物は出すけれど、それをどこに持っていくこともできないという言葉がちょ

っとはやったんですが、御存知の方もおられると思いますが、今、その廃棄物をガラス

の中に溶かし込んで、安定した地層で無害になるのに１０万年かかるらしいんですが、

その１０万年間、安全に保管するための場所を日本の中で探しておられるそうです。 

 １２月１１日に行われた説明会に私も参加させてもらってお話を聞いたんですけど、

その廃棄物というのが本当に大変、処理するのが大変で、地下３００メートルから５０

０メートルの間に埋めないと、あまり地下に行ってしまうと地温が上がるので、これも

よくないとか、いろいろお伺いしました。今の化学でこれが一番いい方法だと、世界的

にはこういう方向になっています、地中に埋めるということで世界が動いていますとい

うことをお聞きしました。皆さんに先ほど町長からの御回答があったとおりです。地層

処分の説明会があったから、そこで処分所を造ろうということとは全く別の問題でした。

その地層処分をするということを国民の皆さんに理解してもらうために、もう全国各地

で１００か所以上説明されているということでした。それは国というものではなく、原

子力発電環境整備機構というとこの方が来られて説明をされました。ＮＵＭＯという通

称がついているそうなんですが、ＮＵＭＯというのをネットで検索すると、なかなかこ

の原子力発電環境整備機構というのは出てこないらしいですが、そこの方からいろいろ

説明を１１日には受けました。まず、こういう説明会をして、国民の皆さんの理解をも

らいながら、どこが適地か調査をさせていただけるところを探しているということでし

た。津和野町には断層が通っているので、とても適地とは思えないんですが、私が気に

なるのは、もし万が一、周りでその調査を受け入れられるということになった場合に、

寝耳に水ということではなく、やはり近隣の自治体で話をしながら、今、自治体一つだ

けではなかなか行政が進んでいかない中で、圏域圏域ということでいろいろやっている

ので、その中の一つで不調和を起こしてはいけないという思いもあります。津和野町と



しては、もう聞かなくても分かるんですけど、町長、この調査を受け入れる気持ちはあ

りますかというか、手を挙げる気持ちがあるでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  結論から先に申し上げますと、調査を受け入れる気持ちとい

うのは、応募する気持ちというのは、現時点で全くありません。今日は御質問をいただ

くということで、科学的特性マップというものが出ておるかと思いますけれども、その

中で津和野町は好ましくない、そういう特性がある地域にも指定されているので、対象

になることもないというふうに思っているところであります。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  安心しました。ありがとうございます。近隣自治体

とのこういうことの情報交換を、まず、そういう委員会をつくれとか、そんな堅苦しい

ことではなく、市長の方々がどう考えておられるかなというのを立ち話でもしていただ

きながら、団結を守っていただきたいなと思うんですけど、お答えの中に、益田市が地

層処分の候補地として応募される場合には、周辺自治体である津和野町にも相談がある

と信じておりますと言われたので、そういうコミュニケーションはもう大丈夫と思って

よろしいでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  益田市さんとはこの問題に限らず、普段から連携した取組と

いうのをやっておりますし、山本益田市長さんとも人間関係としても、私自身個人的に

も親しくお付き合いをさせていただいております。そういう関係での信頼関係というの

は十分構築できているというふうに思っておりますし、仮に益田市さんが、万が一の話

ですが、勝手に声を上げられるようなことが、じゃあ、津和野町長がどう影響を受ける

かとか、そういうことまでは考えてくださるというふうに信じております。それは、逆

の立場での信頼関係もあるというふうに思っているところであります。 

 このたびの問題も、今回御質問を受けて、益田市のほうに今の現状についてのお話も

聞いたところでありますけれども、計画がないというようなことも伺っているというと

ころでもありますし、また、もし万が一の話ですけれども、そういう益田市が仮にある

ときには、事前に津和野町にも相談を、それは必ずするんだというようなことも、お話

も聞いているところであります。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  しっかり信頼関係を保たれているということで、安

心をしました。 

 高レベル放射性廃棄物のことについてですけど、処分するのはものすごい大変だとい

うことを１１日の説明会でお伺いしました。今の化学で考えられる一番の安全な方法だ

ということで、説明もお聞きしました。地層に埋めてしまう処分が一番いいのかどうか



とか、そういうことは、本当、私は化学者ではないので分からないんですけど、とにか

く本当に大変な廃棄物だということを感じました。 

 今、世界でただ一つ、もう３年後に稼働されるかな。そんな情報だったと思うんです

が、フィンランドかスウェーデンか、あの辺の北欧の地域では、もう穴をしっかり掘っ

て貯蔵施設を造って、実際に高レベル放射性廃棄物をそこに埋めていこうという算段が

できているそうです。そこは、地層が２０億年近く変化していないというとこだそうで

す。それは、この説明会に参加する前に、そのことはちょっと小耳に挟んでいましたの

で、説明会の中で日本の地層がどのくらい動かなかったかとかいう説明の中では、２０

０万年とか、ちょっと桁の違う話で、２０億年と２００万年とではものすごく桁が違う

んですけど、日本の地層がすばらしくそれに比べると新しい地層だなということもお聞

きしました。 

 いろんなことをお聞きした中で、本当、今、化学ではこれしか方法ないのではないか

なと思うんですが、もともとの高レベル放射性廃棄物がもうできて、そのガラスの個体

というのができるんですけど、それが２万６,０００本あって、２万４,０００本か、２

万６,０００本あって、それはもう既に出来上がってしまって、原発から出てきている。

それから、もう将来的には４万本になる予定なので、４万本を埋めるための場所を探し

ていますというお話でした。原発を今、ゼロにするという方向に政府が行っていないの

で、４万本で本当に終わるかどうかも分からないのが今の原発の状態なので、今回は高

レベル放射性廃棄物の地層処分の事業について質問をさせていただいたんですけど、更

に大本になる原発、もうこれ以上動かしてはいけない、早く止めていかなくては、電気

が不足するという、いろんなこともあると思います。電気代が上がるとかいうこともあ

ると思いますが、やはり原発を今、動かさない方向に何とかかじを取っていただきたい

なと。町議会でこんなこと言う話じゃないんですけど、原発は要らないなと今回の説明

会に行って強く感じました。すいません、そんな話をしてしまって。 

 では、次の質問に移ります。 

 投票しやすい投票所への改善についてお伺いします。 

 今年度、津和野町では、町議会議員選挙、参議院議員選挙と２回の選挙が行われまし

た。高齢化が進む中ではありますが、高い投票率でした。 

 しかし、高齢化が進み、公共交通機関の充実が更に必要になる中、投票所数が減少し

ています。高齢者からは、「今回はもう遠くまで歩けないので、投票は諦めた」とか、

「膝が痛いので次回は行かれない」とか、「たまたま知り合いの車に便乗させてもらえ

たので、今回は投票に行ったよ」などの声を聞きました。選挙は民主主義の基本・基盤・

根幹であり、主権者として意思を政治に反映させることのできる重要な機会です。投票

環境の改善が必要と考えます。 



 総務省は、移動期日前投票所の取組事例を取りまとめました。「各選挙管理委員会に

おいては、事例集を活用し、移動期日前投票所の設置について積極的に取り組んでいた

だきたい」としています。 

 また、２０１６年の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正で、移動

支援経費の加算規定が追加されました。国勢選挙については全額国費で、地方選挙の経

費については、全額ではありませんが、特別交付税で措置がされることになりました。 

 浜田市では２０１６年の参議院選挙から、有権者の投票利便性を考えて、全国初のマ

イクロバスによる移動期日前投票所を設置したそうです。全国的には民間業者に委託、

または、市町村への路線バスを無料で臨時運行している市もあります。また、要望があ

った選挙人を自宅からタクシーで送迎したり、自治会単位で投票日当日、タクシーなど

を配車したりするところもあります。全国で数多くの高齢化対策、交通弱者への対策が

進んでいます。高齢化が進む津和野町でも、以下の対策に取り組むべきではないでしょ

うか。 

 １、高齢者や障がい者等の交通弱者の選挙権を守る対策として、出張期日前投票所や

移動期日前投票所、公用車による送迎など、対策が必要ではないでしょうか。 

 ２、投票所が設置される施設は、庁舎や公民館以外に、自治会館など地域で管理する

施設などもあります。バリアフリー化は行われているのでしょうか。現状と対策をお伺

いします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、投票しやすい投票所への改善についてお答えをさ

せていただきます。 

 投票弱者の投票環境向上のため、移動期日前投票所を設置する自治体があることはお

聞きしております。これは、例えば、特定の日に地域の集会所を期日前投票所として設

定する場合や、バスで地域を巡回し、バスの中で投票するなどといった取組となります。

いずれも投票率の維持・向上を目的とするものですが、実施に当たっては課題もあり、

慎重な協議が必要と考えております。 

 課題として考えられることは、まず、投票に係るスタッフの確保が必要となります。

移動期日前投票所の場合も当然ながら投票管理者及び投票立会人が必要であり、あわせ

て事務従事者が最低でも２名必要と見込まれます。そのほかにもサポート人員として数

名の職員の同行が必要になることも予想されますので、そうした面で人数の確保が一つ

の課題となっていまいります。投票環境の向上は大切なことと認識してはおりますが、

不十分な体制で実施することで、投票事務のミスなどにもつながる可能性もあることか

ら、慎重に検討する必要があると考えております。 

 あわせて、議員御質問の公用車を利用した投票所への送迎対応につきましても、スタ

ッフの確保が課題となってくることが見込まれますが、高齢化が進むにつれ、投票環境



の確保に向けた対策は必要となってくるものと思いますので、移動期日前投票所の対応

と併せて検討してまいりたいと思います。 

 次に、投票所のバリアフリー化については、スロープ設置や、段差の大きい場所に踏

み台を設置するなどの対応を進めているところでありますが、全ての投票所におけるバ

リアフリー化は実施できておりません。 

 バリアフリー化を実現するためには、投票日に必要な設備を仮設することで対応可能

なものや、施設そのものの改修が必要なものなど、投票所の状況に差があると思います

ので、誰もが利用しやすい施設という観点からも、改めて施設の状況を確認したいと考

えます。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  ぜひ投票環境の改善を町長としてやっていただきた

いと思います。投票率の維持や向上というのを目的にするというよりも、それも大事な

ことなんですけど、個人の津和野町民一人ひとりが投票をする権利を持っておられます

ので、その権利として、投票をするために大きな壁があるということがないように検討

をしていただきたいと思いますが、今までに検討されたこととかはあるんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  これはバリアフリー化ということでよろしいでしょ

うか。全体的なところ。（「遠くで行けない方とか」と呼ぶ者あり）これまでは、基本

的に投票所の数といったことになってくると思うんですけども、投票所の数につきまし

ては、これまで平成２１年から２９か所の投票所で今、運営をしております。もうそれ

から十何年、ここまで投票所の統廃合については行っておりません。したがいまして、

今の現状のままと。人口は、選挙人の方の人口は減っておりますけれども、そのままの

数で今、運営をしております。 

 ただ、これまでも、どうもお聞きしますと、５０人を切った投票所につきましては、

廃止あるいは統合ということも考えてきたところではあるというふうにお聞きをして

おりますけれども、今、コロナ禍でもございますし、密を避けるためにも、今の投票所

で管理をしていると、運営をしているというふうにお聞きをしております。当面５０人

を下回っております投票所も今はあります。二つぐらいだったかな、あります。約５０

人を少し上回るような投票所もございます。しかしながら、今おっしゃいましたように、

投票所の廃合・統合等は、とりあえず今のところでは考えていないといったところで御

理解をしていただきたいというふうに思います。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  ５０人を下回ると投票所を閉めたほうがよいのでは

ないかというような感覚を持っておられますが、その投票所に１人でも行かれる方がお

られる場合は、その方がもし閉めた場合どうされるかというところをしっかり見ていた



だいて、その方がもううちの投票所がなくなったけえ、いいわということにならないよ

うにしていただきたい。 

 今までに関しても、うちの青原地域で言いますと、鹿谷とか、二俣とか、奥の方々が

投票所に、鹿谷には投票所あるんでしたっけ。少ない集落なので、多い集落のところま

で移動しなければ投票ができないという方がおられると思います。集落の住民が少ない

から、もう投票所を閉めてしまうと安易に考えられずに、今どうやったらその方々が投

票できるかなという方向を見て進めていただきたいと思います。本当一人ひとりの一票

一票で今の民主主義が成り立っていることは重々皆さん御承知だと思いますので、投票

したいという方ができない状態が一人でもなくなるようにしていただきたいと思いま

す。 

 事前に質問をしていなかったから、ちょっとお答えがいただけるかどうか分からない

んですけど、今、自宅から投票所まで一番遠い人といったら、何キロぐらいあるんでし

ょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  大変すいません。調査をしておりませんで、具体的

な数字は分かりませんが、例えば、日原地区でいいますと、一番遠いところで上横道の

投票所がございます。例えば、津和野地区でいいますと、例えば、木部地区、それから、

奥ケ野とかいったようなところがございます。そういった方が一番、何といいますか、

奥と言ったら言い方が悪いですけど、一番遠いところになっていまいります。そうした

ところから次の投票所のところまで、あるいは、そういった地域の中でどのぐらいある

のかというのが、すいません、私のほうで把握しておりませんで分かりませんけれども、

恐らくそういった村部のほうの方になるのではないかなというふうに推測はするとこ

ろですけども、大変申し訳ありません、ちょっと調査をしておりません。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  突然の質問ですいませんでした。高齢化が進んで、

やっぱり車を運転できない方ってどんどん増えておられる。運転できないというか、も

う自主的に返納される方、そういう方が増えておられます。その中で、投票所が歩いて

いけるところにない方があるということは、なかなか投票がしづらいということに直結

すると思いますので、その辺、先ほど紹介させていただいたタクシーを利用できるとか、

個人で投票するためにタクシーを頼もうというのは、なかなか金額もかさみますので難

しいことなので、その辺、行政が配慮していただくとかいうことがあると、投票が、投

票の行動が楽になるんじゃないかと思います。 

 比べるのはちょっとおかしいかもしれませんが、新型コロナワクチンは、もう皆さん

受けなきゃいけないということで、バスを手配していただいたりして、たくさんの町民

の方がそれを利用して接種することができています。そういう工夫もあると思いますの

で、いろいろ検討していただいて、投票したいけど行けなかったという方が一人もいな



いように、検討をしていただくということなので、その辺、検討していただけたらと思

います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 男性用トイレにおけるサニタリーボックスの設置についてお伺いします。これは町民

の方からお声をいただきまして、なるほど、そうだなと私が思いましたので質問させて

いただきます。 

 近年、テレビなどでも特集が組まれるほど、尿漏れで不安を抱える男性が増えていま

す。男性の尿漏れの大きな原因となるのは、過活動膀胱や前立腺肥大症、膀胱がん・前

立腺がんの手術などがあります。 

 熊本県では、「がんになっても自分らしく生きることのできる社会を実現する」と掲

げており、がん患者がいつでも、どこにいても尊厳を持って安心して生活できる社会を

目指しているということです。この目標を実現するための取組の一つとして、膀胱がん・

前立腺がんの手術を受けた方や高齢者など、頻尿や尿漏れなどにより尿漏れパッドやお

むつを使用する方のために、男性用トイレにおけるサニタリーボックス──汚物入れで

すね──の設置を働きかけています。 

 津和野町内においても、尿漏れで不安を抱える男性は増えています。町内公共施設の

男性用トイレにもサニタリーボックスを設置し、その他の施設にも設置を働きかけるべ

きと考えますが、町長の所見をお伺いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、男性用トイレにおけるサニタリーボックスの設置

についてお答えをさせていただきます。 

 近年、高齢の男性を中心に、前立腺がんや膀胱がんになる方が全国的に増えてきてお

り、当町におきましても、今後そういった病気を抱える方が増えることも予想されます。 

 現在、役場庁舎には、女性用トイレ及びバリアフリートイレにサニタリーボックスを

設置しておりますが、男性用トイレには設置しておらず、議員御指摘のとおり、病気に

よる頻尿や尿漏れ等により尿漏れパッドやおむつを使用する方が役場に来庁された際

に、安心してトイレを利用できる環境をつくる必要があると考えているところでござい

ます。 

 そのような中、このたび島根県庁におきまして、年内をめどに、県庁舎や分庁舎の男

性用トイレに試行的にサニタリーボックスを設置するとの報道があったところです。当

町におきましても、まずは、役場庁舎に年度内をめどに試行的にサニタリーボックスを

設置し、今後、その他の施設にも働きかけを行ってまいりたいと考えております。 

 一方で、他の事例では、一般利用者がごみ箱と間違えてごみを捨てるといった問題も

あると聞いており、設置理由が分かるよう表示等をして理解を求める必要があると考え

ているところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 



○議員（１０番 寺戸 昌子君）  県のほうでも取り組んでおられるということで、こ

れはびっくり、初耳です。津和野町でも役場庁舎内に年度内をめどに試行的に置かれる

ということで、大変迅速な動きをしていただいてありがとうございます。 

 尿漏れパッドを男性用トイレには捨てるところがないので、ポケットに入れて帰ると

か、尿漏れパッドを入れるための袋を持って歩かないといけないということもお聞きし

ました。女性の場合は、ハンドバッグとかかばんを持っているので、そういうところに

ポンとごみ袋のようなものを入れるのも簡単なんですけど、男性の場合、ほとんどの方

が手ぶらで、胸ポケットの中に財布を入れられるぐらいのことしかないので、本当捨て

る場所に苦労されているなというのはお聞きしました。 

 今現在、障がい者用のバリアフリーのトイレのスペースには、ごみ箱もきちんとある

んですけど、サニタリーボックスも。ですが、そこを一々利用するというのも、自分は

見た目に健常者なので、そこに入るのができないから、やっぱりポケットに入れて帰る

しかないよねとかいう声もお聞きしました。ぜひ迅速に庁舎内で実験をしていただいて、

津和野町に来たら安心してトイレが利用できるという状態にしていただけたらと思い

ます。 

 そして、庁舎内に試行的にされた後、その後、その他の施設にも働きかけを行ってま

いりたいとお答えいただいたんですが、その他の施設というのはどのような施設でしょ

うか。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  先ほど町長の答弁の中でもございましたとおり、ま

ずは、役場の庁舎を試行的にやっていきたいなというふうに思っております。それをど

ういうふうな結果が出るか、どういうふうな状況になるかというのは、やってみなけれ

ば分かりませんけれども、それに基づきまして、もしできれば、ほかの町の公共施設、

まあ学校辺りはどうか分かりませんが、公共施設についても、できれば働きかけをして

いきたいというふうに感じております。とりあえず年度内をめどに、この庁舎について

設置をしてみたいなということを考えておりまして、その後、公共施設についても働き

かけがもしできれば、していきたいというふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  よろしくお願いします。お答えの中にもあったんで

すけど、ごみ箱と間違えられるというケースもたくさんあるということでした。サニタ

リーボックスですという表示とか、いろいろ工夫していただけたらと思いますが、広報

とかで住民の方にも周知していただいたほうが、ちょっと出しにくいようなものかもし

れませんが、やはり私も男性用トイレにというこの部分があって、女性の私が言うのも

何か言いにくいなとかいうこともあったんですが、やはり町民の皆さんが知っておくべ

きことというか、大変なんだよということも、頻尿とかを抱えておられる男性の人は大

変なんだよということも知っていただくことも大切だし、そういう施設を町がちゃんと



造ろうとしているということも皆さんに知っていただくのもとても大事なことだと思

うので、広報などで周知していただけたらなと思います。いかがでしょう。 

○議長（草田 吉丸君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（益井 仁志君）  周知の方法につきましては、また検討をさせてくだ

さい。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  前向きにいろいろと取り組んでいただけるというお

答えをいただいたので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、１０番、寺戸昌子議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（草田 吉丸君）  ここで１０時まで休憩とします。 

午前９時 50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 00分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序８、３番、岡田克也議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  それでは、３番、岡田克也でございます。通告に従い

まして、４点質問をいたします。 

 まず最初は、今後の益田圏域、津和野町の医療についてであります。医療の質問につ

きましては、これまでもたくさん質問をさせていただきましたが、やはり命を守るとい

うことは、二度と戻ることのない命を守る、その政策が私は大切だと思い、今回も質問

をさせていただきます。 

 先般、吉賀町の医療・介護統括責任者に津和野町の医療・介護統括管理者である益田

赤十字病院の木谷院長が就任されることが報道されました。このことにより、益田圏域

の医療・介護連携が進むことが予想されると考えます。益田圏域全体で医師の確保や相

互応援診療体制の構築、病院の機能分担、病病連携を推進することで、益田圏域全体の

医療を守ることにつながると思います。橘井堂、津和野町が考える益田圏域と津和野町

の医療の将来像についてお尋ねいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、３番、岡田議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 今後の益田圏域、津和野町の医療についてでございます。 

 津和野町には医療資源が潤沢にあるわけではなく、資源の一体化を図りながら、その

効率性を上げることが求められております。そのため、令和元年に町と益田赤十字病院

の間で医療機能連携支援協定を締結しました。 



 同時に、今後の本町における医療・介護の提供体制を考えると、指定管理者である医

療法人橘井堂の管理体制を強化することが不可欠であります。益田圏域の医療・介護連

携に関してリーダーシップを発揮し、経営視点を含め医療確保や診療管理等を院長に助

言する立場の人材が必要であると考え、益田赤十字病院の木谷光博院長先生を津和野町

医療・介護統括管理者に委嘱し、施設の運営等に携わっていただいております。 

 本町の医療の将来像としましては、津和野共存病院を津和野町唯一の入院施設として、

高度な医療を除き診療科を絞ることをせず、町内の医療を担う中核施設、在宅医療・へ

き地医療の支援病院、津和野町の特定健診・保健指導・予防医療などの町民の健康を管

理する施設として位置づけ、地域の診療所や保健福祉施設等と連携し、住民健康支援の

ためのネットワーク構築を図りつつ、町民が安心して暮らせるよう、地域包括ケアシス

テムの深化を目指します。今後の医師・看護師等の医療従事者確保の状況にもよります

が、将来的には救急告示の再開も視野に入れております。 

 また、日原診療所においては、民間の診療所の閉鎖に伴い、平成３０年１１月に日原

地域で唯一の診療所となり、以降、日原地域の診療拠点として医療を提供しております。

施設の老朽化等の理由により、発熱外来施設を増設し、令和４年３月から現在の場所で

診療を開始いたしました。医師・看護師等の医療従事者確保の状況にもよりますが、将

来的には２診体制での医療提供も考えております。 

 今後、益田圏域の中で吉賀町がどのような医療提供を目指すのか、現段階では分かり

ませんが、いずれにせよ津和野町としては、吉賀町とも連携を図りながら、引き続き、

益田圏域内における機能分担により、益田赤十字病院の後方支援病院として、亜急性期

及び回復期、在宅医療の提供に注力し、町の医療を守っていく所存でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  ただいま答弁の中にありました、将来的には救急告示

の再開も視野に入れておりますということであります。やはり住民の方から、高齢で疾

病を持っておられる方などから、やはり夜間の診療がないということで不安ということ

で、救急病院が近いところに行こうかというふうなことを考えておられる方もあります

し、また、観光客の方で、夜、調子が悪くなって、益田赤十字病院まで救急車で搬送さ

れた、また、こちらに帰ってくる、そういうような交通手段も要るということで、非常

にやはり観光の面でも、宿泊客の方々の安心の面でも、救急告示の再開というのは望ま

れることであります。 

 しかしながら、逆に無理をして救急告示を再開をいたしまして、２４時間診療にする

と、医師の疲弊ということを招くと思いますが、大体どれぐらいの体制が整えば、救急

告示の再開をしていこうと考えておられるのかお尋ねをいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  医療法人橘井堂から聞いておりますところによりま

すと、病棟・外来をこなせる常勤医師が、最低でも６名は必要であると聞いております。



これにつきましては、先ほど議員の質問にありましたとおり、医師の過重労働を避ける

という意味合いが含まれているものと考えております。また、看護師も必要でございま

すけども、看護師につきましては、現状の看護師プラス７名程度の雇用が必要になって

くると聞いております。そうした中、限られた医療資源でどのように救急告示を再開さ

せていくかというところを、法人内では現在検討をしていると聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  今お答えがありましたが、医師・看護師の充足という

ことが一番大事なことだとは私も認識をしております。この医師・看護師、特に看護師

の育成ということも今後考えながら、六日市医療技術専門学校がなくなったという影響

もあり、このようなことも看護師の育成、また看護師の招聘について、どのように医療

対策課としては考えておられるのかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  看護師の人材確保という面でございますけども、こ

の件に関しましては、病院、医療法人橘井堂と町のほうで共同しながら、共同という形

で専門の学校のほうを訪問させていただき、津和野共存病院、また、医療法人橘井堂の

ＰＲをさせていただいているというところでございます。あわせまして、ホームページ

のほう、あまり効果は期待ができないところではございますけども、ホームページ、ま

た、ハローワーク等に看護師の募集というところをさせていただいているところでござ

います。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  津和野共存病院には、現在、自治医科大学を出られた

医師が数名在籍しておられます。自治医科大学を出られた医師は総合診療医であられる

ようでありまして、総合診療医というのは、基本的には簡単な外科手術や、そして、小

児科の診療も高度専門的のような形でなければ、大体総合的に全てを診られていくと思

いますが、現在、この総合診療医の方がどのような診療をされておるのか、筋膜リリー

スや小児科診療をされているということは聞いておりますが、この総合診療医の方がお

られるということで、かなり広範囲に診療ができる、そして処置ができるのではないか

と考えておりますが、現在の状況についてお尋ねをいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  現在、津和野共存病院のほうには、自治医科大学を

卒業した医師が２名おられます。この２名の方によって総合診療科という形で、内科、

リハビリテーション科等を主に診ていただいておりますけども、あわせて、先ほど議員

のほうから御質問ありましたとおり、小児科なり耳鼻咽喉科なりといった簡単なところ、

簡単といってはちょっとあれかもしれませんけれども、初期の段階とかというところに

ついては、総合診療科という形で診療することができるという形になっております。 



 しかしながら、まだ町民の方に総合診療科といったところがまだ浸透をしていないと

いったところがありまして、どうしても小児科なり、専門のドクターのほうにかかるた

めに、その日をめがけて診療に来られるというところが多くなっているところでござい

ます。そのため、町の広報紙を利用しながら総合診療科を広めていく取組について、今

後進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  日原診療所についてお答えがありました。将来的には、

２診体制での医療提供も考えているということであります。２診体制ということは、例

えば、専門的な神経内科と消化器内科とか、そういう少し違いを持ちながら２診体制で

やっていかれるお気持ちであるのか、また、総合診療医なども含めながらの２診体制で

あるのか、その点についてお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  日原診療所の２診体制でございますけども、２診体

制にいくということは、医療法人橘井堂の方針としまして現在決定をしているところで

ございますけれども、その診療科をどういった形で持ってくるかといったところにつき

ましては、まだこちらのほうに詳しい内容が上がってきておりませんし、現在、多分法

人内部としましても検討をしているところだと思いますので、ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  先ほども、この益田圏域全体で医療を守るということ

であります。益田赤十字病院に例えば急患者の方々が一極集中すると、やはり益田赤十

字病院の医師の疲弊を招くという意味でも、やはり津和野共存病院、六日市病院でも一

定の患者を受け入れ処置をするということによって、益田赤十字病院の一極集中を防ぎ、

圏域全体の医療を守ることにつながると考えます。その点について、現在でも昼の段階

では救急医療も受け入れられるところは受け入れられているのではないかと思います

が、現況についてお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  救急の問題でございますけども、先ほど議員おっし

ゃいましたとおり、昼間、日中につきましては、消防のほうから連絡を受けまして、病

状等を確認した後、津和野共存病院で受けることが可能であれば、津和野共存病院のほ

うに搬送をしていただくという対応を取っております。しかしながら、どうしても病状

等によりまして津和野共存病院では処置ができないというところが分かった場合には、

その場合には、直接益田日赤なりに搬送していただくという方向を取っているというと

ころでございます。 

 以上です。 



○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  津和野共存病院並びに益田圏域の医療機関がそれぞれ

役割を持って、今後ともそれぞれの病院・診療所がそれぞれに役割を果たし、そして、

患者の方々の受入れ体制というものをやはり確立して存続していくということが、益田

圏域全体の医療を守ることとなると思いますので、医療対策課としましても、医師の確

保、そして看護師の確保、そして病院としての救急体制、そして診療体制について充実

させていかれることを切に願い、次の質問に移らさせていただきます。 

 ２番目の質問でありますが、介護事業についてであります。 

 町内の特別養護老人ホームなどの介護事業所は、電気代の高騰や施設の老朽化、介護

職員不足など、非常に厳しい経営状況であります。在宅介護は、訪問介護、通所介護、

短期入所介護、入所介護、訪問看護、往診などがあることによって、全体的なその支援

によって在宅介護が支えられると考えます。町内の介護事業所の事業統合による業務効

率化や支援など、町内の介護事業を守る政策についてお尋ねをいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、介護事業についてお答えをさせていただきます。 

 議員御指摘のとおり、各介護事業所から、原油価格等の高騰による支出の増加が経営

を圧迫しており、厳しい経営状況にあると伺っております。そのため、本町独自の支援

として、町内の介護事業所のほか、病院、診療所、歯科医院、障がい福祉事業所及び児

童福祉施設に対し、令和４年１月から１２月までに業務上使用したガソリン、重油、軽

油、灯油及び電気料の価格高騰分を補助するため、９月議会において予算化を行いまし

た。 

 また、人口減少等による本町の介護に関する課題として、介護職員の高齢化や職員確

保の困難さ、施設利用者の減少により、経営面での維持が大変厳しい状況となっており

ます。そのため、将来的な介護事業の在り方について、町としてどのように取組を進め

るか助言を得るため、介護事業サービス事業展開支援業務として専門家に委託を行い、

助言を得ながら本町の介護事業サービスの将来像を模索し、令和５年２月末には最終報

告が行われることとなっております。 

 なお、先般、中間報告が行われ、事業所ヒアリングに基づいた職員意識調査の結果、

令和３年度財務状況等の説明があり、改めて津和野町の人口や認定者数の減少という外

部環境から考えると、統合することが望ましいとの報告があったところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  吉賀町は、社会福祉協議会が特別養護老人ホームなど

も経営して、１本の経営となっております。それが経営の効率化や町の支援も１本化す

るという意味で、いろんな意味で経営効率の向上に寄与しておると思います。 



 今回、統合することが望ましいとの報告があったということでありますが、どのよう

な統合を想定した報告が、まあ中間報告ではありますが、あったのかということをお尋

ねをいたしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  先ほど町長の答弁がありましたとおり、中間報告と

いう形でありました。その中間報告の中では、様々な統合の方法が考えられるけども、

吉賀方式と言わさせていただきますが、吉賀方式もその一つであるという形の報告がご

ざいました。 

 現在、津和野町には特別養護老人ホームのほうが２施設ございます。１施設５０床で

すので、合計で１００床という形になっておりますけども、現在の津和野町の人口構成、

また職員の確保の難しさ等を考えた場合には、１施設８０人ぐらいが適当ではないかと

いうところが言われておりました。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  町内特養１施設８０人ぐらいが将来的には適当である

という回答があった、報告があったということであります。先ほどもお答えにもありま

したが、社会福祉協議会も含めた統合ということで、多分、今、事業所はかなり厳しい

状況の中にあろうということを、いろんな話を聞くについても伺えることであります。 

 先般、医師の往診料についての、その補助についての要望などもあったかとも聞きま

すが、例えば、医師が町内の様々な介護事業所に往診するときのその往診料の一部、町

の負担などは要望はございましたが、検討をされたのか、今後どのように考えるのかお

尋ねをしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  医師の診療の関係でございますけども、先般、１１

月の９日付で日原福祉会また津和野福祉会の両理事長、両施設長が私のほうに来られま

して、説明を受けました。その後、１１月の２４日に町長のほうに、両施設長、両理事

長のほうが訪問され、内容を説明されたところでございます。 

 内容につきましては、現在、両法人が支払っております嘱託医師の委託料につきまし

て、町のほうで令和４年度から補助を行っていただけないかというところでございまし

た。この問題につきましては、現在、医療対策課内での協議、また、町長との協議を今

後経まして、最終的な結論を法人のほうには報告をさせていただきたいとは考えており

ますけども、今のところはまだ決定ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  今、医療対策課長からありましたが、このことについ

て、また、現在のこの施設、特別療養老人ホームの経営の逼迫、特に介護従事者、介護



職員が不足しておるという状況の中で、なかなかベッドを全て埋めることもできない、

そしてまた施設も古くなってきたということで、今後どのように考えるのか、また、医

師の往診料なども要望があった中で、町長としてはどういうふうに考えるのかお尋ねを

いたしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  介護事業所の統合等のことにつきましては、まだ検討段階と

いうことで、中間報告を受けたばかりということでもございます。最終的に最終報告を

受けてから、町の考え方、あるいは各事業所ともしっかりヒアリング、協議を行いなが

ら進めていく話だというふうにも思っておりますので、なかなか繊細な問題でもござい

ますから、今時点で町長としてこういうふうに考えているということを申し上げるのは、

何とぞお控えをさせていただくことを御了解いただきたいというふうに思っておりま

す。 

 ただ、今、福祉施設が、いわゆる原油高、あるいはコロナの影響等で、非常に経営が

そういうことも相まって厳しい状況にあるというのは、私も認識をしているところでご

ざいます。これまでもコロナの交付金を使わせていただいて、支援策というのも講じて

きたわけでございます。それにプラスして、現状をどう鑑みながら、さらなる支援をし

ていくのかというのも検討であるかと思っております。 

 先日、先ほど議員からも御指摘があり、医療対策課長もお答えをしましたように、私

のほうにも医師の診察の関係の助成という御要望もいただいたところでございます。そ

のときにいろいろな詳しいお話も聞いたところではありますが、やはり根本的に看護

師・介護士の確保に非常に今、苦慮されている。それが利用者の受入れ制限にもつなが

っている。それがまた、今の経営の採算を悪くしていると。そこにもつながっていると

いう話を聞いたところであります。プラスして、それぞれの事業所は人材の確保に向け

て、今、様々な取組を全力を上げておられるということでありまして、来年度以降、そ

この効果がどういうふうに出てくるのかということも、事業所の統廃合のスケジュール

と合わせて見ていきたいという、私自身の思いもあるというところであります。という

のも、支援は何とかしたいという気持ちは持ちながらも、この診療関係の助成というの

をやると、それがもう毎年の経常経費になってしまったら、町財政への影響がまた大き

くなるということを、私としては検討もしなきゃならないという側面もあるというとこ

ろであります。ですから、今回、原油高等の相まっての要望でもございますので、一時

的ないわゆる支援ということで何とか解決ができるのか、あるいは、やはり長期的な観

点から、介護事業所の支援策というのが今、本当に必要なのかどうかということを、も

う少し状況を精査をして、また今後、町としての方針を決めさせていただきたいという

のが現段階の思いでございます。まだちょっと検討段階なので、具体的なことは申し上

げられませんのでお許しいただきたいと思いますが、そういう状況でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 



○議員（３番 岡田 克也君）  介護職員不足というのが非常に施設経営を圧迫してお

るようで、ベッドがあっても全て埋めることができない、こういうのが、また収入減に

もつながっておるともお聞きしておることであります。 

 介護職員をまた育成していくということも大事で、以前も質問をいたしましたが、初

任者研修会が吉賀町のほうで行われたり、そして、町も独自の介護職員の育成、介護に

関する研修等も実施予定であるということを以前言われましたけども、現在の状況、今

後の考え方について、介護人材の養成についての計画、現状等についてお尋ねをしたい

と思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  介護職員の確保という問題でございますけども、先

ほど議員のほうから御質問ありましたとおり、吉賀町のほうで初任者研修、また、津和

野町におきましては入門的研修というところで、初任者研修の前段の研修という形のも

のを開催させていただきました。９名の方が参加されたわけなんですけども、主には、

今後、自分が就職を目指して参加というよりも、御家族の方の介護の問題とか、身内の

介護の問題とかいうことを改めて学びたいということで学ばれた方が多かったように

は思います。ですから、直接的な職へ就くというところについては難しいかもしれませ

んけども、一つのきっかけになったのではないかと考えております。 

 また、今までは町のほうとしまして、介護職員を専門、養成する学校への訪問は行っ

ておりませんでした。ですが、今年度から介護職員を養成する学校のほうに改めて訪問

をさせていただき、町の状況等を説明しながら、町にはこれだけの事業所があって、こ

ういう仕事をしていますというところを御紹介させていただくという取組を改めて始

めたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  近いとこで言えば、明誠高校の福祉科でしたか。それ

も介護職員の育成の、介護福祉士が取れる多分コースがあったかとも思いますが、明誠

高校をはじめとして、県内外の介護職員、介護福祉士の養成の学校に現在も訪問、そし

て、今後いろんなところに訪問されていこうとされておるのではないかと思いますが、

現状についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  議員の御質問にありましたとおり、現在、様々な学

校の、まあ近隣ですけども、近隣の学校のほうに訪問させていただき、紹介をさせてい

ただいているというのが主でありますけども、それとあわせまして、こちらのほうから

パンフレット等を学校のほうに送付をして紹介をさせていただいているというところ

も実際行っております。 

 以上です。 



○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  統合については、先ほど町長は、今の現状ではなかな

か明確なことは言えないということでありますが、多分できるところからこの事業統合

ということも始めていかないと、より逼迫していく状況にもなるのかなと思いますが、

現在、例えば、施設間での協議、そして社協を含めた協議、そのようなものもされてい

るのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  統合に関する協議につきましては、特に事業者間と

いうところで協議をされているということは、お聞きをしておりません。現在、町との

話合いの中で事業者統合が必要ではないかというところについては、御説明をさせてい

ただいているところではございますけども、先ほども申しましたとおり、事業者間での

そういうお話をしているということは、お聞きはしたことはございません。ただ、町と

いたしましては、そういったところの場を、今回、来年の２月には報告書が出来上がり

ますので、その報告書の内容をもって事業所のほうには投げかけ、投げかけた段階で、

事業者間での新たな協議の場というものを設けるよう、こちらのほうが指導をしていき

たいとは考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  介護事業所を守るということも在宅介護を守るという

ことになり、在宅介護を守るということは、障がいを持っても、そして、いろんな形で

生涯、年を取っても、津和野町に住んでいけるということでありますので、やはり介護

事業所を守るということも大切なことである、非常に大切なことだと思いますので、

様々な施策を全力で投じて、何とか町内の介護事業所を維持していただきますようにお

願いを申し上げまして、次の質問に移らさせていただきます。 

 次は、鷺舞のユネスコ無形文化遺産登録と観光振興、ＪＲの利用促進についてであり

ます。 

 このたび津和野弥栄神社の鷺舞がユネスコの無形文化遺産に登録されましたことは、

心よりお喜びを申し上げます。まずは、鷺舞の無形文化遺産への登録を受けて、今後、

文化・観光振興にどのように寄与していくと考えられるのか、お尋ねをいたします。 

 また、乙女峠の殉教者の列福への調査が２０１９年に始まっていますが、宗教の違い

を超えて、信教の自由を確立する上で重要な出来事であったと認識しております。円安

状況でもあり、海外からの観光客の誘致に寄与できると考えます。インバウンドについ

てもお尋ねをいたします。 

 また、今秋の観光シーズンは、芋煮会なども非常に多くの方が参加されまして、これ

ほどの方が津和野地区を訪れられたということに、私も改めて驚きと、そして、今後の

観光の可能性についても感じたことであります。旅行支援があってとはいえ、旅館も多

くの宿泊客でにぎわいました。山口・津和野・萩ルートのみならず、ＷｅＬｏｖｅ山陰



で松江・出雲方面からの県内観光客も増えました。ＪＲ西日本の発表で、出雲市、益田

市で３５億円の赤字で、１００円を得るのにかかる費用は６４７円、益田・津和野間が

６億円の赤字で、同じく１００円を得るのにかかる費用が１,１３２円、宮野・津和野

間が９.３億円の赤字で、同じく９５０円と発表をされました。島根県や松江市、出雲

市などの県内の他市町村と連携して、県内の東西を結ぶ観光ルートの構築や、ＪＲを使

った観光や利用促進を図り、ＪＲの存続のための利用促進を行うべきではと考えます。 

 また、出雲大社、長門元乃隅神社、防府天満宮、津和野太鼓谷稲成神社などの三社参

り、そのうちの三つの参るという三社参りの習慣がある、その中で三社参りなども考え

ていければ、広域の観光も考えられるのではないかと思います。出雲市や防府市、長門

市などとの観光連携も深めていくべきではないかと考えます。 

 また、益田圏域でも、吉賀町の水源公園やゆらら、大井谷の棚田、柿木温泉、そして、

益田地域では、そして、吉賀、津和野、そして、益田を流れる高津川、そして、ドキュ

メント７２時間で放映されて一躍一層有名になりましたレトロうどんの自動販売機や、

引き潮時のみ参拝できる衣毘須神社や、全国の柿本神社の本社の高津柿本神社や美都温

泉など、様々な観光の名所もあります。ＪＲの促進にもつながると考えます。観光振興

は、農業、酒造業、製菓業、様々な業種にも恩恵があるため、観光振興政策についてお

尋ねをいたします。 

 また、学生や高齢者、観光などの交通手段であるＪＲ線存続のために、観光のみなら

ず、出張やＪＲ利用促進プランなどを、商工会、観光協会、商工観光課、つわの暮らし

推進課などが連携して考えるべきではないかと考えますが、所見をお尋ねいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、鷺舞のユネスコ無形文化遺産登録と観光振興、Ｊ

Ｒの利用促進についてお答えをさせていただきます。 

 津和野弥栄神社の鷺舞がユネスコの無形文化遺産に登録されたことは、改めて鷺舞の

持つ意義と、これまで鷺舞を保存・継承されてきた方々の活動が世界に認められたもの

として、大変喜ばしいことであると考えております。 

 文化面では、これを契機に津和野町全体の文化的価値が向上するとともに、他の民族

芸能を保存・継承されている団体の皆様の活動に対する刺激になっていくのではないか

と推察しており、今後もその保存活用に、より一層努めていく必要があると考えており

ます。 

 観光振興の面では、毎年７月に、曜日を問わずこの神事を一目見ようと、各地から多

くの観覧者が訪れております。今回のユネスコへの登録をきっかけに、これまで鷺舞を

継承されてきた方々の思いや活動を尊重しながら、津和野へのリピーター獲得や新規の

観光誘客につなげていきたいと考えております。 



 インバウンドの受入れについては、今後、日本人の人口が減少する中で、日本人の国

内旅行による観光市場拡大の見込みがない中、地域経済維持・発展における柱として取

り組まなければならないという認識でございます。 

 津和野町では、フリーＷｉＦｉの運用開始や各施設の多言語化、外国語パンフレット

の製作など、受入れ環境の整備に取り組んでいるところです。 

 日本国内におけるインバウンドの受入れは、徐々に拡大を見せているところですので、

引き続き受入れ環境の整備に努めてまいりたいと考えております。 

 続いて、ＪＲの利用促進を含めた観光振興政策ですが、国内旅行の鉄道利用について

は、自動車の普及や団体旅行から個人旅行へといった旅行形態の変化を受けて、以前か

ら大きく落ち込んできていることは御承知のとおりです。加えて、地方の人口減少が加

速する中で、地元利用だけに頼った鉄道の維持には限界があることは明らかであります

ので、観光目的による鉄道の魅力向上は重要であると考えております。 

 一方、鉄道は地域公共交通を支えるシステムの一つでもあり、地域生活交通としての

ＪＲ線存続は、津和野町にとって絶対に欠かせないものであります。これまでと同様に

沿線自治体で構成する協議会等を中心に、新たに出張等のビジネス利用をターゲットに

した鉄道利用促進策なども追加して、引き続き検討を行っていきたいと考えます。 

 町全体の観光振興については、令和４年度から令和８年度までを計画期間として策定

した観光振興計画に沿って進めていくことになりますが、来年の４月には、山口線が全

線開通し１００年を迎える節目の年になります。今後、今年８月にリニューアルしたＪ

Ｒ津和野駅を起点とした集客企画や、山陰本線と山口線との連携した観光列車の企画な

どを働きかけるとともに、既存の広域連携組織と協力しながら取り組んでいきたいと考

えております。 

 ＪＲ線存続のためには、津和野町に今何ができるかを考えることが重要であり、その

ためには横の連携を強化し、組織の垣根を越えて協議の場を持ち、鉄道ネットワークの

維持存続が図られるよう、取組を継続していきたいと考えているところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  ただいま答弁にありました、例えばインバウンドにし

ても、さきの質問でも出しましたが、鷺舞がユネスコの無形文化遺産に登録されたとい

うことは、これは、世界的な価値を認められたということであります。 

 そして、流鏑馬の馬場でもありますが、鷲原八幡宮で行われるあの流鏑馬神事は、私

も同僚議員からＤＶＤを見せていただきましたが、非常にやはり現存する唯一の馬場で

行われる流鏑馬がどんなにすばらしいものかということを、改めて認識をさせていただ

いたことであります。この流鏑馬、そして鷺舞、そしてもう一つ、乙女峠の列福という、

先ほども申し上げましたが、このことも進んでおるということをお聞きしますが、この

ようなことを中心としてインバウンド対策、海外からの円安状況の中で、特に台湾や韓

国などからの観光客も非常に全国的に増えているようであります。そのような取り込み



を考えていくべきではないかと思いますが、まずは、現在の列福の状況、乙女峠の列福

の状況、そして鷺舞、そして流鏑馬について思われることについてお尋ねをしたいと思

います。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  今、議員の御質問でありました、まず、列福のほう

からでございますが、列福の状況につきましては、今年の５月に説明会を聞かさせてい

ただいた、それから、情報としては、私のほう、まだ入ってきていないという状況でご

ざいます。そのとき聞いたところによりますと、来年、列福の申請をされるというふう

に聞いておりますので、いずれにしましても、近いうちにそういった動きがあるという

ふうに思っておるとこでございます。 

 それから、鷺舞のユネスコの無形文化遺産に登録されたというところでございますが、

これにつきましては、来年の４月、５月に弥栄神社の鳥居を修繕されたタイミングで、

一度鷺舞を奉納されるというふうに保存会の方からお聞きしております。それと、その

次の月でございますけど、今度は、広島の厳島神社の舞台におきまして鷺舞がまた奉納

されるというふうに、こちらのほうも聞いておるところでございます。更に、その次の

月におきましては、毎年定期で行われております２０日と２７日に、鷺舞が津和野町で、

各所で奉納されるというふうに、これも聞いておるところでございます。 

 商工観光課としましては、そのほかに保存会の方と御相談を何回かした中で、更にも

う一回どこかのタイミングで鷺舞を奉納して、観光客の誘客のフックにしたいというふ

うに考えております。具体的にはまだ、これということは協議はしておりませんけど、

いずれにしましても、来年のどこかのタイミングで、ユネスコに登録された鷺舞の踊り、

こちらのほうで観光振興を企画をしてまいりたいというふうに思っているとこでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  先般、職員組合が１万円分を商店や飲食店で使って、

その領収書を出して組合のほうから補助を出すという取組をウォークラリーのような

形でやっておられまして、非常にいいことだなということを感じました。職員の皆様方

自体がその１万円分のお金を使って、町内にどんな店があるのか、そんなことも調べな

がら、町の魅力も感じながら、津和野地域、日原地域それぞれのところのよさ、そして、

いろんな飲食や買物を通じて、いろいろこの津和野町の魅力というものを職員自体がそ

うして学ばれるということは、とてもいいことだと思いました。 

 そして、私も時々ＪＲで益田や浜田、そして、江津ぐらいのところに出かけるわけで

ありますけれども、非常に益田から浜田にかかる、その山陰線の海岸沿いを走る美しさ

というものは、格別であると考えております。 



 やはりＪＲを存続していく上では、やはり何よりも大事なのが、利用を増やしていく

ということであります。観光ということも含めながら、やはり実際に町民がＪＲをなる

べく乗っていくという、そういう取組も大事なのではないかと考えることであります。

ＪＲ存続について、担当課長がどのようにＪＲの利用について増やしていこうというこ

とを、現段階でいいですので考えておられるのか、そしてまた、実際にＪＲに乗ってみ

るということも本当に非常にいいことだなということをつくづく感じます。津和野・日

原間で乗ることもありますし、それぞれの区間で実際に乗ってみて、そして、魅力を感

じていくということも大事かと思います。そのようなことを、例えば、企画としてもで

きるのではないかと思いますが、ＪＲについて担当課長の思いについてお尋ねをしたい

と思います。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  ＪＲの利用促進でございますが、例えば、

昨日の町長の答弁にもございましたが、山口線に関しましては、山口線利用促進協議会

というのがございまして、ただいま山口線開通１００周年が来年迫っておりますので、

それに合わせたいろいろな企画、イベント等を、山口市、それから津和野町、吉賀町、

益田市とで、構成市町で検討をしている状況でございます。具体的には、遠足の助成で

すとか、そうしたものを検討をしておるというような状況です。 

 一方、山陰線のほうに関しましては、県が組織しております協議会がございます。そ

の協議会は島根県鉄道整備連絡調整協議会と申しますが、その中でプロジェクトチーム

を発足しておりまして、主に、県内の出張利用等を含めたビジネス利用に対するいろい

ろな活動支援をしてまいりたいというふうなことを、今、検討をしておる状況でござい

ます。 

 議員御指摘のように、こういう鉄道ネットワークの維持・存続は、非常に重要な課題

というふうに我々も認識しております。今後も津和野町としてできる限りの支援をして

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  答弁の中で、最初の答弁の中でありました山陰本線と

山口線とを連携した観光列車の企画などを働きかけるということであります。例えば、

岩国を通る岩国のあの鉄道、錦線でしたですか。あれでは、春のシーズンにお弁当を食

べたり、お酒を飲んだりできるような、そういう列車もあるようであります。大変お客

さんもたくさん来られるようでありますが、このようなことも考えておられるのか、現

在の担当課としてのお考えについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  議員御質問の企画と、ＪＲを利用した観光の企画と

いうところでございます。具体的な企画としては、まだ現段階では、これというものは

持っていないところでございます。ただ、ＪＲの利用の中で観光客の数というものがご



ざいまして、これは、例えば、２０２０年の特にＳＬの乗車人数でございますけど、１

万４,８２０人が津和野のＳＬに乗って訪れておるとこでございます。 

 ＪＲのところで輸送密度という数字がありまして、輸送密度は、コロナ禍におきまし

て半分に下がっているところではございますけど、宮野・津和野間で２０２０年が３１

０人、これは一日に乗車した人数ということでございますが、これから換算しますと、

人数としましては、１年間の最低でも乗った人数としましては、１２万８,８４５人と

いうところが出てまいります。ＳＬのＪＲに対する率でございますけど、これから計算

すると、１２％がＳＬに乗って津和野に観光に来たお客さんの数ということであります。

実際には、普通列車、特急に乗って来られる観光客の方もいるというふうに思っており

ますので、実際には２０％から３０％の間なのかなというふうな見込みをつけておりま

す。この中で、やはりどういう方が乗っていらっしゃるのかというところを、もうちょ

っと掘り下げて分析する。そうすることによって、今からの観光に対するニーズという

のが分かってくると思います。 

 それと、あわせて、津和野町単独でこういうことを考えてもできないというところが

ありますので、山口市、益田市、あと津和野町ですね。沿線の自治体と協力しながら、

そういったような分析に基づいた企画を考えていきたいというふうに思っているとこ

でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  今回の鷺舞の件、そして、流鏑馬の神事にもたくさん

の人が来られます。そして、列服も来年申請をされるということで、ますます注目が上

がるのではないかと思っておりますし、今年の芋煮のときに来られたたくさんの人数を、

たくさんの方々を見てみても、まだまだこれから観光というものの可能性というものを

感じますし、また、観光が盛んになれば、農業や商工業、その他にも様々な機運を与え

ると思いますので、観光施策について今後も考えていかれますことを願いまして、最後

の質問に移らさせていただきます。 

 最後の質問につきましては、障がい者福祉と思いやり駐車場についてであります。 

 現在の津和野町の障がい者福祉事業の利用状況と、障害者福祉センターに増設後の放

課後児童デイの利用見込みについて、また、Ｂ型作業所の現況と今後の利用予想等につ

いてお尋ねをいたします。 

 また、障害者グループホームなど、町内で障がい者が住める環境整備には、どれぐら

いのスタッフなどが必要と考えておられるのかお尋ねをいたします。 

 また、平成２０年１２月から身体・精神・知的障がい、難病、けが、妊娠、要支援１

以上の高齢者で、歩行困難な方を対象として身体障がい者等用駐車場利用証制度、愛称、

思いやり駐車場を島根県は制定していますが、町内の利用・活用状況についてお尋ねを

いたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、障がい者福祉と思いやり駐車場についてお答えを

させていただきます。 

 現在、津和野町において障がい福祉事業を利用されている方は、令和４年７月時点で、

大人が７２名、子どもが３１名となっております。 

 社会福祉法人つわの清流会が実施している放課後等デイサービス事業に登録してい

る人数は、１１月時点で１９人、一日の平均利用者数は１３名程度となっておりますが、

休日の前日や長期休みには利用者数が１５名以上となり、現在増築している別棟が完成

すると、利用者を高学年と低学年の二手に分けて事業を実施する予定となっております。 

 同じく、つわの清流会が実施しております就労継続支援Ｂ型事業所のつわぶきの里は、

１１月時点の一日の平均利用者数は５名程度と最近減少傾向であり、わさびの里は、１

１月時点の一日の平均利用者数は１３名程度と増加傾向となっております。 

 現在、設置を検討しておりますグループホームにつきましては、その規模や場所にも

よりますが、スタッフとして支援員や調理員、送迎の運転手や当直者等も必要となる場

合もあり、実際の事業内容が決まらないと返答できないところでございます。 

 県が実施しております思いやり駐車場制度につきましては、各施設に設置された身体

障がい者用駐車場を本当に必要な方が利用できるよう創設された制度であり、協定を締

結した施設では、駐車スペースを確保し、その表示を掲げ、利用される方は利用証の交

付を受けることが必要となります。 

 県に問い合わせたところ、町内の協定締結施設は、現在、津和野共存病院のみで、町

内において利用証の交付を受けている人数は、５５名であるとのことでございます。失

礼いたしました。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  思いやり駐車場については、私も障がいを持つ子ども

さんの親御さんから聞かせていただいて初めて知ったという経緯があり、そこから思い

やり駐車場というものを調べてみましたら、高齢者も、要介護１以上の方々、そして妊

婦や、そして、様々な障がいを持ち、歩行困難な方を対象としているということで、非

常に特に重要度が高い方々の専用駐車場であると思います。町内でも、例えば道の駅と

か、そして、スーパーなどにもこの思いやり駐車場ということが、まあスーパーはそれ

ぞれ個人の事業でありますので、それはまたそれぞれが考えられると思いますが、道の

駅などにも一つなりはあってもいいのではないかと思いますが、このことについてお尋

ねをいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  道の駅にもあったほうがいいんじゃないか

というような御質問でございますが、この思いやり駐車場については、私も承知はして

おりますが、今のところちょっと道の駅で設置する予定はございません。今後いろいろ

国交省ですとか関係機関とは協議を重ねていく必要がございますので、今回の御質問を



契約にいろいろとどめておいて、いろいろな各関係機関とも相談してまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  放課後等デイサービス事業についてであります。これ

は非常に利用者が多いということで、また、事業そのものも経営にも好影響を与えてい

るような状況であります。今回、別棟をつくると、これは二つの事業所ということで単

価が上がるのかなと思いますが、どれぐらいの収益増を考えておられるのかお尋ねをい

たしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  現在建設をしております障害者福祉センターの別棟

でございますが、今、議員言われますように、放課後デイつくしんぼのほうの人数が多

くなったというとこの対応となっております。ただ、事業所としては、別物にしますと、

それぞれの事業所にサービス事業管理者であるとか、その他支援員の数であるとか、そ

ういうとこに規定がありまして、その人数がまた別途必要になるというところで、今の

つわの清流会の考えとしては、新しい建物と今ある建物を二つ合わせて、現在のつくし

んぼの定数２０でそのまま実施をしていくと。ただ、場所がちょっと離れるだけという

中で実施をしていきたいという、一事業所という考えでおるということを聞いておりま

す。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  基本的には、利用者が増えた手狭なのを増やして拡大

して、特に低年齢層と高年齢層を分けることによって、よりサービスの充実を図るとい

うことであるかなとも思います。 

 グループホームにつきましては、例えば、いろんなところが候補にはなると思います

が、やはりスタッフの問題が一番だと思います。しかし、このことについては、これは、

やはり障がいを持つ親の方々が町内で一生涯暮らしていけるということを望んでのも

のであると思いますので、清流会としましても、できるだけその形に沿いたいという思

いはあると思いますが、スタッフの充足ということが一番のハードルかと思いますが、

スタッフの確保、そして育成なども今後考えながら、職員の見込みが立てば設置をして

いかれるのではないかと思いますが、考えについてお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  障がい者のグループホームにつきましては、これま

でも議会のほうからもいろんな御質問をいただいたり、または、要望をいただいており

ます。また、当然ながら障がい者の親の会であるとか、そういうところからも、当事者

会であるとか、そういうところからも要望をいただいておるところであります。これま

でもお答えさせていただいていますが、町としましても、全面的に協力をするのでとい

うところで、今、つわの清流会のほうに事業実施に向けて一緒に協議をしておるという



ところでありまして、場所の選定であるとか、もしくは、その改修費用であるとか、そ

の辺も含めて、町としてはできる限りのことをしていきたいなと。また、人材確保につ

いても、これも今、一生懸命どういう対応、町長答弁がありましたけれども、その施設

規模によりまして人数も変わっていきますので、その辺も含めて、今いろいろと検討を

しているところであります。 

○議長（草田 吉丸君）  岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  近年の障がい者福祉に関しましては、この放課後デイ

サービスやＢ型作業所、様々な施設を造られて、そして、障がい者の方々に対応する、

そういう施設を造って対応しておられるということに関しましては、障がい者の親御さ

ん方も非常に感謝をしておられますし、町の障がい者に対する取組について本当に感謝

と、また今後の期待もされておることであります。 

 障がい者福祉については、私達も誰もが、例えば、一つ頸椎を損傷するだけで寝たき

りになるという、そういう障がいを持つ可能性を持っております。誰もがこの町内で一

生涯障がいを持っても暮らしていける、そのためには障がい福祉の充実が必要だと思い

ますので、今後もますますの障がい福祉の発展を願い、以上をもちまして、私の全ての

質問を終わらせていただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、３番、岡田克也議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（草田 吉丸君）  ここで１１時１０分まで休憩とします。 

午前 10時 58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 10分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序９、８番、三浦英治議員。 

○議員（８番 三浦 英治君）  それでは、最後の質問者になります８番議員、三浦英

治です。通告に従いまして質問していきたいと思います。 

 まず、高津川の状況についてです。 

 今年度のアユとツガニの漁獲量はいかほどだったのかということと、天然遡上アユの

状況と今後の展望についてお聞きします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、８番、三浦議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 高津川の状況についてでございます。 

 今年度のアユ・ツガニの漁獲量については、１０月末現在でアユが４,２８４キログ

ラム、ツガニが１,０５７キログラムとのことでございました。昨年度と比較すると、



アユが１,１００キログラム増、ツガニが７７９キログラム増と、近年になく豊漁とな

っております。 

 次に、令和４年の天然遡上は、９年ぶりに非常に多くの遡上があったと聞いておりま

す。解禁時のアユの資源量も近年では多くなったことから、アユ釣りの釣果もよく、多

くの遊漁者が高津川に訪れたようでございます。 

 次に、近年、秋に生まれるアユの仔魚数は、水産技術センターが行う流下仔魚調査に

よると、平成３０年は５億３,０００尾、令和元年は９億２,０００尾、令和２年は１１

億９,０００尾、令和３年は１８億６,０００尾と順調に回復しており、昨年は生存率の

高い時期とみられる１１月後半以降にも多くの流下があったことで、令和４年の遡上回

復につながったと考えられます。 

 今年も現在流下仔魚調査を行っておりますが、順調に産卵、ふ化が続いており、海の

状況にもよりますが、来年の遡上にも期待をしているところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 

○議員（８番 三浦 英治君）  今年は大変な豊漁で、高津川沿い、こちらへ来るとき

には川沿い、国道を上がるわけですけども、こんなに釣り客を見たことが、もう本当に

久しぶりでした。これも国の強靱化対策で河原が出たり、河原が変わってきたりとか、

いろんな意味があったと思うんですけども、昨年は、生存率の高い時期と見られる１１

月後半以降にも多くの流下があったことが、今年度の遡上回復につながったことと答弁

されております。現在調査していると思うんですけども、来年の予測は何か聞いていま

すか。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（小藤 信行君）  御質問でございますが、流下仔魚の調査でございます。

町長の答弁にもありましたが、年々増加ということでございます。令和４年度なんです

が、確定値でなく速報値でございますが、２４億尾と聞いておるとこでございます。 

 ただ、この調査につきまして、今、見直しがされているというところでございます。

見直しをされると、令和３年度で言いますと、１８億６,０００尾というとこでござい

ますが、１４億尾になると。そして、令和４年の速報値２４億尾は２０億尾となる想定

と聞いているとこでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 

○議員（８番 三浦 英治君）  これも天候の状況にもよると思いますけども、期待し

ていきたいなと思います。 

 現在、橋の上からの見掛けができなくなった状況の中で、鑑札を返納したという住民

の声をよく聞くんですけども、この見掛けができなくなった理由はいろいろあろうかと

思いますし、また漁域が短くなって、川を堰いて投げ網をするというのも禁止され、風



物というか、そういうのを見られなくなったんですけども、今、鑑札の返納の状況とか、

そんなのは分かりますでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  農林課長。 

○農林課長（小藤 信行君）  ただいま御質問がありました鑑札の返納状況でございま

す。これにつきましては、組合員の高齢化により鑑札の返納が出てきているというとこ

でございます。 

 また、橋の上からのアユ釣りの禁止というとこでございますが、これについても確認

したところ、通行人とのトラブルがあると。かけた網の針が通行人にかかってしまうと

いうところで、現状禁止しているところであるというとこで、これを来年度には文言化

して禁止をするというところで聞いているとこでございます。 

 ただ、今、組合員以外の漁協の鑑札につきましては、昨年より１.５倍の増加という

のは聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 

○議員（８番 三浦 英治君）  逆に１.５倍鑑札が増えたというのにちょっと驚いた

んですけども、来年どのような結果になるか分かりませんけども、大いに期待したいと

思いますし、ツガニも近年なく豊漁となっているというのにも安心しました。数年前で

すかいね、捕れなくなって、以前に稚魚を結構奥部に出したのが全部流れ切ったんじゃ

ないかという話を聞いていたので、アユとともにこういう豊漁になったというのは、私

の口にはあまり入りませんでしたが、ちょっと安心しました。 

 特に今、子ども達も川に行く機会がなく、清流高津川をうたわれながら、なかなか身

近なものとなくなってきているような気がするんですよね。河原がすごくきれいになっ

たり、いろいろ原風景が出てきたのではないかなと思うんですけども、日原中学校では、

子ども達にアユかけを体験させたりとか、いろんなことはしておりますけども、小学校

の学習の中で、高津川との接するのが少なくなっているのが私の印象なんですけども、

教育長、そういったことを答えられますかね、何か。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  失礼します。小学生の子ども達が清流高津川に触れ合う機

会が減ってきているというような状況が見られるということだと思いますけども、主に

日原小学校の児童については、それこそ漁協さんがいろんな企画をしていただいており

まして、高津川でいろんな生き物を捕ったり、また、河原で漁協さんに頂いたアユを焼

いて食べたりと、ケーブルの放送でも流れておりましたけども、そういった取組もして

きておりますので、こういった取組をまたいろいろと学校の授業の中、総合的な学習の

時間という時間も設けられておりますので、そういった時間を活用していただきながら、

そういった自然と触れる場の学習につなげていければというふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 



○議員（８番 三浦 英治君）  身近な高津川ですので、よろしくお願いします。 

 それでは、次の質問に参りたいと思います。 

 福祉の状況についてです。 

 健康つわの２１計画として、１０年間の健康づくり計画の最終年となっていますが、

第３期地域福祉活動計画を策定、検証をしている中で、しまね健康寿命延伸プロジェク

ト推進との絡みと現在の状況をお聞きします。 

 １、町内における老々介護の状況と、今後の予想される推移について。 

 ２、予想される地域福祉の展望と重要性をお聞かせください。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、福祉の状況についてお答えをさせていただきます。 

 町内の老々介護に関する実態調査を行ったことはございませんが、現時点での要介護

認定者８５１人のうち、在宅サービスの利用者が４８０人であること、また、独居以外

の高齢者のみの世帯数が約６９０世帯あることから、老々介護の状況にある世帯が相当

数あるものと推測しております。 

 地域包括システムを確立する上でも重要な情報となることから、要介護認定者の方と

関わりのあるケアマネージャー、地域実情を知る民生委員の方から情報を集め、町内の

老々介護の状態について把握に努めるよう検討したいと考えます。 

 次に、本町の地域福祉計画は、「ともに支えながら心豊かに安心して生活できる地域

づくり」を基本理念としており、町民や地域、行政、社会福祉協議会等が協働して地域

福祉の推進に向けて取り組んでいるところです。 

 今年度は、第２期計画の最終年度であり、来年度から始まる第３期計画の策定に向け

て、町民の福祉に対する意識と要望や需要を把握するためのアンケート調査を実施し、

その結果を基に、先日、第１回目の策定委員会を開催したところです。 

 今回のアンケート結果から見えてきたことは、老夫婦やひとり暮らしの高齢者が増え

ていることから、これからの生活への不安や、高齢により運転免許証を返還した後の買

い物や医療機関への受診の際の交通手段等について、大きな不安を抱えている方の割合

が前回の調査時に比べ多くなっており、福祉分野以外でのニーズや課題も多様化してお

ります。 

 この調査結果での課題を更に分析した上で、関連する他計画との整合性を取りながら、

地域福祉施策の内容に反映させ、計画策定委員会の中でしっかり議論を重ねた上で最終

案をまとめていくとともに、社会福祉協議会が中心となって策定しています住民主体の

活動・行動計画である地域福祉活動計画と連動させながら、地域福祉を更に推進してい

きたいと考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 



○議員（８番 三浦 英治君）  この質問の中で、介護施設の一本化について中間報告

聞こうかなと思ったんですが、同僚議員が結構詳しく質問をし、また答えていたので、

ちょっと１点だけ気になることがあります。 

 というのは、２月の報告をもって事業者間の協議に入ると答えられております。３月

の報告に間に合うのかが心配なんですけども、それと、コンサルが当然、今現在、介護

人材不足、介護従事者の高齢化といった経営的にも厳しい声の中でいろいろ策定してい

ると思うんですけども、気になるのは、職員、現場の声をやっぱりコンサルって吸い上

げるもんなんでしょうか。それがちょっと気になるんでお聞かせ願いますか。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  まず、１点目の御質問でございますけども、２月末

のところでコンサルのほうから報告が出ます。あくまでも議員の皆様方への報告につき

ましては、その報告を持った報告という形をさせていただこうと思っております。それ

を受けて事業者のほうに更に報告書を御提示しまして、事業者間でのお話合いに入って

いただくという形を取らさせていただこうとは思っています。 

 ２点目の質問でございますけども、今回の調査におきましては、委託しておりますコ

ンサルのほうにはお願いをしておりまして、職員の状況調査というものもしていただい

ております。その中で、職員の方が事業所に対してどう思っているか、また、働きに対

してどう思っているかというところも今現在吸い上げておりますので、その内容につき

ましても、今回の報告書の中には盛り込まれるものと思っております。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 

○議員（８番 三浦 英治君）  高齢者の割合は年々加速しております。昨年は２９.

１％で、３人に１人は６５歳以上となり、津和野町では高齢化率は４月１日現在４７.

９％でした。独居以外の高齢者のみの世帯が約６９０世帯ということは、そのうち約２

割の世帯が老々介護の状況にあるということになろうかと思います。アンケート結果で

見えてきた生きることの不安感というのは、年を重ねるごとにだんだん大きくなってい

くと思います。少しでもその不安感を取り除いていけるような福祉計画の策定をしてい

ただきたいと思います。 

 結構今回この質問もずっと頭にあったのが、４月の８年ぶりに津和野町議会選挙があ

りました。ちょうど昨年１月ぐらいから、歩くのに、特に私自身住んでいる青原ですけ

ども、１月から３月の間に３人ほど亡くなられました。初めは孤独死、孤立死というの

かなという気もしたんですけども、それからもう期間中歩くたびに、玄関に行くと喪中

が貼ってあったりとかという、あまりにもちょっと重なりすぎて、少子高齢化というの

は頭では分かっていたんですけども、高齢化がここまで来ているのか、あと５年したら

知っている人が、上の人がどんどん亡くなっていくのではないかとか、そういった部分

をずっと頭にあるんですよね。そうした中で、地域福祉というものの重要性というのが



すごく身に染みて感じてきたんですよね。それでまた、私、６４ですけども、老人会に

入りました。まだ活動も一切しておりませんが、ちょっと実際に、もう事務局は社協に

なりますけども、ちょっと１年かけて勉強していきたい、また、この団体だけは最後は

死ですから、幅の広い年齢層の中でやっているわけですけども、ちょっとそういうのも

勉強していきたいなというふうに感じております。通告に出しておりませんので、地域

福祉に関しては、質問はまたの機会にしたいと思います。ちょっと次の質問との関連が

ありますので、次の質問に行きたいと思います。 

 まず、人口減少についてです。 

 国勢調査から見える津和野町の現状と予測は。 

 ２点目、今年度の出生数は前年度比５％の減少で、１６年以降３.５％のペースで減

少をしてきています。２２年度は、それを上回る減少率となる見込みが報告されており

ます。 

 婚姻数が急減している状況の中で、津和野町の現状はどうなんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、人口減少についてお答えをさせていただきます。 

 令和２年度国勢調査において、本町人口は６,８７５人であり、平成２７年調査より

７７８人減、マイナス１０.２％と、依然として高い減少率となっております。この結

果を重く受け止めなければならない一方で、令和３年における島根県の推計人口調査に

よると、津和野町は自然動態についてはマイナスであるものの、社会動態についてはプ

ラスの結果が出ております。これまで本町の高い人口減少率については、その要因とし

て社会動態のマイナスが長年にわたり続いてきたことが挙げられますが、このたびの調

査で初めてプラスに転じたことは、各種施策により一定の成果が現れ始めている一つの

証ではないかと、前向きに捉えたいと思っております。 

 今後につきましても、更に人口減少を抑制するデータが継続して現れるよう、自然動

態及び社会動態の両面において各種施策を講じてまいりたいと考えております。 

 次に、島根県による統計人口調査によりますと、平成２８年度において津和野町の出

生数は４３人でありましたが、令和２年以降については２５人程度の出生数で推移して

おり、今年度についても同水準の出生数が見込まれます。近年につきましては、国の傾

向と同様に、コロナ禍であることも相まって、本町においても減少傾向にございます。 

 本町といたしましても、少子化対策については、妊娠婦通院サポート等、様々な対応

策を実施しておりますが、今年度より新たな結婚対策として、国の制度を活用し、結婚

し新生活を始める世帯に対しての補助制度を創設いたしました。結婚に関する障壁は

様々な要因がございますが、補助制度を活用し少しでも結婚に対する障壁を少なくし、

引いては少子化対策へとつながることを期待しているところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 



○議員（８番 三浦 英治君）  今年度より始まりました結婚し新生活を始める世帯に

対しての補助制度が創設されましたけれど、これの内容と利用数が分かれば教えてくだ

さい。それと、婚姻数はどうなっているのかを併せてお聞きします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  結婚に関する補助制度の中身ということで

ございますが、国の補助制度を利用しておりまして、これは、結婚する方々の新居の購

入費、それから新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料、それからリフォームの

費用、それから運送業者の支払った引越し費用等が補助対象経費となっております。た

だ、これは１世帯当たり上限が３０万円ということでございまして、いろいろな補助対

象要件等は、年齢要件それから所得の制限等がございますが、こういう補助事業をスタ

ートさせていただいております。津和野町内におきましては、現在これを利用された方

は、今年度まだ１組でございます。なので、まだこれからちょっと、まだ今後、広報や

ホームページ等を通じてＰＲをしてまいりたいというふうに考えております。 

 もう１件の婚姻数については、私どものほうで、申し訳ございません、今ちょっと手

持ちで把握しておりませんので、また調べてお知らせしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 

○議員（８番 三浦 英治君）  こういう補助制度、大変いいことなんですけども、あ

ってはならないし、あっても仕方ないという気はするんですが、利用して、例えば別れ

た場合とか、何年とか、そういう制約はあるんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  申し訳ございません。別れた場合に関して

はちょっと承知をしておりませんが、ただ、再婚の方は補助対象になるということには

なっております。ちなみに、どういった方が補助対象要件になるかと申し上げますと、

御夫婦の所得を合わせて４００万円未満、世帯収入として５４０万円未満に相当する御

夫婦、それから、御夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下の世帯、それから、津

和野町におきましては御夫婦が町内に住所を有しており、対象となる住居が津和野町内

にあることということが要件となっております。 

 以上であります。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 

○議員（８番 三浦 英治君）  住民周知の徹底をして、少しでも活用されるよう頑張

っていただきたいと思います。 

 厚生労働省は、２０２０年人口動態統計を発表しております。出生数は８４万人で、

５年連続で過去最少を更新しております。１８９９年の調査開始以降、過去最少で、自

然増減数は過去最大の減少となっております。 

 島根県では本年４月から特定不妊治療費助成事業が始まり、保険の適用となり、治療

を受けやすくなっております。しかしながら、医療機関が県東部にあり、交通費や拘束



時間の長さを考えると、不妊治療における診察のための助成金が必要ではないかと考え

ます。少子化対策の一つとして考えるが、いかがでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  不妊治療に対しましては、本町おきましても以前か

ら補助対象としております。 

 それから、その内容ですが、一般不妊治療につきましては、限度額が１０万円で３期

までということになっています。また、特定不妊治療につきましては、県の上乗せ分と

しまして、限度額１５万円ということで補助を出しているという状況であります。 

 また、県の東部のほうに、例えば大学病院であるとか、県庁であるとか、そういうと

ころに行かれる方もおられますが、本町の場合、比較的山口県の病院のほうに行かれる

方が多くて、そちらの病院に行っちゃって申請を出される方というのは、よく目につく

なというのは思っております。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 

○議員（８番 三浦 英治君）  以前から山口のほうに行くというのはよく聞いていた

んですけども、結局不妊治療の治療費に関しては出ても、やはり行くのに時間がかかる、

拘束時間、また、ガソリン代からかかると、どうしてもここの地域からは遠い病院に行

かなくてはならないということは、その旅費的な部分の補助ちゅうか、助成ということ

は考えられないのかなと思うんですけども。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  これまであった中では、例えば、東京の病院に、医

療機関にかかっておられる方とかというのもあったわけでありますし、遠いというのが

どこまで遠い話になるのかは分かりませんが、これまで確かにそういう交通費関係の補

助というのは考えておりませんでしたので、また他自治体等の様子も見ながら検討をさ

せていただけたらと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 

○議員（８番 三浦 英治君）  例えば、精神障がい治療のための通院とか、透析治療

のための旅費というのは出ているんですよね。だとしたら、やっぱりやっとこういう不

妊治療というのが結構新聞に出たり、いろいろ出だしたんですけども、なかなか経済的

にも心身の負担も大きい中で、ここの助成は考えるべきと思います。検討課題として今

後考えていただきたいと思います。何かありますか。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  疾患によっては、今のように議員言われますように、

精神通院であるとか、透析関係であるとかということで交通費が出ている部分もあると

いうのは、当然私どもの課の対応ですので分かっております。先ほど申し上げましたが、

他の市町村等の動向を見ながら検討させていただけたらと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  三浦議員。 



○議員（８番 三浦 英治君）  出生数にしても、本当ちょっと前からは考えられない

ぐらい子どもの数が減っております。地域でも子どもの声が聞けるということがすごい

ありがたいことで、たまたま、私、青原保育園が近くなので、よく子ども達の泣き声や

ら聞こえてくるんですよね。そのたびにいいなって感じるんですけども、そういう声が

少しでも多く出るよう、当然保育園関係、学校関係いろいろ大変と思いますけども、少

しでも子ども達が増えるよう祈っております。少子高齢化、皆さん努力して、少しでも

不安感を取り除くように施策をやっていってほしいと思います。 

 これで、私、一般質問終わります。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、８番、三浦英治議員の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会します。お疲れさまでした。 

午前 11時 40分散会 

────────────────────────────── 
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令和４年 第９回（定例）津 和 野 町 議 会 会 議 録（第４日） 

                        令和４年 12月 15日（木曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第４号） 

                    令和４年 12月 15日  午前９時 00分開議 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 町長提出第 117 号議案 令和３年災第 2087 号町道北斗台線道路災害復旧

工事請負変更契約の締結について 

 日程第３ 町長提出第 118 号議案 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 日程第４ 町長提出第 119 号議案 職員の高齢者部分休業に関する条例の制定につ

いて 

 日程第５ 町長提出第 133号議案 津和野高等学校支援基金条例の制定について 

 日程第６ 町長提出第 120 号議案 津和野町こども家庭センター設置条例の制定に

ついて 

 日程第７ 町長提出第 121 号議案 津和野町特別職の職員の諸給与条例の一部改正

について 

 日程第８ 町長提出第 122 号議案 津和野町職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第９ 町長提出第 123 号議案 津和野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部改正について 

 日程第 10 町長提出第 124号議案 津和野町定住促進条例の一部改正について 

 日程第 11 町長提出第 125 号議案 津和野町放課後児童クラブ設置及び管理運営に

関する条例の一部改正について 

 日程第 12 町長提出第 126号議案 令和４年度津和野町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第 13 町長提出第 127 号議案 令和４年度津和野町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号） 

 日程第 14 町長提出第 128 号議案 令和４年度津和野町介護保険特別会計補正予算

（第３号） 

 日程第 15 町長提出第 129 号議案 令和４年度津和野町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号） 

 日程第 16 町長提出第 130 号議案 令和４年度津和野町下水道事業特別会計補正予

算（第３号） 

 日程第 17 町長提出第 131 号議案 令和４年度津和野町病院事業会計補正予算（第

１号） 



 日程第 18 町長提出第 132 号議案 令和４年度津和野町水道事業会計補正予算（第

３号） 

 日程第 19 請願第２号 政府に対し「介護保険制度改定の中止を求める意見書」提

出に関する請願書について 

 日程第 20 議会活性化特別委員会の中間報告について 

 日程第 21 総務経済常任委員会の所管事務調査報告について 

 日程第 22 文教民生常任委員会の所管事務調査報告について 

 日程第 23 広報広聴常任委員会の津和野町議会広聴会報告について 

 日程第 24 各委員会からの閉会中の継続調査の申出について 

 追加日程第１ 発議第２号 介護保険制度改定の中止を求める意見書（案）の提出に

ついて 

 追加日程第２ 岡田克也議員の議員辞職の件について 

────────────────────────────── 
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 日程第８ 町長提出第 122 号議案 津和野町職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第９ 町長提出第 123 号議案 津和野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部改正について 

 日程第 10 町長提出第 124号議案 津和野町定住促進条例の一部改正について 

 日程第 11 町長提出第 125 号議案 津和野町放課後児童クラブ設置及び管理運営に

関する条例の一部改正について 

 日程第 12 町長提出第 126号議案 令和４年度津和野町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第 13 町長提出第 127 号議案 令和４年度津和野町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号） 



 日程第 14 町長提出第 128 号議案 令和４年度津和野町介護保険特別会計補正予算

（第３号） 

 日程第 15 町長提出第 129 号議案 令和４年度津和野町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号） 

 日程第 16 町長提出第 130 号議案 令和４年度津和野町下水道事業特別会計補正予

算（第３号） 

 日程第 17 町長提出第 131 号議案 令和４年度津和野町病院事業会計補正予算（第

１号） 

 日程第 18 町長提出第 132 号議案 令和４年度津和野町水道事業会計補正予算（第

３号） 

 日程第 19 請願第２号 政府に対し「介護保険制度改定の中止を求める意見書」提

出に関する請願書について 

 日程第 20 議会活性化特別委員会の中間報告について 

 日程第 21 総務経済常任委員会の所管事務調査報告について 

 日程第 22 文教民生常任委員会の所管事務調査報告について 

 日程第 23 広報広聴常任委員会の津和野町議会広聴会報告について 

 日程第 24 各委員会からの閉会中の継続調査の申出について 

 追加日程第１ 発議第２号 介護保険制度改定の中止を求める意見書（案）の提出に

ついて 

 追加日程第２ 岡田克也議員の議員辞職の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 道信 俊昭君       ２番 大江  梨君 

３番 岡田 克也君       ４番 米澤 宕文君 

５番 横山 元志君       ６番 沖田  守君 

７番 御手洗 剛君       ８番 三浦 英治君 

９番 田中海太郎君       10番 寺戸 昌子君 

11番 川田  剛君       12番 草田 吉丸君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 中田 紀子君                  

────────────────────────────── 



説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 下森 博之君  副町長 ………………… 島田 賢司君 

教育長 ………………… 岩本 要二君  総務財政課長 ………… 益井 仁志君 

税務住民課長 ………… 山下 泰三君                     

つわの暮らし推進課長 …………………………………………………… 宮内 秀和君 

健康福祉課長 ………… 土井 泰一君  医療対策課長 ………… 清水 浩志君 

農林課長 ……………… 小藤 信行君  商工観光課長…………… 堀  重樹君 

環境生活課長 ………… 野田 裕一君  建設課長 ……………… 安村 義夫君 

教育次長 ……………… 山本 博之君  会計管理者 …………… 青木早知枝君 

────────────────────────────── 

午前９時 00分開議 

○議長（草田 吉丸君）  おはようございます。引き続いてお出かけいただきましてあ

りがとうございます。 

 ただいまより令和４年第９回定例会４日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は１２名全員であります。定足数に達しておりますので、これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１０番、寺戸昌子議員、１１

番、川田剛議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１１７号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２、議案第１１７号令和３年災第２０８７号町道北斗

台線道路災害復旧工事請負変更契約の締結について、これより質疑に入ります。ありま

せんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１１７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。 



 念のため申し上げます。押しボタン式による表決において所定の時間内にボタンを押

されなかった場合は、申合せ事項により棄権とみなすこととなっております。各自、自

分が選択したボタンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１１７号令和３年災第２０８７号町道北斗台線道路災害復旧

工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第１１８号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第３、議案第１１８号地方公務員法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、これより質疑に入ります。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１１８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１１８号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１１９号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第４、議案第１１９号職員の高齢者部分休業に関する条

例の制定について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１１９号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１１９号職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について

は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 



横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１３３号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第５、議案第１３３号津和野町高等学校支援基金条例の

制定についてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  今定例会に追加で提案をいたします案件は、条例案件１件で

ございます。重要な案件でございますので、慎重審議を賜り、可決賜りますようお願い

申し上げます。 

 議案第１３３号でございますが、津和野高等学校支援基金条例の制定について、議会

の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、教育次長から御説明を申し上げます。 

○議長（草田 吉丸君）  教育次長。 

○教育次長（山本 博之君）  それでは、議案第１３３号について御説明をいたします。 

 この条例は、津和野高等学校の前身であります旧制津和野中学校の卒業生である方の

御遺族から寄附された有価証券の配当金を活用し、津和野高等学校の支援充実を図るた

め、津和野高等学校支援基金条例を制定するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１３３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認してください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 



○議長（草田 吉丸君）   押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１３３号津和野高等学校支援基金条例の制定については、原

案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１２０号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第６、議案第１２０号津和野町こども家庭センター設置

条例の制定について、これより質疑に入ります。川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  すみません。第３条の５なんですけれども、担い手

の確保と地域資源の開拓に関することというのが、どういった具体例、どういったもの

があるのか、具体例をお願いしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  いわゆる、これまでもいろいろ準備をしてきている

ところですが、例えば、ファミリー・サポート・センターのまかせて会員でありますと

か、いわゆるその預かってあげられる方、今、登録者数が本当５人程度で、本町でもな

かなかこの事業自体がうまいこといっていないという、以前から説明させてもらってい

ますが、預けるほうも本町の場合は、保育園の一時保育なんかが十分使えるので、そう

いうところが必要ないという部分もあるのかもしれませんが、そういうふうなもの、

様々な今後新しく出てくるような、いわゆるその子育て世代の方の育児に関する相談に

乗っていただける方であるとか、そうやって子どもさんを預かっていただける方である

とか、そういうこの新しいこども家庭センターについては、相談支援というのが大きな

目的となっておりますので、それに関する方等のことをここで表していることでありま

す。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。横山議員。 



○議員（５番 横山 元志君）  同じ３条の５になるんですが、先日、私が一般質問に

上げさせていただいた助産師さん等と協力体制を構築できる可能性はあるでしょうか、

お聞かせ願います。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  先般の一般質問のお話でありますが、こども家庭セ

ンターとは特に関係がなくても、今の段階で母子保健ということで、そのことについて

は、この前お答えしたとおり、今後検討させていただきたいと思っております。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  先般の説明で、子育て世代包括センターを廃止して、

役割を維持しながら、こちらのこども家庭センターのほうになるというような御説明を

聞いたような気がするんですけど、何がどう、変わるところがあれば教えていただけれ

ばと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  先般も議案説明のときにさせていただきました。今、

本町においては、児童福祉に係る子ども家庭総合支援拠点という部分と、母子保健に係

る子育て世代包括支援センターという機能があります。 

 これ基本的には、全国の市町村それを今持っているということになっておりまして、

今回の児童福祉法の改正が、それを併せてこども家庭センターとして機能強化をしなさ

いと。いわゆる連携ができていない市町村があるので、そこを連携できるような形をつ

くりなさいという意味において、今回この条例を上げさせてもらっているというところ

であります。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２０号津和野町こども家庭センター設置条例の制定につい

ては、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１２１号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第７、議案第１２１号津和野町特別職の職員の諸給与条

例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２１号津和野町特別職の職員の諸給与条例の一部改正につ

いては、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 



横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第１２２号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第８、議案第１２２号津和野町職員の給与に関する条例

の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２２号津和野町職員の給与に関する条例の一部改正につい

ては、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第１２３号 



○議長（草田 吉丸君）  日程第９、議案第１２３号津和野町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２３号津和野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第１２４号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１０、議案第１２４号津和野町定住促進条例の一部改

正について、これより質疑に入ります。ありませんか。川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  すみません。聞き漏れだったら大変申し訳ないんで

すけれども、この入学祝い金の詳細、小学生からいろんな入学があると思うんですけれ

ども、どういった入学を指すのか、具体例で具体的にお願いいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  この入学祝い金は、小学生、中学生の入学

者を対象としております。町内です。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  その入学祝い金というのは、金がつくということで

すので、どれぐらいの額を想定しているのか、どれぐらいの予算で財源などはどのよう

にされるのかもお尋ねします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  想定しておりますのは、小学生、中学生合

わせて８３名程度を今カウントしております。１人当たり３万円で、町内の地域商品券、

今現在でいうと、こだま商品券等を検討しております。 

 予算規模で言うと、大体今３万円掛ける８３名で２４９万円程度だろうということで、

これ来年度の予算編成に今差しかかっておりますが、そういう形で今検討しております。 

 財源については、今のところまだ詳細が決まっておりませんが、予算編成時に財政と

協議しながら決めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  同じ質問をしようと思ったところなんですが、財源が

ないとのことなんですが、財源がない計画をするのはいかがなものかと思いますが、ど

うでしょう。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  私ども原課のほうでは、ふるさと納税等の

ことを考えておりますが、まだ、予算編成の真っただ中でございますので、財政等のヒ

アリングもまだこれからですし、とりあえず条例の改正をして、これから予算編成時に

財政と協議したいということであります。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  賛成の立場で討論させていただきます。 

 入学祝い金があることによって助かる御家庭もあると思います。地域商品券というこ

とで、地元の地元産品を使ってくれと。地元の産業にもつながると思うんですけれども、

ただ、ふるさと納税というお言葉がありましたが、最近は確かにふるさと納税の額も多

くなってきておりますし、津和野町にとっては大変ありがたいことではあるんですけれ

ども、不確定な予算でありますので、こうした予算を毎年使うようなものに充てるとい



うのは、いかがかなという思いがいたしておりますので、財源を編成する際には、重々

そのあたりを考えていただいて予算編成に当たっていただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。賛成討論とさせていただきます。 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２４号津和野町定住促進条例の一部改正については、原案

のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第１２５号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１１、議案第１２５号津和野町放課後児童クラブ設置

及び管理運営に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありません

か。大江議員。 

○議員（２番 大江  梨君）  町内何か所か児童クラブあると思うんですけれど、全

ての児童クラブがこれに該当して、全ての児童クラブがこの時間帯で運営することに今

後なるんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 



○健康福祉課長（土井 泰一君）  町内には５か所の児童クラブがありまして、その全

てがこの時間帯の運営になるということにしております。ただし、該当のお子さんがい

ない場合もありますので、そこにつきましては、その状況を見ながら、これまでどおり

──これまでどおりといいますか、子どもがいない時間はもう閉所をすると、もしくは

開所しないということで、今シダックスという会社に４つ運営を委託しておりまして、

畑迫運営委員会にひとつお願いをしておりますが、それぞれの事業主と話をしていると

ころです。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２５号津和野町放課後児童クラブ設置及び管理運営に関す

る条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第１２６号 



○議長（草田 吉丸君）  日程第１２、議案第１２６号令和４年度津和野町一般会計補

正予算（第７号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。御手洗議員。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  ２６ページ、２７ページですか。ふるさと納税の関係

であります。 

 １２月が１年間で一番集まる時期であろうかというふうに思っておりますが、今回増

額ということの中で、この変更がなされるわけであります。 

 今年度の見通しといいますか、ふるさと納税、これがどのように、現段階と見通しを

お聞きします。 

 ２８、２９ページの住民協働推進事業ですか。今回、御説明もありましたが、空き家

に対する助成措置と、空き家の解体に伴う助成措置ということで、国庫分６００万が計

上されました。今回の補正では、これで５件が既に分かっておるところに対する助成と

いいますか、そういったことであろうと思いますが、このようなことは次年度以降も当

然起こり得ることでもあります。このことについて、次年度予算に向けてのこともあわ

せてお聞きします。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  初めに、ふるさと納税についてであります

が、今回、増額補正をしまして、本年度は６,５００万を見込んでおります。昨年度が

７,５００万でありましたので昨年並みにはなろうかと考えておりますが、一応まあ固

く見て６,５００万で今回は補正させていただいておりますということです。それに伴

う返礼品等が増額になろうかと思っていますので、今回補正させていただいたというふ

うに御理解いただければと思います。 

 それから、空き家の解体についてでございますが、今回５件補正をいたしました。そ

れで当初予算と合わせて今年度８件の見込みとなります。これは、今年度、来年度以降

の、次年度以降の見込みということでございますが、増えてくるものと予想しておりま

す。既にもう来年度に回し、今回は県のとか国の補助金がついたものを今回補正させて

いただいておりますが、まだつかずに次年度以降に持ち越しておるというような実際空

き家もございます。なので来年度は、更に増えるんじゃなかろうかというふうな見込み

をしております。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  御手洗議員のとちょっと重複しますが、これちょっと

私の勉強不足で申し訳ないんですが、２７ページのふるさと納税返礼品の消耗品４１９

万６,０００円。歳入のほうを見ると５００万となっておるんですね、１６ページで。

この５００万に対しての返礼品ではないんでしょうか。 



 それから、２９ページの先ほどと重なります。この空き家除去支援事業補助金、これ

は持ち主からの声、または地区民からの声でしょうか。そうすると、先ほど５件と言わ

れましたが、これ１件１２０万ぐらいの補助なんでしょうか。 

 それから、３１ページの新型コロナウイルス感染症対応地方創生推進事業費の養護老

人ホーム内の電気温水器工事中止で負担金が減になっておりますが、これは工事は中止

したまんまで置くということでしょうか、必要なものを。 

 それから、８１ページの河川環境整備費嘉年坂川河川整備事業及び西迫川河床掘削工

事費で９７２万２,０００円、この整備というのは、近々県土木、県の津和野土木事業

所が県管理の河川の浚渫工事をして、木部の原野または畑を埋め立てるという計画が進

められておりますが、これと関連するものでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  初めに、ふるさと納税のことについてであ

りますが、増額５００万を歳入が増えます。そうすると、当然、返礼品も増えるという

ことで、今回、返礼品の需要費も増額しておるというふうに、お見込みのとおりです。

ですので、そういう補正予算になっております。 

 それから、空き家のほうに関しましては、これは持ち主か地元かということでござい

ますが、両方ございます。主には、地元がやっぱり多いです。地元からつわの暮らし推

進課に問い合わせがあって、持ち主を確認してという作業のほうが多いですが、持ち主

から自らお申出される場合もございます。 

 それから、１件当たり１２０万でいいかということですが、そのとおりでございます。

上限が１２０万、全体で事業費ベースで１５０万の５分の４補助の上限が１２０万とい

うことです。ですから、仮に解体工事費が２００万かかっても１２０万が上限で補助金

が出るというふうに御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  養護老人ホーム銀杏寮減額補正についてであります

が、内容は今議員おっしゃられたとおり、電気温水器を設置を各部屋にするというもの

で予算づけをしておりましたが、銀杏寮のほうが設計をしたところ、電圧が足りないと

いうことで、キュービクル等を新しく設置しなければならない、もしくは今あるものを

改修しなければならないということが分かったというところで、今年度事業としてはで

きないというお話がありました。それに伴いまして、今年度は一旦そこを減額している

というものであります。 

○議長（草田 吉丸君）  建設課長。 

○建設課長（安村 義夫君）  河川費の工事請負費でございますが、これは県管理の河

川の埋立等のことでお話がございましたが、それとは別のものでございまして、御指摘



いただきましたとおり、嘉年坂川の河川修繕工事、西迫川の河床掘削工事ということで、

町が管理いたします普通河川の工事になっております。 

 それぞれですが、緊急自然災害防止対策事業、または緊急浚渫推進事業ということで、

これは令和６年までということで事業がこういうものがございます。これは、国の防災

減災国土強靱化対策等と連携して、地方公共団体が単独で実施する防災インフラの整備

事業となっております。 

 こういった事業でございまして、これにつきましては、充当率が１００％、元利償還

金が７０％交付税措置ということでございますので、有利なものでありまして、今まで

町管理の普通河川については、河床掘削とか河川修繕というのは、なかなかできなかっ

たんですけど、この制度を利用いたしまして今回対策を実施したいと考えておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  ふるさと納税の件ですが、約４２０万、納税額が５０

０万、差し引き８０万の収益といいますか、寄附金、ふるさと納税になるわけですね。

そのかわり返礼品の４１９万は地元のいろんなものをされるんで、地元も潤うというこ

とであろうと思いますが、こういうことでよろしいでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  厳密に申し上げますと５００万入りますよ

ね。そうすると返礼品が増えるわけですが、今回の補正で言いますと、基金を差額が単

純に町に残るという感じじゃないです。返礼品は、寄附額の３０％以内ですから、それ

を返礼品で差し上げます。あとは、いわゆる今、さとふる、ふるなび、ふるさとチョイ

ス、全日空、楽天、４つのポータルサイトと契約しておりまして、その手数料等も発生

します。 

 ですから、全体で寄附額の約５０％程度が町に残るというような御理解でお願いした

いと思います。なので今回の補正予算の単純に差し引きが町に残るという考えじゃあち

ょっと違うと思う。よろしいでしょうか。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  米澤議員。 

○議員（４番 米澤 宕文君）  １件漏れておりました。 

 ３１ページの航空機シートモニター、何となく分かるんですが、広告料。シートモニ

ターという言葉を探しても全然分からんのですが、どういう意味でしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  このシートモニターというのは、飛行機の座席があ

りまして、その後ろに液晶のカラーのディスプレイがあります。ですので座った椅子の



後ろの方が、搭乗している間コマーシャルとか、そういうものを、映画とか、そういう

ものを鑑賞するモニターということでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。大江議員。 

○議員（２番 大江  梨君）  すみません。私も今、米澤議員質問された３１ページ

のその航空機シートモニターの件なんですけれど、このプロモーションの目的とプロモ

ーションの期間を教えていただきたいです。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  このプロモーションの目的としましては、今年、津

和野の弥栄神社の鷺舞が、風流舞としてのユネスコの無形文化遺産に登録されたことを

決定したことから、津和野への誘客、それと萩・石見空港の利用促進を図るということ

を目的にシートモニターで鷺舞を中心とした津和野の映像を放映するということでご

ざいます。放映期間としましては、来年、令和５年の３月１日から３１日までの１か月

間ということでございます。 

 国際線が１３機と国内線が２８機で、対象者数としては１か月で約６０万人の方が見

られるというふうな計算をしております。オンエアの秒数としましては１５秒で、ディ

スプレイが起動したときに１回、その後、起動した後１回と、２回放映するような形で

設定がされておるというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  ９０、９１ページの教育諸費でございますが、備品

購入特別支援の支援学級のことだと思うんですけれども、どういった整備を行うのかを

お尋ねいたします。 

 それと、次ページ、９２、９３の小学校費の学校管理費で遊具の修繕が入っておりま

すが、どういった修繕になるのかお尋ねをいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  教育次長。 

○教育次長（山本 博之君）  まず、９１ページの備品購入でございますが、新年度特

別支援学級が４校で１クラスずつ開設する予定でございます。その教室のほうで、電子

黒板や各教室で必要なテーブル等、そういった備品を予定して、これは学校のほうで新

たに必要なものを精査していただいて、予算要求をさせていただいているものでござい

ます。 

 続きまして、次ページの遊具の修繕でございますが、こちらにつきましては、主に津

和野小学校の回転ジャングルジムが、ちょっとこれもう傷んでおりますので、そういっ

たものを撤去、それから、ブランコの修繕、同じく、津和野小学校で大型滑り台がござ

いますが、これもちょっと現在検査の結果、危険が伴うということで、安全確保のため

の撤去というようなことを計画しております。 

 以上でございます。 



○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  今のその遊具の撤去なんですけれども、撤去して、

その後はもう何も設置をしないのか。その危険というのは分かるんですけれども、なく

した後のその措置といいますか、どういう対応をされるのかをお尋ねをいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  教育次長。 

○教育次長（山本 博之君）  撤去後につきましては、現在、学校のほうとも検討させ

ていただいております。すみません。検討させていただいていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  検討て、つまり学校と協議して必要であれば、その

ような措置を、必要でないというのであれば、そのような措置をということで、協議を

して決めるという、これから話し合って決めるということでよろしいんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育次長。 

○教育次長（山本 博之君）  議員御指摘のとおり、協議をしていきたいと考えており

ます。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  先ほどから同僚議員の皆さんが、ちょっと質問されて

いることに関連してですけれど、２８、２９ページで、老朽空き家助去支援事業補助金

ですけど、大変申し訳ないですけど、自分がちょっと説明の日に出れなかったもので、

改めてこの事業が国の事業なのか、それと今年あって、また来年以降、増えていくとい

うことを聞いて、実際、それは、もし国の事業であれば、それが引き続きずっと行われ

ていく見込みがあるのか。 

 それと、この事業に関して、この事業をやることで、その後、例えば、何らかのこの

事業をやるから、今後、例えば、ここをどういうふうにするとか、そういう計画性とか、

そういう何か空き家除去した後の計画まで必要なのか、そういったことをちょっと教え

ていただければと、１点目思います。 

 もう１点目は、１０４、１０５ページの安野光雅美術館の消耗品費なんですけど、こ

れも同じく、大変申し訳ないんですけど、また同じ説明になるのかもしれませんけど、

このグッズ売上増に伴う美術館商品購入費等というのが、どのようなものなのか教えて

いただきたいです。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  老朽空き家の問題ですが、これ国の補助事

業、あと県の補助金も入っております。国が５分の２補助、それから、県費が５分の１、

残り町が５分の１、受益者というか、実際、壊す持ち主の方が５分の１という配分にな

ります。 



 来年度以降の見込みでございますが、来年度以降もあるというふうに我々思っており

まして、もう既に来年度の要望も国、県のほうに出しております。なので、来年度以降

もこれは継続してやりたいと考えております。 

 それから、跡地利用については、基本的には更地に戻すというのが原則となっており

ます。特に、そこに何かを建てなきゃいけないとか、逆に、更地のまま置いとかにゃい

かんとか、そうした制約は特にないんですが、基本的には更地にしたいということで考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  教育次長。 

○教育次長（山本 博之君）  安野光雅美術館における消耗品費でございますけれども、

これは主に売店でのグッズになります。書籍であったりとか、便箋等、様々なグッズを

取り扱っておりますが、そういったものの仕入れ費用等を見込んでおります。 

 それと、安野光雅先生のレプリカ作成等もしておりますので、そういったものの資材

等の購入というところでございます。 

 コロナの関係で緩和になったというところで、入館者も増えてきております。それと、

今年の夏に広島のほうで館外展をさせていただいておりますので、そちらのほうで、当

美術館のほうから、そういった売店のグッズを出しておりまして、そちらでの販売等も

かなり出ておりますので、その不足といいますか、売上げによって減ったものを購入し

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  そしたら、安野光雅美術館のその購入費のほうですけ

ど、それは今まで最近観光客が増えてきて、売れたもの、従来のものをそのまま補充す

るような形なんでしょうか、それとも、新商品の開発とか、何か新たにこういうものを

っていうので、そういうのもあるのでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育次長。 

○教育次長（山本 博之君）  仕入れるグッズにつきましては、その都度、従来のもの

も仕入れてまいりますし、また、新たな商品開発ということも議員御指摘のとおりして

いきたいというふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 



 これより議案第１２６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２６号令和４年度津和野町一般会計補正予算（第７号）は、

原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１２７号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１３、議案第１２７号令和４年度津和野町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２７号令和４年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１２８号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１４、議案第１２８号令和４年度津和野町介護保険特

別会計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。川田議

員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  １４、１５ページの居宅介護サービス給付費が３,

０００万円計上されております。１８、１９ページにおいては、予備費が２,２７５万

７,０００円減額されているんですが、歳入のほうで国、県からの支出金がなくて、予

備費で給付費を賄ったのかなと思ってしまったんですけども、この数字の予算の組み方

を教えていただけたらと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  このたびサービス給付費ということで３,０００万

円の増額をさせていただきました。３,０００万円の町負担分としまして、その１２.

５％、３７５万円につきましては予算化をさせていただいております。 

 国、県の関係でございますけれども、それにつきましては、当初予算の段階で、現在

当初予算ベースで予算化をさせていただいておりますけれども、今後どのように給付費

が変わってくるか分からないということがございまして、最終的にはこちらのほうから

確定の数字を出して、国、県のほうから負担金を頂くという形になりますけれども、現

在のところまだ不確定な部分が多いということで、現在のところは予備費のほうで調整

をさせていただいて、最終的には３月補正なりのところで調整をさせていただくという

形になっております。 

○議長（草田 吉丸君）  ありませんか。大江議員。 



○議員（２番 大江  梨君）  １７ページの成年後見制度利用支援事業助成金で、す

みません、私の勉強不足もあるんですが、これはどういった助成金で、これ何人ぐらい

これを使うような想定なのか、ちょっと教えていただきたいのですが。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  成年後見制度支援事業助成金でございますけれども、

当初予算の段階では４件分の予算を上程させていただきました。しかしながら、今後の

予想というところで、社会福祉協議会等に確認をとりましたところ、約５件分の申請が

出る見込みであるというところで、このたび１４１万６,０００円の計上をさせていた

だいております。 

 支援助成金でございますけれども、成年後見制度というのは、御存じだと思いますけ

れども、成年後見制度を利用するに当たりまして、親族等の方による成年後見開始の審

判の申出を行うことができない方がおられます。そうした方に対しましては、町長の申

立てという形で、町のほうで申立てを行ったりすることがございます。 

 また、第三者であります成年後見人が確定するという場合もございますけれども、そ

うした場合の報酬につきましては、御本人、御家族の方が本来なら支払いをするべきな

んですけれども、そうしたことができないという場合がございますので、その場合に町

のほうで、その助成金についてお支払いをするという形のものもございます。 

○議長（草田 吉丸君）  ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２８号令和４年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第

３号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 



道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１２９号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１５、議案第１２９号令和４年度津和野町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１２９号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１２９号令和４年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 



────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１３０号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１６、議案第１３０号令和４年度津和野町下水道事業

特別会計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１３０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１３０号令和４年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第

３号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１３１号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１７、議案第１３１号令和４年度津和野町病院事業会

計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１３１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１３１号令和４年度津和野町病院事業会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第１３２号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１８、議案第１３２号令和４年度津和野町水道事業会

計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第１３２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタ

ンのライトが点灯しているか確認をしてください。 



〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成全員であり

ます。したがって、議案第１３２号令和４年度津和野町水道事業会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（１１名） 

道信 俊昭君          大江  梨君 

岡田 克也君          米澤 宕文君 

横山 元志君          沖田  守君 

御手洗 剛君          三浦 英治君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（０名） 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．請願第２号 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１９、請願第２号政府に対し「介護保険制度改定の中

止を求める意見書」提出に関する請願書について議題とします。 

 文教民生常任委員長の報告を求めます。御手洗議員。 

○文教民生常任委員会委員長（御手洗 剛君）  文教民生常任委員会請願審査報告書。 

 令和４年１２月定例会において、本委員会に付託された請願を審査した結果、次のと

おり決定したので、津和野町議会会議規則第９４条第１項及び第２項の規定により報告

します。 

 受理番号。第２号。 

 令和４年１２月９日、付託。 

 件名。「介護保険制度改定の中止を求める意見書」提出に関する請願。 

 審査の結果。採択。 

 審査の内容。別紙のとおり。 

 裏面を御覧ください。 

 １、審査の経過でありますが、審査年月日。令和４年１２月１３日火曜。 

 審査場所。津和野町役場本庁舎、委員会室。 

 内容。机上調査。 

 出席者。文教民生常任委員会委員６名、議長、医療対策課課長清水浩志。 

 紹介議員。寺戸昌子。 

 ２、審査意見。 



 現在、厚生労働省は、介護保険制度改定に向け、社会保険制度審議会に対し、以下の

見直しの論点を提示し、議論が進められています。 

 その内容は、介護保険サービスの利用料２割から３割負担の対象拡大。 

 要介護１、２の保険給付外し。 

 ケアプランの有料化。 

 老健施設などの相部屋（多床化）の有料化。 

 保険料の給付年齢の引下げと利用年齢の引上げ。 

 補足給付の資産要件に不動産を追加。 

 高所得者の保険料引上げ。 

 審査意見でありますが、意見書の内容には不確定な要素も多く、既に見送りの結論が

出ている論点も含まれている点など、意見書として不十分であるという意見もあった。

しかしながら、論点として示されている内容は、いずれも財源を国民の負担で賄うもの

であり、容認しがたく、早期にその意思を表明する必要があると考える。 

 よって、医療費の負担増、物価の高騰、年金の削減等の現在の社会情勢の下、国民の

負担増は避けなければならないという観点から本請願を採択することに決した。 

 令和４年１２月１５日、津和野町議会議長草田吉丸様、文教民生常任委員会委員長御

手洗剛。 

 以上であります。 

○議長（草田 吉丸君）  ありがとうございました。 

 それでは、委員長の報告について質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 それでは、御手洗議員、席にお帰りください。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 

 本請願に対する委員長報告は採択であります。本請願は委員長報告のとおり採択とす

ることに賛成の方は１のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自

分が選択したボタンのライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認め、採決を締め切ります。賛成多数であり

ます。したがって、請願第２号政府に対し「介護保険制度改定の中止を求める意見書」

提出に関する請願書については、委員長報告のとおり採択とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

賛成（９名） 

大江  梨君          岡田 克也君 

米澤 宕文君          横山 元志君 

沖田  守君          御手洗 剛君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（２名） 

道信 俊昭君          三浦 英治君 

────────────・────・──────────── 

○議長（草田 吉丸君）  ここで１０時２０分まで休憩といたします。 

午前 10時 13分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 20分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議会活性化特別委員会の中間報告について 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２０、議会活性化特別委員会の中間報告についてを議

題とします。 

 議会活性化特別委員会委員長の報告を求めます。川田委員長。 

○議会活性化特別委員会委員長（川田  剛君）  議会活性化特別委員会中間報告。 

 令和４年第５回（６月）津和野町議会定例会において設置された議会活性化特別委員

会の調査について、津和野町議会会議規則第４７条第２項の規定に基づき報告いたしま

す。 

 １、調査事件。議会活性化に関すること。 

 ２、調査目的。議会運営及び議員活動の活性化と充実を図り、津和野町の町民参加に

よる協働のまちづくりに寄与するため、津和野町議会基本条例の制定に向けた協議並び

に同条例の在り方を検討するため。 

 ３、調査の方法。机上調査。 

 ４、調査の経過。第４回、令和４年１１月７日月曜日、午前１１時２０分から。津和

野町役場第５会議室。 

 出席者。委員１１人、議長。 

 調査事項。議会基本条例に盛り込む事項の決定。 



 第５回令和４年１２月９日金曜日午前１１時３０分から。 

 場所。津和野町役場第５会議室。 

 出席者。委員１０人、議長。欠席、田中委員。 

 調査事項。中間報告の内容確認と条例案作成に向けた作業班の設置。 

 ５、調査の概要。 

 令和４年１０月１３日から１４日にかけて、津和野町議会行政視察研修を実施し、鳥

取県若桜町議会及び岡山県美咲町議会の議会基本条例制定後の議員活動、議会運営等の

在り方について意見交換など研修を行った。 

 その際の書面による報告書により、議会基本条例制定後の議員活動及び議会運営につ

いての様々な意見を確認した。 

 上記の報告や意見等では、議会基本条例の制定について前向きな意見が全てであった

ため、当委員会は、津和野町議会基本条例（仮）の制定に向けて取り組んでいくことを

確認した。 

 議会基本条例に盛り込む事項については、全国の市町村議会で既に制定されている議

会基本条例を参考として３５項目を別表のとおり選定した。今後の特別委員会において、

項目ごとに調査・検討を行っていくことを確認した。 

 ３５項目のうち１０項目は、意見の分かれるものや内容を精査すべきもの、見直しが

必要なもの、既に規定があるものであった。今後の特別委員会において、議会基本条例

に盛り込むべきかどうかを検討していくことを確認した。 

 条例には盛り込まないが、議会を運営する上で協議を検討する事項については、引き

続き議会運営委員会及び全員協議会において、津和野町議会申合せ事項の改正等を含め

協議することを確認した。 

 今後、条例化に向け作業に取りかかるため、条例に盛り込む事項の調査、資料収集及

び争点の洗い出し作業を行う調査班、条例の骨格を協議し、条文の作成を行う条文・条

文案作成班の二つの班を設け、それぞれの班に委員を割り振り、互選でそれぞれの班の

班長を選出した。 

 調査班は、寺戸委員を班長に、大江委員、横山委員、沖田委員、田中委員とした。 

 条文案作成班は、三浦委員を班長に、道信委員、岡田委員、米澤委員、御手洗委員と

した。 

 各班の作業と並行して調査済みとなった事項や、条文案作成済みとなった事項は、特

別委員会で協議や検討を行うこととした。 

 議会改革の方向性であります。 

 津和野町議会は、二元代表制の一翼を担う行政機関として、また選挙で負託を受けた

町民の代表者の合議体として、町民の意思を町政に反映させるため、その役割と責任を

改めて認識しなければならない。 



 津和野町議会の議会改革は、合併前の旧津和野町議会及び旧日原町議会から、その

時々の情勢に応じて常に行われてきており、我々は先人の議員である諸先輩方が敷いて

きたその軌跡に沿って議会改革の道を歩み続けてきており、今後もその歩みを止めては

ならない。 

 我々は、いつの時代においても、議会としての機能を発揮し、その責任が果たされる

よう議会改革と活性化策を追求していくものである。 

 ７、基本構想。 

 議会は、民主主義の発展と町民の福祉の向上のために果たす重要な役割と責任を担っ

ていることを認識しなければならない。あらゆる社会情勢の変化、経済状況の悪化、少

子高齢化、過疎化が進む中で、議会にはますます厳しい視線が向けられていることを認

識し、常に議会改革を推進していかなければならない。 

 二元代表制の一翼を担う議会は、町民の代表者の集合体であり、代弁者であることを

認識し、議会として広く町民の多様な考え方を聞く機会を整備していく。 

 合議制である議会は、議員相互の議論を通じて合意を形成し、行政機関としての役割

を果たす体制を整備する必要がある。 

 議会と執行部の関係は、常に緊張感を維持しながら、審議に当たっては政策をめぐる

論点・争点を明確にしなければならない。 

 会議公開の原則と議会の透明性の観点から、あらゆる情報通信技術を活用し、多様な

情報発信方法によって議会の情報を町民に発信していく環境を整備する。 

 議会の柱である議員の定数や議員の活動の根本となる議員の報酬及び政務活動費、議

会の運営の基盤である議会事務局の体制については、町民や専門家の意見を聞きながら

慎重に判断し、議会自らが責任を持って提案することを明文化する。 

 議会事務局は、行政から独立した議会の事務局として、調査及び法務機能の更なる充

実を図り、議会、議員の政策形成及び立案機能を向上させる環境を整備する。 

 社会情勢の変化に対応し、持続可能な議会運営を目指すため、定めるべき事項を明文

化した津和野町議会の精神的な最高行動規範である津和野町議会基本条例（仮）を制定

する。 

 津和野町議会基本条例（仮）の制定に当たり、関係する例規との整合性を図るなど、

関係例規と矛盾が生じないよう適宜見直しを図っていく。 

 ８、調査の継続。 

 本特別委員会の目的を達成するため、引き続き継続調査といたします。 

 なお、別表につきましては、資料のほうをつけておりますので、御覧いただければと

思います。 

 令和４年１２月１５日、津和野町議会議長草田吉丸様、議会活性化特別委員会委員長

川田剛。 

 以上です。 



○議長（草田 吉丸君）  以上で、議会活性化特別委員会の中間報告を終了します。委

員長、御苦労さまでした。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．総務経済常任委員会の所管事務調査報告について 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２１、総務経済常任委員会の所管事務調査報告につい

てを議題とします。 

 総務経済常任委員会委員長の報告を求めます。道信委員長。 

○総務経済常任委員会委員長（道信 俊昭君）  総務経済常任委員会所管事務調査報告

書。 

 令和４年第７回（９月）定例会におきまして、許可を頂きました所管事務調査につい

て、会議規則第７７条の規定に基づき報告いたします。 

 １、調査事件。９号線沿いの眺望のための森林整備について。 

 ２、調査目的。現状を調査し議会活動に資するため。 

 ３、調査方法。机上調査及び現地調査。 

 ４、調査の経過。 

 第１回 日時、令和４年１０月２５日（火曜日）午前９時。 

 場所。津和野町役場本庁舎委員会室。 

 出席者。総務経済常任委員会５名、商工観光課、堀重樹課長、農林課、小藤信行課長、

岡本直也主任主事。 

 内容。調査点の選定・確認、日程について協議。 

 第２回 日時。令和４年１１月２２日（火曜日）午前９時。 

 場所。津和野町役場津和野庁舎大集会室。 

 出席者。総務経済常任委員会６名全員。商工観光課、堀重樹課長、永田達哉主任主事、

農林課、小藤信行課長、岡本直也主任主事。 

 内容。現地の問題・課題の調査、机上調査まとめ。 

 ５、調査の概要。 

 平成３０年３月に津和野町歴史的風致維持向上計画が策定され、調査内容等この計画

の課題点や進捗状況と大いに重なり、計画の再検証という意味合いにもなり得た。 

 しかしながら、津和野町単独事業で計画されている「眺望を阻害する樹木等について

は、適切に伐採を行う」とあるが、実施したことはない。 

 城下町の東側、青野山の麓に地元では「主水畑」と呼ばれる棚田あった。この棚田は、

昭和の中頃まで耕作されていた。その大きさは、南北に３キロメートル、高低差２５０

メートルという巨大な棚田であったため、特に津和野城からの眺めは壮大であった。 

 江戸時代の初めにおいて、津和野藩は３万石の小藩（坂崎氏）であった。津和野藩主

３代亀井茲政は、所領を増やし４万３,０００石としたが、あわせて産業の発展に力を

入れ、家老多胡主水（真益、真武）に命じて、和紙の生産や農地の開拓を行わせた。 



 主水は、城下町に接する中座・森地区など傾斜地に棚田を整備するとともに、楮・櫨・

漆・茶を植え、徐々に収穫高を増やしていった。開発が行われた畑は、作分田地と称さ

れ、新開畠検地帳が作られ、耕作人が管理された。作分田地は、本祖がかかる以外には、

役目その他一切のものが除かれたことから、商人・職人（神職・僧侶）までもが耕作に

加わることになり、一挙にその開発が進んだものと考えられている。特に、中座・森地

区における天に至る土地開発は、寛永１４年（１６３７年）頃から始まったとされる。

後に、この棚田は、主水畑と呼ばれるようになった。（「津和野町史第２巻」）。 

 津和野郷土館には、寛永１４年（１６３７年）の「新開発畠森村検地帳」や天保３年

（１８３２年）の「森村作分畠方名寄帳」などが残されている。 

 古い写真などによると、昭和３０年代中頃までは広く耕作が行われていた様子が確認

されている。そのことから、棚田を構成していた石垣等の保存と風景の再現をさせるこ

とが、歴史的風致の維持及び向上につながると考えられている。 

 問題点。 

 急峻な場所も多く、伐採作業等が困難。 

 地権者の確認がとれない場所も多くある。 

 公費を投じるのであれば、公平性を保つ必要があるのではないか。 

 ６、調査意見。 

 スポット的には、現在整備中の「みはらし広場」と旧まったけやの横の２か所程度に

絞り、全体計画をもって整備すべき。 

 造林地に至っては、森林環境譲与税等の活用で間伐を行い、木々の間から町並みがか

いま見える程度の整備のほうがよいのではないか。 

 特に大鳥居の周辺は、造林地も多いため効果的。９号線からの眺望の観点だけでなく、

城山からの眺望、町からの眺望も期待できる。 

 しかしながら、隠していたほうがよいものもあるため、あえて残す立ち木もあると感

じる。残す計画も必要。 

 主水畑は、まず活用方法の検討が先で、活用の計画・運用ができてから徐々に整備を

進めていくべき。 

 ９号線上の「男はつらいよ」撮影現場付近は比較的整備しやすく、また効果的である

ので早急に計画をつくられたい。 

 担当課が、農林課・商工観光課、そして、教育委員会と多岐にわたり、主導的役割ま

たは責任の所在の確立のためにも主幹課を定め事業の推進を進められたい。 

 令和４年１２月１５日、津和野町議会議長草田吉丸様、総務経済常任委員会委員長道

信俊昭。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  これより委員長報告に対する質疑に入ります。ありませんか。

米澤議員。 



○議員（４番 米澤 宕文君）  ちょっと教えてほしい点が２点ありますので、隠して

おいたほうがよい。立木ですね、立ち木ですね。これは旧ドライブイン、それと、その

そばにある昔の源氏巻屋の石州屋、それと、旧国民宿舎の青野山荘のこの周りをみんな

切ると、ちょっと余りおもしろくない、下から見ても。この３件ですかね。 

 ９号線上の「男はつらいよ」撮影現場付近。この「男はつらいよ」で覚えておるのが、

永明寺、それから、新町通りにあったスサヤというラーメン屋。ここの場面はよう覚え

ておるけれど、この９号線上の場所ちゃどこじゃったんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  道信委員長。 

○総務経済常任委員会委員長（道信 俊昭君）  まず、「あえて残す立ち木もある。隠

しておいたほうがよい」の「よい」というところは、皆さんの意見ではそうじゃなくて、

９号線に立ったときに、上から見ていたときに下の、例えば、具体的に言えば、病院な

どは、その屋上がちょっと汚いということもあったりするので、上から見たときの隠し

ていた場所をということで、そのほかもう一、二点あったんですけれども、そのことで

の立ち木ということです。 

 ２点目の「男はつらいよ」というのは、旧サンルートのところから上がっていって、

９号線と交わる場所、あそこが私の記憶の中では、あそこに架空の停留場をつくってい

ました。その場所あたりというものが、一つの観光の目玉になるのではないかというこ

とでありました。だから、議員言われたところでは、ちょっとないということです。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  まず、大本のその歴史的風致維持向上計画というこ

とでアプローチされていますけれども、そもそもこれ文教の所管になって、総務経済の

所管ではないのかなという点が１点と、それと、公費を投じるのであれば、公平性を保

つ必要があるのではないかというのがちょっとよく分からないんですけれども、公費を

投じるというのは、公費で民有地の木を伐採するというのはどうかと思うんですよ。公

平性を保つというのはどういう意味なのかというのと、それと、隠しておいたほうがい

いものというのは、人によってそれぞれだとは思うんですけれども、今、米澤議員の質

問の回答では、病院の屋上が汚いからということなのでしょうが、そういったところを

この報告書に上げるのもどうかなと思うんですけれども、この隠しておいたほうがいい

ものを残すというのは、ちょっと僕は理解できないんですけれども、ほかにもどういっ

たところが出てきたのか、意見として。そこをお伺いしたいと思います。 

 それと、最後のほうでも、効果的であるので早急に計画をつくられたいというのがあ

るんですが、結局、公費でやれということなんでしょうか。そこをまずお尋ねいたしま

す。 

○議長（草田 吉丸君）  道信委員長。 



○総務経済常任委員会委員長（道信 俊昭君）  一番最初のやつがちょっと分かりにく

かったんですけど、一応この９号線から見た眺望というのは、歴史的文化を背景にした

ところであるのでということで、ただ単に見せればいいというんじゃなくて、そのバッ

クボーンというのが歴史的風致維持という歴史を背景にしているということが主目的

であると、物語ができるというところからのことです。 

 それから、次の公平性云々というのは、これはほかにも木を伐採することという場所

もあるのではないかというところです。 

 それで次は、隠す場所というのは上から見て、あえて切らなくてもいいというような

ところ、さっき一例を出しましたけれども、そのほかにも上から見た感想ですので、こ

れを最終的に、どうするかああするかというのは、またこれからの検討課題になるので

はないかということです。以上でしたかいね。 

○議長（草田 吉丸君）  川田議員。 

○議員（１１番 川田  剛君）  公平性の部分でちょっと言われたのは、恐らくこの

事業がもし総務経済の皆さんが御覧になったところで伐採が行われた後、それは多分、

公費でということだと思うんですけれども、そこで公平性を保つということは、そうい

った意見があれば、民有地の造林地を公費で切っていただけるというふうに町民は思う

と思うんですよ。 

 あくまで造林地の木ということは、地権者、所有者の木ですよね。その木を切った売

上げの中からやるというのだったら分かるんですけれども、そうではなくて、木は売れ

るし、その事業は町がやってくれるし、となれば町民皆さん言いますよ、ここの景色が

悪いんだと、切ってくれと。というふうになるので、それはちょっと公平性ではないと

思うんですよ。 

 公費を投じるのであれば、公平性を保つ必要があるというのは、ちょっと僕は違うよ

うな気がするんですけど、委員の皆さんの、これは委員会としての意見としてよろしい

んですよね、これは。 

○議長（草田 吉丸君）  道信委員長。 

○総務経済常任委員会委員長（道信 俊昭君）  これは、そこでいろいろ出た意見をち

ょっと書きましたので、これで全てを、さっき議員が言われるようなことで、ほかのと

ころも全部そういうふうにしていくということには、再度検討するべきであるというと

ころでとどめていただきたいというふうに思います。 

○議長（草田 吉丸君）  よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  それでは、ないようですので、質疑を終結します。 

 以上で、総務経済常任委員会の所管事務調査報告を終了します。委員長、御苦労さん

でした。 

────────────・────・──────────── 



日程第２２．文教民生常任委員会の所管事務調査報告について 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２２、文教民生常任委員会の所管事務調査報告につい

てを議題とします。 

 文教民生常任委員会委員長の報告を求めます。御手洗委員長。 

○文教民生常任委員会委員長（御手洗 剛君）  所管事務調査報告。 

 令和４年第７回（９月）定例会において許可を頂きました所管事務調査において、会

議規則第７７条の規定に基づき報告をいたします。 

 １、調査事項。上下水道の現状と課題について。 

 ２、調査目的。現状を調査して、議会活動に資するため。 

 ３、調査方法。机上調査。 

 ４、調査の経過。日時、令和４年１０月１９日水曜、１時より。 

 場所。津和野町役場本庁舎委員会室。 

 出席者。文教民生常任委員６名、議長、野田裕一環境生活課長、日熊憲明下水道係長。 

 ５、調査概要。 

 １、水道施設の整備状況（令和４年度） 

 ここに掲げておりますように、令和４年度においては日原第１浄水場の改修工事、令

和５年度の完了予定であります。 

 それから、瀧元小直地区上水道日原配水管布設工事管路改良事業、これにつきまして

は、令和４年度完了予定であります。 

 それから、麓耕地区水道未普及地域解消事業、これについては現在進行中であります

が、令和５年度完了予定であります。 

 ２として、水道未普及地域の今後の計画並びに管路布設工事の計画であります。 

 ここに掲げておりますように、毎年３,０００万の事業費において、町内の緊急管路

改修事業として取組がなされております。 

 先ほども申し上げましたように、日原第１浄水場の整備については、５年度７,７１

１万の事業費で執り行われる。 

 また、未普及地域の解消のための事業として、麓耕地区におかれましては、ここにあ

りますように１億２,１４０万の事業並びに単費工事として２,１６７万の事業が今後

されるということの計画になっております。 

 あわせて、令和５年度におきましては、事業費２億５,０１８万の事業を行う計画で

あります。 

 順次、令和６年度以降も同じようなことであるわけでありますが、管路布設工事にお

きましては、令和６年度以降も計画上では３,０００万の事業が執り行われる。 

 また、新たな取組として、未普及地域の解消に向けての対応として、新たに三歩市・

奥ケ野、中山地区でありますが、令和６年度では、たたき台を設け、たたき台としての

事業費概算計画等のために５００万程度予算化するという計画になっております。 



 また、下横道におかれましても設計委託ということで、５５０万の計画がなされてお

るということであります。 

 令和７年度におきましても、令和６年度と同じような取組がなされる予定でございま

す。御覧おきをいただきたいと思います。 

 大きくは令和８年度に、未普及地域の解消に向けて三歩市、奥ケ野地区で３億の事業

費を設けて、新たに第１期工事が展開され、これが令和１０年度まで続くというふうな

計画の説明がありました。 

 水道管の寿命は約４０年であり、経過したものから交換をされております。年３,０

００万円予算で管路交換が行われておりますが、今のペースでは町内全域を整備するの

に１５０年程度かかるものと見込まれるわけであります。 

 未普及地域三歩市、奥ケ野は、令和７年度から令和１０年度の工事予定ということが

計画をされている状況にあります。 

 また、大きな問題でありますが、いよいよ水道料金は、令和６年度半ばぐらいから料

金改定できればよい、現在準備中であると。また、現状の３割ぐらい上げていきたいと

いうふうなことが担当課で説明を受けたところであります。 

 また、この水道料金の改定に伴って、近隣市町村の状況について、また県下の状況に

ついて調査がなされておりまして、令和３年３月３１日現在においては、県下では水道

料金の最高で出されておるところが、大田市で５,００５円、最低は出雲斐川宍道企業

団が２,６９７円。これは１か月２０立米の利用がなされたときの家庭用料金でござい

ます。 

 近隣では、吉賀町３,０４７円、益田市２,６９７円というふうなことであります。こ

れがかなり低い、当町と比べたら低い状況であり、津和野町においては、現在３,３０

０円の設定がなされておると。 

 また、県平均では３,８９６円というふうな実情でございまして、当町の３,３００円

というのは、これよりは、県下平均よりは低い現状であるということが理解できました。 

 次に、公共下水道の整備状況であります。 

 日原地区におきましては、下水道整備事業認可区域は５０ヘクタールであり、そのう

ち４７ヘクタールが整備済みであります。９４.０％が整備率であり、残りの３ヘクタ

ールについては宅地造成が想定されている地域であるということを確認いたしました。 

 下水道の加入状況でありますが、当該処理区の加入率（接続率）は８７.４％と高い

水準となっており、近年においても加入があることから、伸び率は低いものの増加傾向

にあるということを理解いたしました。 

 以下、最近の加入件数について提示しております。御覧おきを頂きたいと思います。 

 津和野処理区におきましては、事業認可区域の１０５.３ヘクタールのうち９４.７ヘ

クタールが整備済みであり、８９.９％の整備率であります。 



 橋南地区においては、令和３年度末で概ね整備が完了しております。今後、橋北地区

の未整備地区（山根町、稲成丁）を整備していく予定でございます。 

 下水道の加入率におきましては、当該処理区の加入率（接続率）は５８.２％と低い

水準となっております。前年度５７.３％と比較すると伸び率は大きくないものの、着

実に増加傾向にあります。 

 以下、最近の加入率について列挙しておりますので、御覧おきを頂きたいと思います。 

 また、下水を引くための工事費につきましては、家によって違いまして、トイレだけ

行うところ、全ての排水を伴うもの、これによって違いがあると。平均で１２０万から

１３０万程度かかるのではということでありました。 

 また、津和野地区は、建蔽率いっぱいに家が建っているところが多く、事業費が上が

るとも説明を受けたところであります。 

 また、下水処理費は、水道料金を基本に計算をするものであり、例えば、１か月４人

家族で使用したとして、基本料金１,６５０円と２,２５５円合わせて３,９００円程度

がかかるのではということの説明を受けたところであります。 

 また、全くないところから、合併浄化層か下水に接続するということであれば、下水

道設置にはお金がかかりますが、将来的には下水をつなぐほうが安くなるということで

あるという説明でありました。 

 また、広域化はまだ完全にはできておりませんが、益田圏内の広域化については、今

後メーターの購入を１市２町で行う等のことの中で、極力安く機材を調達できるような

方向で取り組みたいという説明でもございました。 

 次に、水道事業会計の推移であります。 

 この表については御覧おきいただきたいと思いますが、令和３年度においては７,０

７２万８,０００円の繰入金がなされており、これは、国なり町なり、合わせた金額で

ありまして、町の負担としては３,５００万程度の支出を伴うというふうな状況にある

ということであります。 

 以下、下水道事業会計、農業集落排水事業特別会計等について御覧おきいただきたい

と思います。 

 また、５番目でありますが、津和野町新水道ビジョンに沿った事業推進ということの

中で、令和２年３月に策定されました「新水道ビジョン策定の趣旨」というものを掲げ

ております。 

 平成２９年６月策定の第２次津和野町総合振興計画に基づき、平成２５年７月の島

根・山口豪雨災害の経験と、大きく変化する社会経済状況を踏まえ、計画の内容の見直

しや事業計画の検討等を行い、本町の抱える水道事業の現状と課題を明確にする中で、

今後１０年間の水道事業の方向性と具体的な施策を推進するため、平成３１年度に津和

野町水道ビジョンの見直しを行い、今後の事業運営の指標となる「津和野町新水道ビジ

ョン」が策定されたものであります。 



 調査意見といたしまして、まず１点、老朽管路の整備は、国の基準によれば４０年と

されております。４０年以上について整備が必要とされておりますが、本町においては、

日原地区がほぼ全域４０年以上、津和野地区では、戸谷～川尻間が設置から４０年から

５０年経過している。 

 現在、当町においては、年間３,０００万円の予算で整備をされているが、今のペー

スでは全体整備に１００年から１５０年かかる。予算拡充が求められます。 

 安全で安心な飲料水の安定供給のために、津和野町新水道ビジョンに沿って計画的に

管路の修繕に取り組まれたい。 

 二つ目として、一日も早い未給水地区の解消を目指し、町民が等しく水道供給を受益

できるよう努められたい。 

 三つ目といたしまして、水道事業会計は、令和３年度決算において実質的には赤字決

算であり、一般会計からの繰入れにより賄われている状況にある。水道料金の改定につ

いては、段階的に引上げを行う方向で水道事業審議会へ、その考え方を提示していると

聞いております。 

 受益者から十分に理解が得られるよう審議会からの答申並びに津和野町新水道ビジ

ョンの周知に努められたい。 

 四つ目といたしまして、下水道処理区以外の地域においては、合併処理槽の普及啓発

により設置拡大に努められたい。 

 令和４年１２月１５日、津和野町議会議長草田吉丸様、文教民生常任委員会委員長御

手洗剛。 

 以上であります。 

○議長（草田 吉丸君）  それでは、これより委員長報告に対する質疑に入ります。あ

りませんか。横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  ５番の調査概要のところでの話なんですが、麓耕地区、

あと三歩市・奥ケ野の話になってくるんですけど、これはいずれにしても標高の高い場

所になってくると思うのですが、これは新しい水源地を設けるのか、それとも、既存か

らポンプアップするのかは、お聞きされておるでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  御手洗委員長。 

○文教民生常任委員会委員長（御手洗 剛君）  麓耕地区については、既に工事は進ん

でおる状況にありますので、その協議は済んだ後というふうに理解しております。 

 それから、三歩市・奥ケ野地区におかれましては、現在、福谷地区まで、長福の福谷

地区までは管路が通っております。それを接続する方向でやっていかないと、中山地区

そのものにはなかなか調査された段階があります。ですが、水そのものが少ないといい

ますか、そういった状況もありますので、既存の管路接続の上で整備がなされるという

ふうな方向になろうということで説明を受けております。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。田中議員。 



○議員（９番 田中海太郎君）  同じく、三歩市・奥ケ野地区の水道普及についてなん

ですけど、住民の皆さんの中で、正直要らないという方がいらっしゃったりとかするこ

とがあったりしまして、なかなかそこで今まで進まなかった事実もありまして、それに

対して町のほうとしては、一応、着工していただけるというんですけど、何か対処とい

うか、各自で負担の部分が出てくると思うんですけど、どのように町のほうから言われ

ているんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  御手洗委員長。 

○文教民生常任委員会委員長（御手洗 剛君）  これにつきましては、地元要望からこ

の水道未設置解消について要望が上がって、それに基づいて町としての対応はなされる

ものが前提にありますので、我々私も田中議員も木部のこの該当地区にある人間ではあ

るわけであります。 

 そういった中で、やはり地域要望に沿った動きということの前提に、地元の要望とい

うものを個々署名運動もしてきたことは御存じであろうというふうに思っております

ので、やはりこの加入については理解を求めることは町当局はもちろんでございますが、

我々としてもやっていかなくてはならないということの理解はしておりますんで、また

今後とも、その方向でやはり御無理な点はあろうかと思います。全部加入というのは、

大変難しいところではございますが、極力、未設置解消に向けて理解を求めるというス

タンスは必要であろうかなということでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。 

 町長、何かございますか。町長より発言が求められておりますが、許したいと思いま

す。町長。 

○町長（下森 博之君）  大変恐れ入ります。 

 こういう委員会審査があっての委員会報告が今なされているという状況でございま

す。私自身は、その委員会調査に呼ばれておりませんし、出ておりません。どういうや

り取りがあったかということは分かりませんので、ちょっと今日この報告を聞いておる

という状況でございます。 

 水道未普及地区の解消ということは、できるだけ努力をするようにという思いでいろ

いろ検討しているところでございますが、今やるという、まだその前提に立っているも

のではございませんので、ちょっとそこの辺は今日今このやり取りを聞いておりまして、

その前提で外に向けて話がいくということが、ちょっと非常に心配をしたので、あえて

私のほうから今手を挙げさせていただいたというようなところであります。 

 大きな事業予算を伴うものでございますので、しっかりその辺、財源的な確保も含め

て検討をより深めていかなければならないという今段階ということでありますので、ち

ょっと我々いわゆるまだ副町長をはじめ町長も決済をして、これをやるという前提に立

っている状況ではないということだけは御了承いただきたいと、そのように思っており

ます。大変途中失礼いたしました。 



○議長（草田 吉丸君）  そのほかございませんか。横山議員。 

○議員（５番 横山 元志君）  ちょっと今の町長のお話を受けてのことになるんです

が、一応、計画として今言われたこの表にあることは、計画はされているけど計画はし

ていないというお話に聞こえてしまったんですが、ちょっと委員長の方から御説明でき

ますでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  御手洗委員長。 

○文教民生常任委員会委員長（御手洗 剛君）  我々としても、特に私、委員長ではあ

りますが、この木部地区というところにおって、かねがね前から要望事項は進めてきた

一人であります。 

 そういった中で、担当課としては、いろんな困難性は極めると思いますが、今町長が

言われましたように、大きな予算が伴うものであります。ただいつ頃からその未普及地

域としての位置づけがあるところを、ひとつ計画上で解消していくかということは問う

てきたわけであります。 

 その中で担当課としては、一応このような計画をしておるというところでありますの

で、今、町長が言われましたように、全て決定事項であります。今からのことでありま

すが、計画は我々が欲しいと、方向性としては必要だということで、このような審査報

告をしたところであります。 

○議長（草田 吉丸君）  よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 以上で、文教民生常任委員会の所管事務調査報告を終了します。委員長、御苦労さま

でした。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．広報広聴常任委員会の津和野町議会広聴会報告について 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２３、広報広聴常任委員会の津和野町議会広聴会報告

についてを議題とします。 

 広報広聴常任委員会委員長の報告を求めます。米澤委員長。 

○広報広聴常任委員会委員長（米澤 宕文君）  令和４年度津和野町議会広報広聴会報

告書。 

 津和野町議会広聴会を開催しましたので、下記のとおり報告します。 

 日時。令和４年１１月２０日、日曜日、午前９時３０分から１５時までであります。 

 場所。日原会場、津和野町役場本庁舎第１会議室。津和野会場、津和野町コミュニテ

ィセンター。 

 出席者。全議員の１２人であります。並びに議会事務局２人。 

 １として、参加者１６人、男性が１１人、女性５人、日原会場１０人、津和野会場６

人でありました。 



 年代別は、２０代１人、４０代１人、５０代２人、６０代４人、７０代３人、８０代

５人でありました。 

 アンケート結果は、表のとおりであります。「満足」の結果が結構多い、「やや満足」

も多いです。「どちらでもない」というのも結構おられました。 

 そして、一番下の表ですが、「また参加したいと思う」１６人中１０人、「やや満足」

３人と、かなり多い数でありまして、安心しております。 

 次に、広聴会の確知方法、２２人に複数回答可でお答えを頂きました。 

 全戸配布のチラシ９人、ＳＮＳ２人、ケーブルテレビ３人、告知放送１人、友人・知

人５人、議員２人となっております。 

 ３番として、質問・提案・要望等の委員会振り分けとしまして、総務経済常任委員会

並びに文教民生常任委員会担当の案件は、３月議会までの所管事務調査とし、回答を３

月議会、「つわの議会だより」にて掲載をいたします。 

 広報広聴常任委員会担当の案件は、回答を１２月定例会、今回「つわの議会だより」

に掲載をします。 

 総務経済常任委員会の担当につきましては、１番から９番までの案件でございます。

文教民生常任委員会の担当は、１番から６番まで。広報広聴常任委員会は、１番から８

番までで、これは先ほど言いましたように、１２月定例会の議会だよりに掲載をいたし

ます、回答を。 

 ４番として、来年度開催に向けての反省と検討課題としまして、開催月の検討。今回

は１１月にしましたが、いろいろな行事が１１月は集中、結構しておりますので、また

この検討を全員協議会でしていただきたいと思います。 

 また、曜日の検討。土・日・祭日でないといけないのか、平日でいいのか。この検討

もいたしたいと思います。 

 本年度開催場所、日原会場、津和野会場、この２か所でございましたが、来年度の開

催場所、案としまして、広報広聴常任委員会の中で出ましたのが、学校単位、日原地域、

津和野地域、２校ずつあります。更にそれにプラス１会場をすること。 

 ２番目に、公民館単位。津和野地域が４か所、日原地域が５か所。 

 ３番目としまして、旧町村単位、津和野地域が、木部、畑迫、津和野、小川の公民館

ですが、日原地域が旧地域ですので、左鐙、日原、青原、この３か所。このような案が

出ました。これもまた皆さんで検討していただきたいと思います。 

 そして、例えばこのように、多いところで、多い案で９か所行きますので、これが夜

になるかもしれません、自治会と地区の要望によりましては。それによって、議会事務

局の職員の派遣が９回も行くことになりますので、かなりの負担になるのではないかと、

この検討もいたしたいと思います。 



 次に、ワイヤレスマイク４本、スピーカーを議会で所有をしたいと。これは要望であ

ります。更に、両会場で、節分等のモニター画面、次から次に打っていただきまして、

分かりやすく、すごく好評でありました。 

 以上のことを今後の全員協議会で検討したいと思います。 

 令和４年１２月１５日、津和野町議会議長草田吉丸様、広報広聴常任委員会委員長米

澤宕文。 

 以上であります。 

○議長（草田 吉丸君）  これより委員長報告に対する質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 以上で、広報広聴常任委員会の津和野町議会広聴会報告を終了します。委員長、御苦

労さまでした。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．各委員会からの閉会中の継続調査の申出について 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２４、各委員会からの閉会中の継続調査の申出につい

てを議題とします。 

 各委員会から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中の継続調

査の申出があります。 

委員会 目 的 事 項 期 限 

総務経済 
議会活動に資するた

めの所管事務調査 

津和野町議会広聴会に

係る調査・審査につい

て 

３月定例会ま

で 

文教民生 〃 

津和野町議会広聴会に

係る調査・審査につい

て 

３月定例会ま

で 

議会運営 所掌事務調査 
議会の運営に関する事

項 

３月定例会ま

で 

○議長（草田 吉丸君）  お諮りします。申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  御異議なしと認めます。したがって、各委員会からの申出の

とおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 先ほど請願第２号、政府に対し「介護保険制度改定の中止を求める意見書」提出に関

する請願が採択をされました。この請願は、意見書の提出を求める請願であります。 

 つきましては、発議第２号介護保険制度改定の中止を求める意見書（案）の提出につ

いてを日程に追加し、追加日程第１としたいと思いますが、御異議ありませんか。 



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  御異議なしと認めます。したがって、発議第２号を日程に追

加し、議題とすることに決定をしました。 

 日程の追加をお願いします。 

 ここで、後ろの時計で午前１１時２７分まで休憩とします。 

午前 11時 21分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 27分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．発議第２号 

○議長（草田 吉丸君）  追加日程第１、発議第２号介護保険制度改定の中止を求める

意見書（案）の提出についてを議題とします。 

 意見書（案）につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 これより本案件について、提出議員より趣旨説明を求めます。１０番、寺戸昌子議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  介護保険制度の改定の中止を求める意見書（案）の

提出について、趣旨説明をさせていただきます。 

 厚生労働省は、介護保険制度改正に向け議論を行っております。社会保障審議会の部

会で「見直しの論点」を提示しています。 

 利用者や介護事業者団体の強い反対の声を押し切った内容に、委員から利用控えが生

じる、重度化を招くなどの反対意見が紛出しました。 

 改定に向けた内容は、介護保険サービスの利用料２から３割負担の対象拡大というこ

とで、もともとは原則が１割だったものが、現在では２割以上の方が、２割、３割の方

がおられます。その対象の範囲を増やすという内容です。 

 それから、要介護１、２の保険給付外しということで、これは介護保険給付から今現

在要介護１、２の方は介護保険給付の中に入っているんですが、それを外すことでサー

ビスを受けようとしたら自費でのサービスということになります。 

 そうなると要介護１、２の方がリハビリを行って、その現状維持を行ったり、また、

回復される方がおられるということがなくなる可能性、重度化が出てくる可能性があり

ます。 

 そして、ケアプランの有料化ということも出ています。今は月に一度ケアマネジャー

の方がケアプランを立ててくださっていますが、これは無料でやっていただけます。 

 御本人のところに行って、御本人の様子を聞いて、様子を見て、その人に合ったケア

プランを立てていただいておりますが、有料化ということになりますと、それを控えて

しまう方が出られて、御本人に適切なサービスが受けられなくなる可能性が起きます。 



 次に、老健施設などの相部屋の有料化ということですが、老健施設で相部屋で入られ

ている方が、有料化で負担が大きくなってくるということがあります。 

 次に、保険料の納付年齢の引下げと利用年齢の引上げということが提案されておりま

すが、これは現在、納付年齢は４０歳以上ですが、それを１８歳からすればいいんじゃ

ないかというような意見も出ておりますが、とても負担が大きくなりますので、とても

若者の負担が大きくなります。 

 次に、補足給付の資産要件に不動産を追加ということですが、これは低所得者の方が

食費や住居費などを減額していただけるものですが、その中の要件で、所得とか資産の

別に不動産をまた加えようというものです。自宅とか所有物が、自分で対象者の方が自

宅とかを持っておられると補足給付を受けられなくなるおそれがあります。 

 また、高所得者の保険料引上げということですが、国庫負担などの抜本的な引上げ、

今現在、国庫負担が２５％ですが、以前は５０％していただいていましたが、そういう

ふうに、国庫負担の引上げとか、抜本的な対策に手をつけないまま高齢者の保険料の引

下げは避けるべきと思います。 

 ２０１４年、介護保険改正から要支援１、２の対象者は、原則として介護保険の給付

対象から外れました。市町村が実施主体の総合事業へ移りました。総合事業は、各市町

村が実施主体となったため、介護保険による統一した基準での給付をとらないため、事

業の実施状況や体制は市町村で新たな格差が生じています。 

 また、地域での実施で、地域で行われるということで専門家による、専門家によって

行われる事業が少なくなったので、その対象のサービスを受ける方がなかなかその現状

の維持とか回復の方向に向かうのが難しくなっております。 

 今まで社会を支えてきた高齢者の方は、今、年金の削減、物価の高騰、医療費負担増

で生活が大変になってきています。その上、介護給付の削減、保険料の負担増は、高齢

者によって耐えがたいことです。 

 今現在、審議中で、今述べましたことの中で外していただけることも出てきてはおる

とは思いますが、以上の趣旨により津和野町議会において、国関係機関に対して介護保

険制度改定の中止を求める意見書を提出していただきますようお願い申し上げます。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  討論なしと認めます。 



 これより発議第２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方は１

のボタンを、反対の方は２のボタンを押してください。各自、自分が選択したボタンの

ライトが点灯しているか確認をしてください。 

〔賛成・反対ボタンにより表決〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  押し忘れなしと認めます。採決を締め切ります。賛成多数で

あります。したがって、発議第２号介護保険制度改定の中止を求める意見書（案）の提

出については、原案のとおり可決されました。 

 各関係機関に、津和野町議会の意見書として意見書を提出いたします。 

────────────・────・──────────── 

賛成（９名） 

大江  梨君          岡田 克也君 

米澤 宕文君          横山 元志君 

沖田  守君          御手洗 剛君 

田中海太郎君          寺戸 昌子君 

川田  剛君                 

反対（２名） 

道信 俊昭君          三浦 英治君 

────────────・────・──────────── 

○議長（草田 吉丸君）  本日、岡田克也議員から議員の辞職願が提出をされておりま

す。 

 お諮りします。岡田克也議員の議員辞職の件を日程に追加し、追加日程第２として直

ちに議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  御異議なしと認めます。したがって、岡田克也議員の議員辞

職の件を日程に追加し、追加日程第２として直ちに議題とすることに決定しました。 

 日程の追加をお願いします。 

 暫時休憩とします。 

午前 11時 36分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 37分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第２．岡田克也議員の議員辞職の件について 

○議長（草田 吉丸君）  追加日程第２、岡田克也議員の議員辞職の件を議題とします。 



 地方自治法第１１７条の規定によって岡田克也議員の退場を求めます。 

〔岡田克也君 退席〕 

○議長（草田 吉丸君）  ここで、議会事務局長に辞職願を朗読させます。 

〔事務局長朗読〕 

○事務局長（中田 紀子君）  それでは、読み上げさせていただきます。 

 辞職願。このたび一身上の都合により、１２月定例会閉会をもって議員を辞職したい

ので、許可されますよう願い出ます。 

 令和４年１２月１５日、津和野町議会議長草田吉丸様、津和野町議会議員岡田克也。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  お諮りします。岡田克也議員の辞職を許可することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（草田 吉丸君）  御異議なしと認めます。したがって、岡田克也議員の辞職を

許可することに決定しました。 

 岡田議員の除斥を解きます。 

〔岡田克也君 着席〕 

○議長（草田 吉丸君）  ただいま岡田克也議員の議員辞職を許可する決定を頂きまし

た。 

 ここで、岡田克也議員より挨拶を許します。岡田議員。 

○議員（３番 岡田 克也君）  それでは、議会の貴重なお時間を賜り、一言御挨拶を

申し上げます。 

 平成２１年より５期１３年余り、私岡田克也は、津和野町議会議員として皆様ととも

に議会活動を行ってまいりました。このたび議員辞職願を提出するに当たり、今初議会

より様々な思い出が走馬灯のように思い起こされます。 

 今回、任期途中での辞任は誠に申し訳なく思いますが、何とぞ御理解のほどお願いを

申し上げます。 

 今後の津和野町議会の皆様方のますますの御発展、そして、執行部、議会議員各位、

そして、町民の皆様のますますの御活躍と御健勝と御多幸を心より祈念をいたします。

長年にわたり、誠にありがとうございました。 

 以上、辞任に当たり、皆様へのお礼の挨拶とさせていただきます。誠にありがとうご

ざいました。（拍手） 

○議長（草田 吉丸君）  それでは、岡田議員の辞職に伴いまして、議会を代表して一

言お礼の言葉を申し上げたいと思います。 

 岡田議員におかれましては、平成２１年１０月初当選を果たされ、以来５期１３年３

か月余りの長きにわたり、津和野町議会議員として議会活動に携わってまいられました。 



 その間、総務経済常任委員長、議会広報編集委員長、そして、副議長、監査委員など

の要職を歴任をされました。 

 特に、副議長につきましては、議長の補佐役として議会運営に対し卓越した手腕を発

揮され、多大の貢献をされました。 

 また、議会定数等活性化特別委員会の委員長として、議員定数や議会基本条例制定へ

の道筋をまとめられました。その結果が、現在の基本条例制定の教義につながっている

と思います。数多くの御貢献に対し、改めて感謝を申し上げます。 

 ここでお別れすることは残念ではありますが、新たな挑戦をされるとお聞きをしてお

りますので、どうか健康には十分注意され、留意され、ますます御活躍されますことを

お祈りを申し上げます。長い間本当にありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（草田 吉丸君）  以上をもちまして、本日の日程は全て終了しました。 

 会議を閉じます。令和４年第９回津和野町議会定例会を閉会します。 

午前 11時 43分閉会 

────────────────────────────── 
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